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本年の法曹親和会「重要課題と私たちの取組 2025」の発刊にあたり、一言、ご挨拶申し上

げます。

2024（令和 6）年度の法曹親和会では、各委員会やＰＴの会議においてハイブリッドを維持

しながらも、年度当初からリアルに出席される会員が増え、会の活動としては新型コロナウィ

ルス感染症発生前の状況にほぼ戻った感がありました。そこで、恒例の夏期合宿研修会を完全

リアルで開催したところ、台風の来襲で開催が危ぶまれたものの、結果的にはおよそ 100 名の

参加を得て例年どおり開催することができました。夏期合宿研修会では、「性的指向・性自認

に関わる判例・裁判例の研究 ( 続 )」、「AI・IT と弁護士業務」、「具体的設例から考える事業承

継のイロハ」、「同一労働・同一賃金に関する諸問題」という 4 コマの研究発表に加え、「生成

AI に謝罪文を作らせていいの？」～倫理からみた AI の利活用と限界～、という題材での合同

討議を行い、充実した研修会となりました。リアルのみで実施したことで、リモートによる利

便性もさることながら、顔を合わせての議論の重要性を再認識する機会となりました。

また、毎年の恒例となった、憲法ＰＴにおける、法友会、期成会との共催で開催する講演会

も、東弁に後援を頂いて、春に愛敬浩二教授により「改憲問題としての緊急事態条項～議員任

期延長問題を中心に～」という題材で、秋には山本龍彦教授により「AI の発展がもたらす憲法

上のリスク～欧米の関連法制を踏まえて～」という題材でのご講演を頂きました。いずれも傾

聴に値するご講演でしたが、特に山本教授のご講演は、夏期合宿研修会での合同討議を受けた

AI を題材とする課題の集大成として、AI の憲法、特に表現の自由への影響について深く考えさ

せる大変有意義な内容だったと思います。さらに研修委員会では、棚村政行名誉教授による「新

しい親権・監護法制について」という題材での研修会を行いました。さらに、刑事弁護ＰＴでは、

「経験者から学ぶ裁判員裁判のオモテとウラ」と題して、裁判員裁判の経験が豊富な会員によ

る体験談をお聞きする研修会を開催しました。

法曹親和会では、このように委員会、ＰＴを中心として活発な活動をしており、これらの成

果の上で、法曹親和会として取り組むべき会務活動の方向性をまとめ、その中でも重要な課題

を取り上げたものが本冊子です。本冊子では、昨年に引き続き、「再審法改正に向けた取り組み」、

「司法のＩＴ化問題」、「弁護士の情報セキュリティ」、「若手会員支援と弁護士の活動領域拡大」、

法曹親和会
「重要課題と私たちの取組み 2025」発刊に寄せて
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「ダイバーシティの推進」、「憲法問題」、「弁護士自治の現状と課題」という７つのテーマを取

り上げ、これまでの最新の検討内容を掲載しています。

これら以外にも、弁護士会として検討すべき課題は山積しており、これに対する法曹親和会

における検討状況は、「Web 版 2025 法曹親和会政策綱領」として、法曹親和会のホームペー

ジに掲載しております。本冊子及び Web 版政策綱領に掲載した題材は、いずれも弁護士及び

弁護士会が真剣に取り組むべき課題であり、皆様がそれらの課題を検討する上での一助になれ

ば幸いです。

終わりに、本冊子及び Web 版政策綱領の制作を主導いただいた木村英明政策綱領部会部会

長及び部会員の方々、ご執筆にご尽力を頂いた会員各位並びに原稿収集を担当された執行部皆

様には深く感謝申し上げます。
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【要約】
えん罪は、国家による最大の人権侵害の一つである。そして、再審はえん罪被害者を救

済する最終手段である。
しかし、刑訴法第 4 編「再審」（以下「再審法」という）は、500 を越える刑訴法の条

文の中でわずか 19 条しか存在せず、現行刑訴法が施行されて 70 年を経た今もなお、何
ら改正されることなく現在に至っている。

我が国の再審は、1975（昭和 50）年の最高裁白鳥決定、1976（昭和 51）年の最高
裁財田川決定により、再審の門戸は大きく開かれたが、1990 年代の逆流現象を経て、21
世紀の再審はせめぎ合いの時代になっている。日弁連支援事件で再審開始、再審無罪となっ
た事件は相当数あるが、未だ救済されていない事件はそれ以上に存在する。再審裁判所に
よって証拠開示、訴訟指揮、訴訟進行等が異なるという「再審格差」も問題となっている。

これまでの日弁連の再審請求支援、再審無罪の成果を踏まえても、再審は「開かずの扉」
と言われるほどハードルが高く、えん罪被害者の救済が遅々として進まない状況にあり、
その原因は現在の再審法が抱える制度的・構造的な問題にある。特に、再審請求手続にお
ける全面的な証拠開示の制度化と、再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止
の 2 点は、早急な法改正を要する喫緊の課題である。

布川事件、東京電力女性社員殺害事件、松橋事件、湖東事件、日野町事件、袴田事件等
において、確定審において裁判所にも弁護人にも開示されなかった検察官手持ち証拠の開
示が再審開始に結びついている。これらの事件の経験に照らしても、再審請求手続におけ
る全面的な証拠開示の制度化が必要不可欠である。

また、松橋事件、名張事件、大崎事件、日野町事件、袴田事件等において、再審開始決
定に対する検察官の不服申立により、審理が長期化し、えん罪被害者の救済が大幅に阻害
される事態となっている。これらの事件の経験に照らしても、再審開始決定に対する検察
官による不服申立の禁止が必要不可欠である。

日弁連は、2023（令和 5）年 2 月 17 日、証拠開示の制度化、検察官抗告の禁止等を
柱とする「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」を取りまとめ、同月 21 日付けで
法務大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出した。

袴田事件は、2023（令和 5）年 3 月に再審開始決定が確定し、2024 年（令和 6）年
9 月 26 日に再審無罪判決が言い渡された。同年 10 月 9 日に検察官が上訴権を放棄し、
同無罪判決は確定した。死刑再審 4 事件に続き、5 件目の死刑再審無罪事件である。

第１章 再審法改正に向けた取り組み
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2024（令和 6）年 3 月 11 日には、超党派の国会議員により、「えん罪被害者のための
再審法改正を早期に実現する議員連盟」（以下「議連」という）が設立された。最高顧問は
麻生太郎氏、会長は柴山昌彦氏であり、役員には各党から党首クラスの国会議員が参加し
ている。同年 9 月時点で、会員は 347 名（全国会議員の 49％）になったとのことである。

再審についての社会の関心はかつてない程に高まっている。再審法改正を実現するには、
今をおいてほかにない。当会も再審法改正に向けた活動を検討していく必要がある。

１　我が国の再審の歴史的展開
(1)  はじめに

えん罪は、国家による最大の人権侵害の一
つである。そして、再審はえん罪被害者を救
済する最終手段である。

しかし、刑訴法第 4 編「再審」（以下「再審法」
という）は、500 を越える刑訴法の条文の中
でわずか 19 条しか存在せず、現行刑訴法が
施行されて 70 年を経た今もなお、何ら改正
されることなく現在に至っている。

我が国の再審の歴史の概観は、以下のとお
りである。
(2)  最高裁白鳥・財田川決定以前－「針の
穴に駱駝」

最高裁白鳥・財田川決定以前は「再審氷
河期」であり、刑訴法 435 条 6 号の新証拠の
明白性判断では、新証拠だけで無罪の立証を
求めるような高いハードルが設定されていた

（孤立評価説）。また、再審裁判所は、確定判
決の心証に介入してはならず、確定審の旧証
拠の判断には立ち入ることかできない、とさ
れていた（心証引継説）。

再審開始が認められた事件は吉田巌窟王事
件、金森事件等ごくわずかであり、再審開始
決定を得ることは「針の穴に駱駝を通すよう
なもの」とさえ評されていた。
(3)  最高裁白鳥・財田川決定以後－雪解け
の時代

1975（ 昭 和 50） 年 の 最 高 裁 白 鳥 決 定、
1976（昭和 51）年の最高裁財田川決定は、
刑訴法 435 条 6 号の新証拠の明白性につい
て、新証拠だけで判断するのではなく、新旧
全証拠を総合的に評価して行うべきと判示し
た（孤立評価から総合評価、心証引継から再
評価）。また、白鳥・財田川決定は、新旧全
証拠の総合評価に際しては、「疑わしいとき
は被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が
適用されることを明確に判示した。

白鳥・財田川決定以後、死刑再審４事件と
呼ばれる免田事件、財田川事件、松山事件、
島田事件で再審無罪が確定した。その他の著
名重大事件では、弘前事件、加藤事件、米谷
事件、梅田事件、徳島事件等で再審無罪が確
定した。
(4)  1990 年代の逆流現象－再び冬の時代に

しかし、1990 年代に入ると、再審開始決定、
再審無罪判決が激減した。著名重大事件で再
審無罪となったのは榎井村事件のみであり、
日弁連の支援事件でも、名張事件、マルヨ無
線事件、袴田事件、日野町事件、布川事件等
で再審請求が棄却された。

白鳥・財田川決定以降の雪解けの時代から
の反動は「逆流現象」と言われ、再び冬の時
代に逆戻りしたかのような様相を呈した。そ
の背景として、裁判所の限定的再評価による
判断、検察庁の証拠開示に対する組織的な消
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極的対応が指摘されている。
(5)  21 世紀の再審－せめぎ合いの時代

21 世紀に入ると、大崎事件（第 1 次）の
再審開始決定を嚆矢として、再審に関する動
きは再び活況を取り戻し、日弁連が支援する 
11 の事件（大崎事件、名張事件、布川事件、
足利事件、福井事件、東京電力女性社員殺害
事件、袴田事件、東住吉事件、松橋事件、日
野町事件、湖東事件）で再審開始決定が出て
いる。

しかし、大崎事件、名張事件、福井事件は、
その後に再審開始決定が取り消され、未だに
救済されていない。袴田事件は、再審開始決
定が取り消されたが、最高裁による破棄差戻
を経て、2023（令和 5）年 3 月にようやく再
審開始が確定した。同年 10 月から再審公判
が始まり、2024（令和 6）年 9 月 26 日に再
審無罪判決が言い渡された。同年 10 月 9 日
に検察官が上訴権を放棄し、同無罪判決は確
定した。日野町事件は、再審開始決定に対す
る検察官の即時抗告が棄却されたが、検察官
の特別抗告により、未だに再審開始が確定し
ていない。

再審裁判所によって証拠開示、訴訟指揮、
訴訟進行等が異なるという「再審格差」も問
題となっている。

２　再審法改正の必要性
(1)  現在の再審法の問題点

これまでの日弁連の再審請求支援、再審
無罪の成果を踏まえても、再審は「開かずの
扉」と言われるほどハードルが高く、えん罪
被害者の救済が遅々として進まない状況にあ
り、その原因は現在の再審法が抱える制度的・
構造的な問題にある。当然のことながら、再
審請求手続においても適正手続（憲法 31 条）

が保障されなければならないところ、現行の
再審法の規定は、全体で 500 を越える刑訴法
刑事訴訟法の条文の中でわずか 19 条しか存
在せず、再審請求での具体的審理のあり方は
裁判所の裁量に委ねられている点が非常に多
い。そのため、裁判体による審理の充実度の
違いが、再審開始の可否の判断にも影響して
いることが指摘されている（再審格差）。す
なわち、再審請求審においては、その判断の
公正さや適正さが制度的に担保される仕組み
となっていないのである。

したがって、えん罪被害者の速やかな救済
のためには、憲法の理念に沿って、再審法の
在り方を全面的に見直すことが必要である。
とりわけ、再審請求手続における全面的な証
拠開示の制度化と、再審開始決定に対する検
察官による不服申立ての禁止の 2 点は、早
急な法改正を要する喫緊の課題である。
(2)  再審請求手続における証拠開示の必要
性
ア  問題の所在

刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成
28 年法律第 54 号） の附則 9 条 3 項において、

「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、
速やかに、再審請求審における証拠の開示（中
略）について検討を行うものとする」と規定
された。

これを受け、2017（平成 29）年、最高裁、
法務省、警察庁、日弁連で構成する刑事手続
に関する協議会（四者協議）が設けられたが、
最高裁、法務省、警察庁の消極的な姿勢によ
り、四者協議の議論は全く進展しなかった。

しかし、以下のように、近年においても、
確定審において裁判所にも弁護人にも開示さ
れなかった検察官手持ち証拠の開示が再審開
始に結びついた事件は多数存在する。
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イ  布川事件
布川事件は、1967（昭和 42）年 8 月、茨

城県北相馬郡利根町布川で発生した強盗殺人 
事件である。櫻井昌司氏（以下「櫻井氏」

という。）と杉山卓男氏（以下「杉山氏」と
いう。）が別件の嫌疑で逮捕された後、本件
についても逮捕・起訴された。櫻井氏と杉山
氏は、公判では一貫して無実を訴えてきた。

本件は、櫻井氏と杉山氏と犯行を結びつけ
る物的証拠は何一つなく、直接証拠は自白の
みであった。その自白も、櫻井氏と杉山氏の
間で内容が連鎖的に変遷していたり、客観的
事実と多くの点で付合しないものであった。
それにもかかわらず、自白の任意性・信用性
が肯定され、有罪が認定された。

第 2 次再審請求審において、今まで存在し
ないとされていた取調べの録音テープの存在
が明らかになり、取調べ官の偽証が発覚した。
また、既に存在が明らかになっていた取調
べ時の録音テープも、取調べ時の一部を切り
取ったものであり、自白の信用性を補強する
ものではないとされた。加えて、鑑定や実験
により、自白の内容と犯行内容が付合しない
ことが明らかになった。さらに、毛髪鑑定書
の開示により、犯行現場には、櫻井氏と杉山
氏の指紋や毛髪は一切残されておらず、他方、
第三者の毛髪や対照不能の指紋が多数あった
ことも明らかになった。

2005（平成 17）年、再審請求審（水戸地
裁土浦支部）は、再審開始を決定し、検察官
の即時抗告・特別抗告はいずれも棄却された。
その後、2010（平成 22）年 7 月 9 日に再審
公判が開始され、2011（平成 23）年 5 月 24
日に再審無罪判決が言い渡された。
ウ  東京電力女性社員殺害事件

東京電力女性社員殺害事件は、1997（平成

9）年 3 月、東京都渋谷区にあるアパートの 
1 室で起きた強盗殺人事件である。ネパール
人のゴビンダ・プラサド・マイナリ氏（以下

「マイナリ氏」という。）が犯人と疑われ、同
年同月、別件の出入国管理及び難民認定法違
反（不法残留）の容疑で逮捕された後、同年
5 月に本件の容疑で再逮捕された。マイナリ
氏は、一貫して事件への関与を否定していた
が、同年 6 月に強盗殺人罪で起訴された。

本件の第一審判決は無罪判決を言い渡した
が、控訴審判決は、本件現場で発見された陰
毛の DNA 型及び本件現場の便器から発見さ
れたコンドーム内の精液の DNA 型と血液型
がマイナリ氏と一致したことを大きな根拠と
して、有罪を認定した。

再審請求審において、被害者の膣内容物を
付着させたガーゼ片が保管されていることが
明らかになり、DNA 型鑑定が実施されるこ
ととなった。その結果、被害者の膣内容物か
ら被害者を含む 2 人分の DNA 型が検出さ
れ、被害者以外のもう一人の DNA 型は、マ
イナリ氏以外の第三者のものであり、かつ、
それは現場で発見された陰毛の DNA 型と一
致することが明らかになった。また、検察官
からは、被害者の身体（口唇周囲、左乳房周
囲及び右乳房周囲）に付着した唾液の血液型
がマイナリ氏とは異なることを示す鑑定書も
新たに開示された。2012（平成 24）年 6 月、
再審請求審（東京高等裁判所）は、再審開始
を決定し、検察官の異議申立は棄却された。

同年 10 月 29 日に再審公判が開始され、同
年 11 月 7 日に再審無罪判決が宣告された。
検察は上訴権を放棄し、ただちに無罪判決が
確定した。
エ  松橋事件

松橋事件は、1985（昭和 60）年 1 月 8 日の朝、
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熊本県松橋（まつばせ）町で発生した殺人事
件である。警察は、同月 5 日夜に被害者宅で
被害者と激しく口論をしていた故宮田浩喜氏

（以下「宮田氏」という。）を呼出し、連日長
時間の取調べを行った。宮田氏は、途中まで
犯行を否認していたが、自白をしたため逮捕、
起訴された。一審では、途中から自白を翻し
て犯行を否認し無罪を主張したが、第一審の
熊本地方裁判所は、自白の任意性・信用性を
認めて懲役 13 年の判決を言い渡した。

本件において、宮田氏と犯人を結びつける
証拠は宮田氏の自白しかなく、その自白も不
自然な変遷をしていた。しかし、その自白内
容が犯行直前の被害者の追尾や犯行状況など
詳細かつ具体的で迫真性があるかのような印
象を与えるものであったなどとして、自白に
は任意性・信用性が認められ、有罪認定がさ
れてしまった。

上告棄却後の 1992（平成 4）年、再審の準
備をしていた弁護人らが熊本地裁に対し、再
審請求予定として証拠物の保管を申請した。
その後、熊本地検に対し証拠の開示を求めた
ところ、同地検は、証拠書類の開示は拒否し
たものの、大量の証拠物を開示した。そして、
弁護団は、証拠物の中に、宮田氏が「小刀の
柄に巻き付けて後刻焼却した」と自白してい
た布切れ（シャツの左袖部分）が現存する事
実を発見した。また、弁護団は、この布切れ
に加え、「被害者の身体に残された創は、宮
田氏が自白する小刀によって作ることできな
い」とする法医学者の鑑定書を新証拠として、
再審を請求した。

これらにより、宮田氏が虚偽の自白をさせ
られた可能性が濃厚となり、2016（平成 28）
年 6 月 30 日、再審請求審（熊本地裁）は、
再審開始を決定した。

オ  湖東事件
湖東事件は、2003（平成 15）年 5 月、滋

賀県愛知郡湖東町の病院で、看護助手として
勤務していた西山美香氏（以下「西山氏」と
いう。）が、人口呼吸器のチューブを外して
入院患者を殺害したとされる事件である。事
件から 1 年以上経過した 2004（平成 16）年 
7 月、西山氏が自らチューブを外したと自供
したことから、西山氏が殺人事件の被疑者と
して逮捕、起訴された。公判では、「取調官
に好意を抱いて嘘の自白をした」と事実を
争った。

本件は、西山氏の自白を客観的に裏付ける
証拠として、鑑定書が存在する。鑑定書の作
成者である解剖医は、警察官から、「発見時、
人工呼吸器のチューブが外れていた」と聞か
されていたため、患者の死因を「管の外れに
基づく酸素供給欠乏が一次的原因」と判断し
たが、西山氏の自白調書を含め、人工呼吸器
のチューブが外れていたとの証拠は存在しな
い。第一発見者の当直看護師は、当初、チュー
ブが外れていたと供述していたものの、その
後供述を翻した。裁判所は、西山氏の捜査段
階の自白と鑑定書を有罪認定の大きな根拠と
した。

再審請求において、複数の医師から意見書
が提出された。患者の鑑定所見からは死因と
なるような病変が認められないところ、その
場合、死因としては、酸素供給途絶による心
停止と致死的不整脈による心停止が考えられ
る。そして、患者が低カリウム血症や、患者
の病歴や検査結果からうかがえる身体状況を
原因として、致死的不整脈で死亡した可能性
があるとの意見であった。

第 2 次再審請求において、2019（令和元）
年 3 月 18 日、大阪高裁は、死因が致死的不
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整脈であった可能性はいまだ排除されておら
ず、鑑定書の証明力は揺らぐこと、西山氏の
自白の変遷から、体験に基づく供述ではない
との疑いがあり、西山氏が捜査官の誘導に迎
合した可能性があることから、患者が自然死
した合理的疑いが生じたとして、再審開始を
決定した。2017（平成 29）年 8 月には既に
西山氏は満期出所していた。

再審公判では、警察が検察官へ送致して
いなかった証拠の存在が明らかとなり、人工
呼吸器の管内の痰の詰まりにより患者が心臓
停止した可能性もあるとする解剖医の所見が
記載された捜査報告書などが新たに開示され
た。

当初検察官は、本件について有罪主張する
予定であることを明らかにしていたが、後に
新たな有罪立証を断念した。2020（令和 2）
年 3 月 31 日、大津地方裁判所は、事件性を
認めることができず、むしろ、患者が病気で
死亡した具体的可能性があるとし、自白には
任意性がないとして、西山氏に、再審無罪判
決を言い渡し、確定した。
カ  日野町事件

日野町事件は、1984（昭和 59）年 12 月、
滋賀県蒲生郡日野町で発生した強盗殺人事件
である。被害者が営む立ち飲み酒店の常連客
であった故阪原弘氏（以下「阪原氏」という。）
が犯人として逮捕、起訴されたが、阪原氏は
公判では一貫して無実を訴えてきた。

本件は、阪原氏と犯人を結び付ける直接の
物的証拠も十分な情況証拠もなく、任意性と
信用性に疑問のある自白調書しかないという
脆弱な証拠構造であったが、阪原氏が金庫発
見場所・死体発見場所を知っており、誰にも
教えられることなく案内できたという捜査結
果が有罪認定の大きな根拠となっていた。

第 2 次再審請求において、捜査時に撮影
された写真のネガが開示され、金庫発見場所
への引当て捜査報告書に「往路」として貼付
されていた写真の中に「復路」の写真が混在
していたことが明らかとなった。

また、死体発見場所への引当て捜査で、阪
原氏に「リハーサル」をさせながら現場再現
を行わせていたことも判明した。

これらにより、金庫発見場所・死体発見
場所の引当て捜査結果の信用性が大きく動揺
し、2018（平成 30）年 7 月 11 日、再審請求
審（大津地裁）は、再審開始を決定した。
キ  袴田事件

袴田事件は、1966（昭和 41）年 6 月 30 日、
静岡県清水市（現静岡市清水区）の味噌製造
会社専務宅が全焼し、焼け跡から、専務を含
めた家族 4 名の死体が発見された事件であ
る。味噌工場の従業員の袴田巌氏（以下「袴
田氏」という）が犯人として逮捕、起訴され
たが、袴田氏は公判では一貫して無実を訴え
てきた。

本件では、45 通の自白調書の内、44 通を
証拠から排斥するも、1 通の証拠能力を肯定
した上で、事件から 1 年 2 か月も経過してか
ら、犯行現場近くの工場内味噌タンクから発
見された血痕の付着した 5 点の衣類を袴田氏
のものであるとして、有罪判決が言い渡され
た。

第 2 次再審請求において、5 点の衣類発見
時のカラー写真、ズボン販売会社役員の供述
調書等が開示され、裁判所がズボンのサイズ
だと理解していたタグの「B」という表記が、
ズボンの生地の色を示しており、従来の裁判
所の判断が誤解に基づくことが明らかになっ
た。その他にも、第 2 次再審請求即時抗告
審においては、これまで検察官が不見当等と
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していた発見直後の 5 点の衣類の写真のネガ
や、取調べ録音テープ等の証拠が開示された。

かかる開示証拠により、犯行着衣とされた
5 点の衣類が袴田氏のものであることに疑問
が生まれたことや、弁護側が行った味噌漬け
実験や DNA 型鑑定が契機となり、2014 （平
成 26）年 3 月 27 日、再審請求審（静岡地裁）
は、再審開始を決定した。

その後、検察官の不服申立により、後述の
とおり紆余曲折があったが、2023（令和 5）
年 3 月に再審開始決定が確定し、2024（令和
6）年 9 月 26 日に再審無罪判決が言い渡され
た。同年10月9日に検察官が上訴権を放棄し、
同無罪判決は確定した。死刑再審 4 事件に続
き、5 件目の死刑再審無罪事件である。
ク  小括

以上のとおり、近年においても、確定審に
おいて裁判所にも弁護人にも開示されなかっ
た検察官手持ち証拠の開示が再審開始に結び
ついた事件は多数存在する。

これらの事件の経験に照らしても、えん罪
被害者の速やかな救済のためには、再審請求
手続における全面的な証拠開示の制度化が必
要不可欠である。
(3)  再審開始決定に対する検察官による不
服申立の禁止の必要性
ア  問題の所在

現行法上、再審請求棄却決定（刑事訴訟法
刑訴法 446 条、447 条）、再審開始決定（同
法 448 条）のいずれに対しても、即時抗告が
できることとされている（同法 450 条）。検
察官は、この規定を根拠に、再審開始決定に
対する不服申立（即時抗告、異議申立、特別
抗告）を行っている。

しかし、現行刑事訴訟法刑訴法の再審規定
は、日本国憲法の施行により、憲法 39 条の「二

重の危険」の禁止に基づいて不利益再審を廃
止し、「無辜の救済」の制度に特化したもの
である。検察官の役割も、有罪を立証する「当
事者」ではなく、「無辜の救済」のために裁
判所の審理に協力する「公益の代表者」（検
察庁法 4 条）でなければならない。

我が国の再審法のルーツであるドイツにお
いても、1964 年に再審開始決定に対する検
察官抗告を立法で禁止している。

法務省・検察庁は、「検察官が再審開始決
定に対し抗告をし得ることは、公益の代表者
として当然のこと」「違法、不当な再審開始
決定があった場合に、法的安定性の見地から、
これを是正する余地をなくしてしまう」と主
張している（第 198 回国会衆議院法務委員会
における法務省刑事局長の答弁）。

しかし、現行の再審制度は、①再審請求、
②再審公判の 2 段階の手続となっている。
①の段階は、裁判のやり直しをするかどうか
を決める「前さばき」の手続であり、②が実
際にやり直しの裁判を行う段階であり、検察
官はこの時点で有罪の主張立証が可能である

（現行の実務を前提とすれば、検察官は控訴、
上告も可能である。）。したがって、①の段階
で、検察官が不服申立を繰り返す必要はない。

なお、付審判請求について最高裁昭和 52
年 8 月 25 日決定（刑集第 31 巻 4 号 803 頁）は、

「刑訴法 266 条 2 号の決定については、審判
に付された被告事件の訴訟手続において、そ
の暇疵を主張することができるものと解する
のが相当であるから、原決定は同法 433 条に
いう「この法律により不服を申し立てること
ができない決定」にあたらず、本件抗告の申
立は不適法である。」と判示している。再審
開始決定についても、検察官は再審公判で有
罪を争えるのであるから、同様の状況である
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ということができる。
そして、再審開始決定に対する検察官の不

服申立により、以下のように、審理が長期化
し、えん罪被害者の救済が大幅に阻害される
事態となっている。
イ  松橋事件

2016（平成 28）年 6 月 30 日、再審請求審
（熊本地裁）は、再審開始を決定した。しか
し、検察官は、同年 7 月 2 日に即時抗告を行
い、2017（平成 29）年 11 月 29 日に福岡高
裁が即時抗告棄却決定をしたものの、さらに
検察官は、同年 12 月 4 日に特別抗告を行い、
2018（平成 30）年 10 月 10 日に最高裁が特
別抗告を棄却した。

その後、再審開始決定から約 2 年半を経過
した 2019（令和元）年 3 月 28 日に、熊本地
裁で再審無罪判決が言い渡された。
ウ  名張事件

名張事件は、1961（昭和 36）年 3 月 28 日、
三重県名張市葛尾の公民館で開かれた住民の
懇親会において、ぶどう酒を飲んだ女性のう
ち、5 名が死亡、12 名が入院したという殺人
事件である。

請求人の奥西勝氏（以下「奥西氏」という。）
は、1973（昭和 48）年 11 月の第 1 次再審請
求から 2002（平成 14）年 4 月の第 7 次再審
請求まで申し立て、2005（平成 17）年 4 月 5
日、名古屋高裁が再審開始決定をした。しか
し、同決定に対し、検察官が異議申立てを行っ
た結果、2006（平成 18）年 12 月 26 日、名
古屋高裁の異議審において、再審開始取消決
定がなされた。

2010（平成 22）年 4 月 5 日には、最高裁
が再審開始取消決定を取消して差戻しをした
ものの、2012（平成 24）年 5 月 25 日、名古
屋高裁は再度再審開始取消決定をした。

その後、2015（平成 27）年 5 月 15 日に、
第 9 次再審請求を申し立てたものの、奥西氏
が服役中に病に倒れ、同年 10 月 4 日に亡く
なり（享年 89 歳）、奥西氏の遺志を引き継い
だ遺族である妹の岡美代子氏が、2015（平成
27）年 11 月 6 日、第 10 次再審請求（死後再
審）を申し立てた。しかし、2017（平成 29）
年12月8日、名古屋高裁は再審請求を棄却し、
2022（令和 4）年 3 月 3 日、名古屋高裁は異
議申立てを棄却し、最高裁も 2024（令和 6）
年 1 月 29 日に特別抗告を棄却した（ただし、
再審開始を決定すべきとする宇賀克也裁判官
の反対意見が付されている。）。
エ  大崎事件

大崎事件は、1979（昭和 54）年 10 月、鹿
児島県大崎町で起きた殺人、死体遺棄事件で
ある。付近に住む原口アヤ子氏（以下「原口
氏」という）が、元夫、義弟との計 3 人で共
謀して被害者殺害し、その遺体を甥も加えた
計 4 名で遺棄したと疑われた。原口氏は、一
貫して否認を貫いた。

本件において犯行を裏付ける証拠は共犯者
の自白のみであったが、裁判所はこの自白供
述を重く見て、有罪を認定した。

請求人の原口氏は、1995（平成 7）年に第
1 次再審請求を申し立てた。請求審（鹿児島
地裁）は 2002（平成 14）年に再審開始を決
定したが、検察官抗告後、福岡高裁宮崎支部
で取り消され、最高裁もこれを支持した。

2015（平成 27）年に申し立てられた第 3
次再審請求において、鹿児島地裁は、新証拠
としての供述心理鑑定に明白性を認め、「殺
人も死体遺棄もなかった疑いを否定できな
い」として、2017（平成 29）年 6 月に 2 度
目となる再審開始決定をした。その後、検察
官抗告がなされたが、2018（平成 30）年 3 月、
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福岡高裁宮崎支部が検察官抗告を棄却し、再
審開始を維持する決定をした。しかし、検察
官がさらに最高裁に特別抗告し、2019（令和
元）年 6 月、最高裁は再審開始決定を取り消
し、再審請求を棄却した。

2020（令和 2）年 3 月、第 4 次再審請求が
申し立てられたが、2022（令和 4）年 6 月、
鹿児島地裁は再審請求を棄却し、原口氏の即
時抗告も、2023（令和 5）年 6 月、福岡高裁
宮崎支部がこれを棄却し、再審を認めなかっ
た。現在、最高裁に特別抗告審が係属してい
る。

裁判所が延べ 3 回も再審開始を決定したに
も関わらず、その都度検察官が抗告をし、1
度目の再審開始決定がなされて 21 年が経過
してもなお、再審が開始していない。
オ  日野町事件

請求人の阪原氏は、2001（平成 13）年 11
月に第 1 次再審請求を申し立てたが、服役中
に病に倒れ、2011（平成 23）年 3 月に亡く
なり（享年 75 歳）、阪原氏の遺志を引き継い
だ遺族が 2012（平成 24）年 3 月、第 2 次再
審請求を申し立てた。

2018（平成 30）年 7 月に再審請求審（大
津地裁）は再審開始を決定した。しかし、検
察官が即時抗告を行い、大阪高裁は 2023（令
和 5）年 2 月 11 日に即時抗告を棄却したが、
約 4 年 7 ヶ月の期間を費やした。

検察官はさらに特別抗告を行ったため、再
審開始決定の確定までに、さらに長期間がか
かる見込みである。
カ  袴田事件

2014（平成 26）年 3 月 27 日、再審請求審
（静岡地裁）が第 2 次再審請求について、再
審開始を決定した。しかし、検察官が即時抗
告を行ったため、東京高裁は 2018（平成 30）

年 6 月 11 日に再審開始決定を取り消した（拘
置の停止は取り消さず）。これに対し、弁護
側は特別抗告をしたところ、2020（令和 2）
年 12 月 22 日、最高裁は、高裁決定を取り消
して、差し戻した。

2023（令和 5）年 3 月 13 日、東京高裁は、
検察官の即時抗告を棄却する決定をした。こ
れに対して、検察官は特別抗告を行わなかっ
たため、再審開始決定が確定した。その後、
静岡地裁で再審公判が 2023（令和 5）年 10
月 27 日から始まった。再審請求審が再審開
始を決定してから、約 9 年 7 か月もの期間
が費やされた再審公判となる。

再審公判は 2024（令和 6）年 5 月 22 日に
結審し、同年 9 月 26 日に再審無罪判決が言
い渡された。同年 10 月 9 日に検察官が上訴
権を放棄し、同無罪判決は確定した。
キ  小括

以上のとおり、多数の事件において、再審
開始決定に対する検察官の不服申立により、
審理が長期化し、えん罪被害者の救済が大幅
に阻害される事態となっている。

これらの事件の経験に照らしても、えん罪
被害者の速やかな救済のためには、再審開始
決定に対する検察官による不服申立の禁止が
必要不可欠である。
(4)  日弁連の再審法改正案の概要
ア  2019（令和元）年人権大会決議

2019（令和元）年 10 月の人権擁護大会（徳
島）において、日弁連は、「えん罪被害者を
一刻も早く救済するために再審法の速やかな
改正を求める決議」を採択した。

この決議は、えん罪被害者を一刻も早く救
済するため、国に対し、
① 再審請求手続における全面的な証拠開示
の制度化
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② 再審開始決定に対する検察官による不服
申立ての禁止を含む再審法の改正を速やかに
行うよう求めたものである。
イ  「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意
見書」のとりまとめ

上記人権大会決議を受けて、日弁連は、
2022（令和 4）年 6 月 16 日理事会決議にお
いて再審法改正実現本部を設置し、2023（令
和 5）年 2 月 17 日、「刑事再審に関する刑事
訴訟法等改正意見書」を取りまとめ、同月
21 日付けで法務大臣、衆議院議長及び参議
院議長に提出した。

（https://www.nichibenren.or.jp/document/
opinion/year/2023/230713_3.html）本改正案
の骨子は、以下のとおりである。
① 証拠開示の制度化

検察官の証拠隠しを防ぐべく証拠開示制度
を整備するとともに、その前提として記録や
証拠品の保存等に関連する規定も設けた。
② 検察官抗告の禁止

再審開始決定に対する検察官の不当な不服
申立てが繰り返される深刻な事態が続出して
いることから、これを禁止することとした。
③ 再審請求人に対する手続保障を中心とす
る手続規定の整備

弁護人の援助を受ける権利とともに、再審
請求人の主体的関与を可能にするための手続
規定を弁護人の援助を受ける権利とともに整
備した。
④ 白鳥・財田川決定の趣旨の明文化と再審
請求の理由の拡大

新旧全証拠の総合評価と「疑わしいときは
被告人の利益に」原則の適用を明確にした。
また、死刑事件における犯情事実の誤認や憲
法違反手続があることを再審請求理由に加え
た。

⑤ 裁判所の公正・適正な判断を担保する制
度の整備

重要手続の公開とともに、当該事件の過去
の審理・判断に関与したことを除斥・忌避事
由として明記した。
⑥ 刑の執行停止に関する規程の整備

死刑確定者に対する拘置の執行停止を含ん
だ刑の執行停止に関する規定を設けた。

３ 議連の設立、活動等
(1)  議連

再審法（刑訴法第４編「再審」）の改正に
向けて、2024（令和 6）年 3 月 11 日、超党
派の国会議員により、「えん罪被害者のため
の再審法改正を早期に実現する議員連盟」（議
連）が設立された。設立時の会員は 134 名、
最高顧問は麻生太郎氏、会長は柴山昌彦氏で
あり、役員には各党から党首クラスの国会議
員が参加している。

同年 5 月 16 日の議連総会では、台湾の尤
美女氏（弁護士、台湾弁護士連合会理事長、
元立法委員）が出席されて講演をされた。台
湾では、2015 年、2019 年の 2 回にわたって
再審法が改正されており、ＤＮＡ型鑑定請求
権、一件記録の閲覧、再審請求審の公開、証
拠調べ請求権等が明文化されている。このよ
うな再審法改正により、2013 年に再審開始
決定は 12 件であったものが、2022 年には再
審開始決定が 33 件に増加しているとのこと
である。

同年 6 月 13 日の議連総会では、袴田ひで
子氏（袴田事件の袴田巌氏の姉）、桜井恵子
氏（布川事件で 2011（平成 23）年 5 月 24 日
に再審無罪となり、2023（令和 5）年 8 月 23
日に逝去された桜井昌司氏の妻）が出席され、
深刻なえん罪被害を述べられ、再審法改正の
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必要性を訴えられた。
これらを受けて議連は、2024（令和 6）年

6 月 17 日、法務大臣に対して再審法改正の
要望書を提出した。この時点で議連の会員は
311 名であった。

その後も議連に加入する国会議員は増加し
ており、同年 9 月時点で 347 名（全国会議員
の 49％）になったとのことである。
(2)  日弁連の取り組み

日弁連は、国会議員に対して再審法改正へ
の賛同メッセージを要請しており、2024（令
和 6）年 9 月 12 日時点で、250 名の国会議員
から賛同メッセージをいただいている。

また、日弁連は、地方議会に再審法改正を
求める意見書の採択、地方自治体の首長に再
審法改正への賛同を要請しており、同年 9 月
12 日時点で、348 の地方議会が再審法改正の
意見書を採択し、90 の地方自治体の首長か
ら賛同回答をいただいている。

４　まとめ
我が国の再審は、1975（昭和 50）年の最

高裁白鳥決定、1976（昭和 51）年の最高裁
財田川決定により、再審の門戸は大きく開か
れたが、1990 年代の逆流現象を経て、21 世
紀の再審はせめぎ合いの時代になっている。
日弁連支援事件で再審開始、再審無罪となっ
た事件は相当数あるが、未だ救済されていな
い事件はそれ以上に存在する。再審裁判所に
よって証拠開示、訴訟指揮、訴訟進行等が異
なるという「再審格差」も問題となっている。

これまでの日弁連の再審請求支援、再審無
罪の成果を踏まえても、再審は「開かずの扉」
と言われるほどハードルが高く、えん罪被害
者の救済が遅々として進まない状況にあり、
その原因は現在の再審法が抱える制度的・構

造的な問題にある。特に、再審請求手続にお
ける全面的な証拠開示の制度化と、再審開始
決定に対する検察官による不服申立ての禁止
の 2 点は、早急な法改正を要する喫緊の課
題である。

日 弁 連 は、2023（ 令 和 5） 年 2 月 17 日、
証拠開示の制度化、検察官抗告の禁止等を柱
とする「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正
意見書」を取りまとめ、同月 21 日付けで法
務大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出し
た。

えん罪は、国家による最大の人権侵害の一
つである。そして、再審はえん罪被害者を救
済する最終手段である。しかし、我が国の再
審法は、500 を越える刑訴法の条文の中でわ
ずか 19 条しか存在せず、現行刑訴法が施行
されて 70 年を経た今もなお、何ら改正され
ることなく現在に至っている。

2024（令和 6）年 3 月に議連が設立され、
同年 9 月 26 日に袴田事件で再審無罪判決が
言い渡され、再審についての社会の関心はか
つてない程に高まっている。再審法改正を実
現するには、今をおいてほかにない。

当会も再審法改正に向けた活動を推進して
いく必要がある。
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第 2 章　司法の IT 化
１　民事裁判の IT 化に関する民訴法
改正までの経緯
(1)  民事訴訟法 132 条の 10 制定とその後の
推移

半導体技術の発展と情報通信ネットワー
クの普及に伴い、紙媒体での文書管理が当然
の前提となっていた民事裁判手続にも電子化
の発想が及ぶようになった。米国連邦裁判所
では 1990 年代後半、アジアでもシンガポー
ルで 2000（平成 12）年までに裁判文書の電
子提出が導入される中で、我が国において
も 2004（平成 16）年に「電子情報処理組織」
を用いた申立て等を定めた民事訴訟法 132 条
の 10 の新設により、一応の対応がなされた。

しかし、この規定に基づく訴状の電子提出
の試行例は数件に留まり、その後の我が国に
おける IT 化の動きは停滞することになった。
その間に諸外国における裁判手続の IT 化は
着実に進展し、例えば 2009（平成 21）年に
フランスで電子化された事件管理プラット
フォームによる訴状提出が導入され、2011（平
成 23）年には韓国で民事訴訟の IT 化が実現
するといった中で、我が国は取り残された格
好になっていた。
(2)  「未来投資戦略 2017」と「IT 化検討会」

世界銀行が各国の事業環境を調査した報告
書である「Doing Business」2016 年版におい
て、日本は多くの項目で OECD 加盟国 35 か
国中 20 位台という低評価であった。低評価

項目の一つに民事裁判手続を中心とした「契
約 執 行 」（Enforcing Contracts） が あ り1 、
とりわけ「事件管理」（Case management）
と「裁判の自動化」（Court automation）の
ポイントが低いことが問題視された。

我が国の国際競争力の低下を危惧した当時
の安倍内閣は、2017（平成 29）年 6 月策定
の「未来投資戦略 2017」に「迅速かつ効率
的な裁判の実現を図るため、裁判に係る手続
等の IT 化を推進する方策について速やかに
検討」することを盛り込み、同年 10 月、内
閣官房に「裁判手続等の IT 化検討会」が設
置された。
(3)  IT 化検討会―「3 つのｅ」と３フェー
ズ展開の提言

同検討会は、翌 2018（平成 30）年 3 月に
取りまとめた報告書「裁判手続等の IT 化に
向けた取りまとめ－『3 つのｅ』の実現に向
けて－」2 において、訴訟記録の全面的な電
子化を前提とした民事裁判手続の全面 IT 化
を打ち出し、次の「3 つのｅ」を目指して必
要な取り組みを進めるものとした。

「ｅ提出」　主張証拠のオンライン提出等
「ｅ法廷」　ウェブ会議・テレビ会議の導

入・拡大等
「ｅ事件管理」　訴訟記録への随時オンラ

インアクセス等

_____________________________________________________________________________________________
1 35 か国中 23 位。
2 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/pdf/report.pdf
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また、これらの取り組みは次の３段階を履
んで展開することが提案された。

＜フェーズ 1 ＞
法改正を要さず、IT 機器の整備や試行等

の環境整備により実現可能な施策を実施す
る。
＜フェーズ 2 ＞

関係法令の改正により実現可能となるもの
について、所要の法整備を行い、直ちに制度
的実現を図る。
＜フェーズ 3 ＞

関係法令の改正とともにシステム・IT サ
ポート等の環境整備を実施した上で、オンラ
イン申立てへの移行等を図る。

これらの内容は、同年 6 月に閣議決定され
た「未来投資戦略 2018」によって政策目標
に取り込まれ、速やかに検討・準備を行うこ
ととされた。
(4)  民事裁判手続等 IT 化研究会から法制
審へ

2018（平成 30）年 7 月から、学識経験者や
弁護士、関係省庁として最高裁や法務省も参
加した「民事裁判手続等 IT 化研究会」が「3
つのｅ」の実現に向けた具体的な手続の規律
等について検討を行った結果、2019（令和元）
年 12 月に「民事裁判手続等 IT 化研究会報告
書－民事裁判手続の IT 化の実現に向けて－」3 
として取りまとめられた。

2020（令和 2）年 6 月に法制審議会に設置
された民事訴訟法（IT 化関係）部会は、上
記研究会の検討結果を踏まえた審議を経て、

2022（令和 4）年 1 月 28 日、「民事訴訟法（IT
化関係）等の改正に関する要綱案」4  を取り
まとめた。
(5)  フェーズ 1 の開始・フェーズ 3 の部分
先行実施

法制審部会の審議と並行して、IT 化検討
会報告書にいうフェーズ１が開始され、2020

（令和 2）年 2 月からは裁判所及び当事者双
方が Microsoft 社の Teams を利用したウェ
ブ会議による争点整理手続が順次開始され
た。

また、2022（令和 4）年 4 月以降、「フェー
ズ 3 の先行実施」という位置付けで、民訴
規則 3 条により FAX 提出できる書面等を
mints（民事裁判書類電子提出システム）に
アップロードすることにより提出する運用も
開始した。

２　改正民事訴訟法の成立とその内
容・施行時期

法制審議会の審議を経て国会に提出された
「民事訴訟法等を改正する法律」案は、2022（令
和 4）年 5 月 18 日に令和 4 年法律第 48 号と
して成立、同月 25 日に公布された（これに
より改正された民事訴訟法を、以下「改正法」
という）。

改正法は概ね 3 段階に分けて施行され、既
に施行されている部分もある。以下では改正
法によって導入された IT 化に関する主な事
項とその施行スケジュールについて説明す
る。
(1)  第 1、第 2 段階：既に施行されている
規定

_____________________________________________________________________________________________
3 https://www.shojihomu.or.jp/public/library/1331/report0112.pdf
4 https://www.moj.go.jp/content/001365873.pdf
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ア 三者電話会議等による弁論準備期日・和
解期日

以下については、2023（令和 5）年 3 月 1
日から施行されている。

ａ　三者電話会議による弁論準備期日
法改正前の弁論準備期日は当事者の

少なくとも一方が出頭する必要があった
が、「裁判所及び当事者双方が音声の送
受信により同時に通話をすることができ
る方法」（以下では「三者電話会議」と
総称する）によって期日手続を行うこと
ができるものとし、当事者双方とも現実
の出頭を不要とした（170 条 3 項）。

また、従来は「当事者が遠隔の地に
居住しているとき」等にのみ電話会議方
式を認めていたが、「相当と認めるとき」
に要件を緩和し、広く利用できるように
した。

なお、後出の「裁判所及び当事者双
方が映像と音声の送受信により相手の状
態を相互に認識しながら通話をすること
ができる方法」（以下「ウェブ会議」と
総称する）は三者電話会議を包含してい
る。2020（令和 2）年に実施が始まった
Teams での期日は書面による準備手続
と扱う例が多かったが、改正法施行によ
り弁論準備期日とすることが可能になっ
た。

また、弁論準備における準備書面の提
出や書証の申し出については、132 条の
10（ｅ提出）が適用される。

ｂ　三者電話会議方式による和解期日
法改正前は、和解期日を電話会議等で

実施できるか疑義があったため、三者電
話会議によって和解勧試等ができること
を明文化し（89 条 2 項）、手続に関与し
た当事者は出頭したものとみなすことと
した（同条 3 項）。

イ  インターネットによる申立て等（132
条の 10）

事実上死文化していた民訴法 132 条の 10
を整備し、紙媒体で行われていた訴えの提起
をはじめとする訴訟上の申立てや準備書面の
提出、書証の申出等を電子的に行い得る概括
的な根拠規定として活用することとなった。

現在は、「フェーズ３の先行実施」として、
全ての高等裁判所、地方裁判所及びそれらの
支部で、民訴規則 3 条 1 項により FAX で提
出できる書面等を「電子情報処理組織」であ
る mints を用いて提出できるようになってい
る 5 。
ウ ウェブ会議による口頭弁論期日・電話会
議方式による審尋期日

以下については、2024（令和 6）年 3 月 1
日から施行されている。

ａ　ウェブによる口頭弁論期日
裁判所は「相当と認めるとき」は、当

事者の意見を聞いて、口頭弁論期日を
ウェブ会議によって実施できるものとし
た（87 条の 2 第 1 項）。ウェブ会議によ
り手続に関与した当事者は期日に出頭し
たものとみなされる（同条 3 項）。

ｂ　電話会議方式による審尋期日
審尋の期日を三者電話会議によって実

施できるものとした（87 条の 2 第 2 項）。
実施の要件及びみなし出頭の規定はａと

_____________________________________________________________________________________________
5 最高裁判所規則「民事訴訟法第 132 条の 10 第 1 項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱
う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則」１条
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同様である。
いずれも従来は当事者の出頭が必要で

あった期日をウェブ会議や三者電話会議
を利用して、裁判所に現実の出頭をする
ことなく実施できるようにしたものであ
る。

(2)  第 3 段階：全面施行
上記（1）以外の改正事項には以下の内容

が含まれ、公布から 4 年後の 2026（令和 8）
年 5 月が施行期限となっている6 。対応す
る民事訴訟規則等の整備も進められている
7 （規則施行日は改正民訴法の全面施行と同
日）。
ア ｅ提出

裁判所に対する民事訴訟に関する手続に
おける申立てその他の申述であって書面等を
もってすることとされているものを、電子情
報処理組織を用いて行うことができる（132
条の 10 第 1 項）。

委任による訴訟代理人（許可代理人を除く）
等については、原則としてインターネットに
よる申立て等が義務化される（132 条の 11）。
この点は弁護士業務に直接関わる重要な事項
である。

なお、現在は訴えの提起等の手数料は訴状
等に収入印紙を貼付して納付するのが原則で
あるが、インターネットによる訴えの提起等
では原則としてオンライン決済が想定されて
いる 8 。また、インターネットにより訴えの
提起等をする場合、書類の送達等に充てる郵

便料は手数料に一本化される9。
イ ｅ法廷
ａ　証人尋問・当事者尋問

従来からウェブ会議方式による尋問は可
能であったが（204 条）、証人が遠隔地に
居住している等の要件が設けられていた。

改正法では上記の遠隔地居住要件を緩和
して、一般的に出頭が困難な事情がある場
合が対象に含まれるようにしたほか、「当
事者に異議がない場合」も対象とできる規
律とした。

なお、現行の民訴規則 123 条では、証言
が適正に行われるのを担保するため、ウェ
ブ会議方式による尋問を受ける証人は官公
署としての裁判所（居住地の最寄りの裁判
所等）に出頭して尋問を受けることを定め
ている。改正後の同規則はこの要件を緩和
し、証人が所在すべき場所を裁判所に限定
しないこととしたが、「証人の陳述の内容
に不当な影響を与えるおそれがあると裁判
所が認める者の在席する場所でないこと」
を要件の一つとしている（改正後の同規則
123 条 1 項 2 号）。

ｂ　検証
ウェブ会議方式によって検証をすること

ができる（232 条の 2）。
ｃ　電子判決

判決の言渡しは電磁的記録 ( 電子判決書 )
を作成し、これに基づいて行う（252 条、
253 条）。

_____________________________________________________________________________________________
6 令和 4 年法律第 48 号附則 1 条柱書
7 令和 6 年最高裁判所規則第 14 号（民事訴訟規則等の一部を改正する規則）、同 15 号（民事事件等

に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則）
8 改正後の民事訴訟費用等に関する法律 8 条 1 項
9 改正後の民事訴訟費用等に関する法律 3 条 2 項、11 条 1 項ただし書、13 条
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電子判決書の送達は、電子判決書（い
わゆる調書判決の場合は電子調書）の記録
事項に裁判所書記官の認証文言を付したも
のを送達するか、電磁的記録の送達による

（255 条）。
ウ ｅ事件管理
ａ　電子訴訟記録

現行法では、オンライン提出された書類
を裁判所が紙出力する必要があり（改正前
の 132 条の 10 第 5 項）、結局は紙媒体で編
綴されたものが正規の事件記録となってい
るが、改正法ではこの規定を削除し、電磁
的記録のまま管理される。

ｂ　電子調書
口頭弁論期日の調書は電磁的記録により

作成される（電子調書、160 条 1 項）。
弁論準備期日等の電子調書についても口

頭弁論調書の規定が準用される（改正後の
民事訴訟規則 88 条 4 項）。

ｃ　電磁的訴訟記録の閲覧等
何人も電磁的訴訟記録の閲覧を請求でき

（91 条の 2 第 1 項）、当事者及び利害関係
を疎明した第三者はインターネット経由で
の閲覧及び複写を請求できる（同条 2 項）。

訴訟記録には当事者のプライバシー等に
関わる事項も多く含まれることから、無関
係の第三者がインターネットを介して自由
に閲覧できるのは適当ではない。そこで、
事件当事者及び利害関係を疎明した第三者
はインターネット経由での訴訟記録の閲覧
と複写ができるが、その他の者は裁判所に
設置された端末でのみ閲覧ができるものと
された。

ｄ　電磁的記録事項の送達
送達は電磁的記録事項を出力した書面に

よることが原則だが（109 条）、受送達者

が通知先等を届け出た場合はオンラインに
よる送達も可能となる（109 条の 2 第 1 項）。
弁護士等の訴訟代理人は、この届出も義務
付けられることに注意が必要である（132
条の 11 第 2 項）。

なお、訴え提起時の被告への訴状の送達
については、通常は上述の届出がなされて
いないので、原則どおり書面での送達とな
ると考えられる。

(3)  簡裁での手続の IT 化に関して
上記のような改正民訴法の規定は簡易裁

判所での訴訟にも適用され、2024（令和）6
年 1 月から、簡裁での争点整理や和解手続に
ウェブ会議が利用されている。

また、簡裁で取り扱う民事調停事件につい
ても、2024（令和 6）年 7 月末までにウェブ
会議による運用を開始した。ただし、民事調
停委員は Teams ではなく Cisco Webex を利
用する（Cisco Webex は家事調停でも利用さ
れる。ファイルや画面の共有機能を使わず、
Teams より操作がシンプルであるためとい
うことである）。

３　訴訟記録の保存と活用について
(1)  記録の廃棄に関する問題

2022（令和 4）年 10 月、1997（平成 9）年
の神戸連続児童殺傷事件など重大少年事件の
記録が家裁で廃棄されていたことが判明し、
史料的価値のある事件記録の保存を巡り議論
となっている。

同様の問題は過去にも生じており、2019（平
成 31）年には八幡製鉄訴訟や朝日訴訟といっ
た著名な憲法訴訟の事件記録が廃棄されてい
たことが判明し問題となった。

これらの問題の根底には、裁判記録を国民
社会全体の公共財として保存するという視点
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の欠如があると指摘されるが、現実的な問題
として、膨大な裁判資料を保存する物理的ス
ペースの確保に多大なコストを要するという
点も無視できない。

事件記録が電子化されれば、保管スペース
の問題はほぼ解消できるため、より広範に事
件記録が保存されることも期待できる。民訴
法改正法案成立時の衆参両議院の付帯決議に
おいても「訴訟記録を電子化するに当たり、
事件記録の保存期間を広げるとともに、判決
書については、国民が調査や分析しやすいも
のとなるよう努めること。」という条項が盛
り込まれている。

ただし、訴訟記録のデータが増えればそれ
を保存するサーバの維持・管理コストも増大
するし、高度なプライバシー等の情報を含む
訴訟資料を長期保存することのリスクも指摘
されている。
(2)  民事判決情報のオープンデータ化

他方で、全ての民事判決情報をデータベー
ス化して利活用を図る、いわゆる「民事判決
情報のオープンデータ化」については、日弁
連法務研究財団が 2022（令和 4）年 6 月 8 日
に「民事判決情報の適正な利活用に向けた制
度の在り方に関する提言」10 を発表し、同年
10 月には法務省が「民事判決情報データベー
ス化検討会」を設置した。

同検討会が 2024（令和 6）年 7 月 29 日に
公表した「民事判決情報データベース化検討
会報告書」11  では、法務省が指定する非営
利法人（情報管理機関）が、各地の裁判所

で言い渡される民事判決を集約し、仮名処理
や分析用情報の付加等を行って「基幹データ
ベース」を構築することが提唱されている。
基幹データベースは法律雑誌の出版社や判例
データベース会社等に有償で提供され、弁護
士等はこれらの事業者のサービスを通じて判
決文を入手することが想定されている。

なお、データベース化される対象は改正法
の全面施行により電子データで出される判決
で、過去の判決は対象外である。

４　家事・人事、倒産、執行・保全分
野における手続の IT 化
(1)  家事・人事事件
ア  令和４年法律 48 号による改正
ａ　ウェブ会議による期日等

令和 4 年法律 48 号（民事訴訟法等を改
正する法律）により人事訴訟法 37 条 3 項
及び家事事件手続法268条3項も改正され、
ウェブ会議で離婚訴訟の和解又は請求の認
諾、離婚・離縁についての調停を成立させ
ることが可能となる（公布から 3 年以内に
施行 12 ）。

また、人事訴訟及び家庭裁判所における
執行手続にもウェブ会議による口頭弁論期
日（民訴法 87 条の 2 第 1 項）が導入され
るが、施行は通常の民事訴訟での施行（2024

（令和 6）年 3 月 1 日）から 1 年 6 月以内
とされている 13 。

ｂ　インターネットでの申立て等
家事事件手続法 38 条では民訴法 132 条

_____________________________________________________________________________________________
10 https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2022/06/PT-teigen20220608.pdf
11 https://www.moj.go.jp/content/001423117.pdf
12 令和 4 年法律第 48 号附則 1 条 5 号
13 令和 4 年法律第 48 号附則４条
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の 10 を準用しており、また人事訴訟法に
は民訴法 132 条の 10 と同旨の 16 条の４の
規定を設けることで、家事事件や人事訴訟
でも民事訴訟と同様にインターネット申立
て等が可能となる。これらの施行は改正民
訴法の全面施行と同時とされる。

イ  令和 5 年法律第 53 号による改正
2020（令和 2）年 7 月 17 日に閣議決定さ

れた「成長戦略フォローアップ」において、
家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続
等の IT 化についても検討対象とされた。

翌 2021（令和 3）年 4 月からの「家事事件
手続及び民事保全、執行、倒産手続等 IT 化
研究会」による検討と、2022（令和 4）年 4
月に法制審議会に設置された「民事執行・民
事保全・倒産及び家事事件等に関する手続

（IT 化関係）部会」の審議を経て、2023（令
和 5）年 6 月 6 日、「民事関係手続等におけ
る情報通信技術の活用等の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律」が成立、同月
14 日に公布された。

これにより、家事事件手続法や人事訴訟法
上の申立て等も民訴法 132 条の 10 乃至 132
条の 12 を準用する形となり、弁護士等の代
理人による申立てにはインターネット上の利
用が義務付けられる。

令和 5 年法律第 53 号の全面施行は、公布
から 5 年以内の日とされている。
ウ  家事調停、人事事件でのウェブ会議の導
入

家事調停については、2024（令和 6）年 2
月以降、全国の家庭裁判所にて順次運用が開
始された（調停委員は Cisco Webex を利用

する）。
また 2023（令和 5）年 12 月以降、人事訴

訟での争点整理並びに家裁の家事審判、子
の返還申立て及び家事抗告手続等についても
ウェブ会議が順次導入された。

さらに家庭裁判所調査官の調査について
も、2024（令和 6）年 1 月以降、順次 Cisco 
Webex を利用したウェブ会議方式が開始し
ている。
(2)  民事保全・執行・倒産

上述の令和 5 年法律第 53 号により、民事
保全、執行、倒産手続等についても、インター
ネット申立てや記録の電子化、インターネッ
トを利用した期日等が導入される。

これらの手続についても、弁護士等の訴訟
代理人はオンラインによる申立て及び受送達
等が原則義務化されることとなる。

５　刑事手続の IT 化
(1)  法務省検討会・法制審議会

刑事手続の IT 化については、法務省の「刑
事手続における情報通信技術の活用に関する
検討会」が、令状等の書類の電子データ化や
発受のオンライン化、捜査・公判における手
続の非対面・遠隔化等について検討し、2022

（令和 4）年 3 月に報告書を取りまとめた14  。
同年 6 月、法務大臣の諮問を受けて法制審議
会に刑事法（情報通信技術関係）部会が設置
され、2024（令和 6）年 2 月 15 日、同部会
が刑事法改正について検討した結果の「要綱

（骨子）」が法制審議会総会で了承された15。
(2)　法制審議会「要綱（骨子）」の概要

上記「要綱（骨子）」のうち、手続に関す
_____________________________________________________________________________________________
14 https://www.moj.go.jp/content/001368581.pdf
15 https://www.moj.go.jp/content/001413269.pdf
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る部分は概要以下のとおりである。
ア 訴訟に関する書類の電子化

◦　公判調書や公判前整理手続調書は電磁
的記録として作成・記録する。

◦　弁護人は、公訴の提起後、裁判所が管
理する訴訟に関する書類又は証拠物の
電磁的記録をオンラインで閲覧・謄写
できるものとする（ただし裁判長の許
可を要する）。

◦　申立て、請求その他の裁判所若しくは
裁判長又は裁判官に対してする申述で
あって、書面をもってするものとされ
ているもの（例：勾留決定に対する準
抗告の申立て）を、オンラインで行う
ことを可能とする。

◦ 告訴・告発等をオンラインで行うこと
ができるものとする。

◦ 電磁的記録の送達については、改正民
訴法の電子送達の規定を準用する。

◦ 公判廷における電磁的記録の取調べ方
法等について規定を設ける。

◦ ビデオリンク方式での証人尋問を録
音・録画し、調書の一部にする、いわ
ゆる主尋問代替の対象を拡大する。

◦ 被疑者等の供述録取書を電磁的記録と
して作成するときは、「署名押印に代
わる措置」をとること等を定める。

◦ いわゆる裁判官面前調書及び検察官面
前調書に、ビデオリンク方式で作成し
た場合を含める。

イ  電磁的記録による令状の発付・執行等
召喚状、勾引状、勾留状及び鑑定留置状、

捜索・差押令状、逮捕状といった裁判所・裁
判官の発する令状を、電磁的記録によっても
発付できるものとする（紙での令状を廃止す
るものではない。）とともに、その記載内容

や執行方法等を定める。
ウ  電磁的記録を提供させる強制処分の創設

裁判官の発する令状により、裁判や捜査
に必要な電磁的記録を保管する者などに対し
て、当該電磁的記録を提供することを命ずる
強制処分（電磁的記録提供命令）を創設する。

現行刑事訴訟法 99 条の 2 の「記録命令付
差押え」は、必要な電磁的記録を記録媒体に
記録させて差し押さえるものであるが、電磁
的記録提供命令は記録媒体を介在させず、裁
判所・捜査機関にオンラインで電磁的記録を
送信等させて取得する方法を含む（現行の記
録命令付差押え処分は廃止する）。
エ  電磁的記録である証拠の開示等

証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁
的記録であるときの閲覧・謄写の機会の付与
の方法等を明確化する。

電磁的記録をもって作成された証拠の一覧
表の提供等についての規定を整備する。
オ  手続の非対面・遠隔化

◦ オンラインでの勾留質問・弁解録取の
手続
刑事施設又は少年鑑別所にいる被告人
に対し、裁判所に在席させて勾留質
問を行うことが困難な事情があるとき
は、刑事施設又は少年鑑別所に在席さ
せたまま、ビデオリンク方式によって
行うことができるものとする。
検察官による弁解録取（刑事訴訟法
205 条 1 項）についても、刑事施設等
と検察庁をオンラインで接続して行う
ことができるものとする。

◦ 映像と音声の送受信による裁判所の手
続への出席・出頭
検察官、弁護人、被告人等が、それぞ
れの手続の性質に即した一定の要件の
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下で、ビデオリンク方式によって公判
前整理手続期日、公判期日、裁判員選
任手続期日に出席できるものとする。

◦ 映像と音声の送受信による証人尋問等
証人尋問をビデオリンク方式で実施す
ることができる対象（現行刑事訴訟法
第 157 条の 6）として、専門家である
証人に鑑定に属する供述を求める場
合、証人が傷病等のために出頭困難で
ある場合、刑事施設等に収容中の証人
であって出頭困難な状況にある場合、
検察官及び被告人に異議がなく裁判所
が相当と認める場合などを加える。
鑑定を命ずる手続や通訳について、裁
判所が相当と認める場合にビデオリ
ンク方式によることができることとす
る。

(3)　「要綱（骨子）」の問題点
上記「要綱（骨子）」については様々な問題

点が指摘されており、法制審部会が報告案を
取りまとめた時点で、日弁連も「法制審議会
刑事法（情報通信技術関係）部会の要綱（骨子）
案に反対する会長声明」を発表している 16。
ア　オンライン接見が盛り込まれていないこ
と

弁護人の援助を受ける権利や防御権は憲法
上保障されている権利であり、当会を含めた
多数の弁護士会・弁護士会連合会がオンライ
ン接見及びの早期の実現及び法制化を求めて
会長声明等を発出してきた17  。にもかかわ
らず、「要綱（骨子）」にはこれが盛り込まれ
ていない。

イ　電磁的記録提供命令の問題点
現代社会では大量のプライバシー情報や業

務上の秘密が電磁的記録として管理運営され
ているが、捜査機関によって電磁的記録の包
括的な収集・押収が行われれば、プライバシー
権などの憲法上の権利を著しく侵害する危険
を伴う。

そのため、被疑事実との関連性がない電磁
的記録の収集を防止する厳格な要件・手続を
定めることが必要であるが、「要綱（骨子）」は、
その点の考慮がなされていない。

そこから派生して、弁護人との通信内容が
把握されて秘密交通権が侵害される危険や、
企業、労働組合、報道機関、市民団体、政党
等の団体の活動が監視される危険をも有する
ことも指摘されている。

さらに、被疑者・被告人に対してデータの
提供を命令し、罰則で強制することは、憲法
が保障する自己負罪拒否特権を侵害するもの
とも指摘されている。
ウ　手続の非対面化の問題点

勾留質問の機会に、捜査機関の身体的支配
を離れて裁判官の面前に置かれることは、被
疑者・被告人の権利保障上重要な意義を有し
ている。したがって、刑事施設内でこれを行
い得るのは、極めて限定的な状況で、かつ強
度の必要性と許容性が存在する場合に限られ
なければならない。また検察官の弁解録取に
ついても、身体の物理的移動があることで、
警察官とは異なる立場の者に供述することを
被疑者が意識する意義は小さくない。

ビデオリンク方式による勾留質問や弁解録

_____________________________________________________________________________________________
16 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2023/231218.html
17「オンライン接見の法制度化を求める会長声明」（東京弁護士会・2023 年 07 月 10 日）https://

www.toben.or.jp/message/seimei/post-695.html
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取は、これらの被疑者・被告人の権利利益を
害し、捜査機関を不当に有利にする運用がな
される危険があることに注意すべきである。

ビデオリンク方式での期日への出頭等につ
いても、被告人の防御権及び弁護人の弁護権
を損なうおそれがある。弁護人が被告人の傍
にいて即座にコミュニケーションを取り、被
告人を援助できることは、被告人の防御権及
び弁護人の弁護権の内容というべきであり、
それが容易に制限されるような運用は許され
ない。

また、証人尋問の主尋問代替についても、
反対尋問権を制限するものであるから、その
対象・要件は限定されなければならない。

５　今後の課題と法曹親和会の関わり
民事裁判の IT 化を推進してきた各種の検

討会や審議会には、当会会員も委員等として
参与し、訴訟代理人等として裁判実務を担
う立場からの意見を議論に反映させてきてい
る。

改正民訴法の全面施行（当初 2025（令和 7）
年度中と目されていたが、裁判所のシステム
開発が難航しているようであり、時期は不透
明である。）により、インターネットによる
訴状等の提出や送達が実現されるとともに、
弁護士は原則としてオンラインでの提出が義
務付けられる。そのためのシステムの操作ス
キル習得も課題であるが、手続保障の観点か
らすれば、 市民や弁護士が利用しやすい仕組
みや運用が出発点であるべきであり、当会は
実務及び理論双方に知見を有する立場から、
今後も引き続き検討に関与していく。

また、いわゆる本人訴訟への対応も重要な
課題である。手続に必要なＰＣ等の機器やそ
の操作スキルを必ずしも有しているとは限ら

ない市民が自ら裁判手続を利用する際の障壁
となるばかりでなく、いわゆる非弁関与の余
地も広がり得るためである。

ウェブによる弁論準備手続等は会員の日常
業務にも定着しつつあるが、IT スキルの多
寡には会員間の個人差が見受けられるところ
である。当会では、新たな制度に対する会員
の理解を深め、対応力の底上げを図ること等
を目的として、2022（令和 4）年度に IT 化
対策 PT を設置した。今後も同 PT を中心に
会員向けの研修等を行うなどして、積極的に
会員の支援を図っていく予定である。

他方、刑事手続の IT 化については、法制
審議会の「要綱（骨子）」は多くの問題点が
指摘されている。今後の立法の動向を注視す
るとともに、刑事手続における人権保障が確
保されるよう、当会としても積極的な関与が
求められる。
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第3章　弁護士の情報セキュリティ
【要約】

情報通信技術が発達した社会において、組織や社会、企業等において適切な情報セキュ
リティ対策を採ることが極めて重要な課題となっているが、弁護士にとって、秘密やプラ
イバシーに関する情報を適切に扱い、漏らしてはならないことは職務上の最も基本的な義
務であり、職業的存立の基盤が確保される前提でもある。

弁護士の業務について、近年、民事裁判手続や刑事裁判手続においても IT 化・デジタル
化が進行しているため、電子データを取り扱う機会が飛躍的に増加することが予想される
中、情報セキュリティ対策の強化は避けて通ることができない事項である。

そこで、日弁連が、弁護士職務基本規程や「弁護士情報セキュリティガイドライン」等
を策定してきたが、これらの規程等では不十分であるとして、新たに「弁護士情報セキュ
リティ規程」（令和四年六月十日会規第百十七号）を定めるに至り、2024（令和 6）年 6
月 1 日に施行された。

同規程に基づき、弁護士等が、それぞれ、「基本的な取扱方法」として、各自の実情に応
じた情報セキュリティを確保するための情報の取扱方法を定めることが義務化されている
ところである。

これを受け、各事務所において「基本的な取扱方法」が策定されたところであるが、策
定された内容が適切なものであるか、策定された内容に沿った運用を行うことができてい
るか、実際の運用を踏まえて修正を行う必要がないか等、その内容について都度検討を行
う必要がある。また、情報セキュリティに関する研修等を通じた知識向上の機会を引き続
き設定する必要がある。

そのため、当会としては、情報セキュリティを考えるうえで重要な視点である、①シス
テムを最新の状態に保つこと、②適切なパスワードを作成して管理すること、③多要素認
証を活用すること、④バックアップを定期的かつ複数行うこと、⑤公衆無線 LAN の使用
を控えること、⑥プライバシーフィルターを活用すること、⑦クラウドサービス等の利用
規約等を確認すること、⑧攻撃手法等を把握すること等に着目しつつ、情報セキュリティ
に関する知識向上の機会や、「基本的な取扱方法」の実例を踏まえた検討を行う機会を提供
することで、引き続き、弁護士全体の情報セキュリティに関する知識レベルの向上に努め
ていく次第である。
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１　情報セキュリティの規則化の必要
性

情報通信技術が発達した社会において、組
織や社会、企業等において適切な情報セキュ
リティ対策を採ることが極めて重要な課題に
なっている。情報セキュリティ対策が甘く、
機密情報や個人情報が流出してしまう事態
も、散見されるところである。

ところで、弁護士は、事件の処理に当たっ
て依頼者だけでなく相手方や事件に関係する
多数の第三者の秘密やプライバシーに関する
情報を適切に扱い、漏らしてはならないこと
は職務上の最も基本的な義務であり、この点
に関する国民からの揺るぎない信頼があって
こそ、初めて弁護士の職業的存立の基盤が確
保されることとなる。

弁護士の業務において、従前から、電子メー
ルや、Word、Excel、PDF 形式等の資料を
筆頭に、日常的に電子データが取り扱われて
いるという事実は、あえて言及をするまでも
ない。特に近年は、事務所内においてサーバ
上で電子データを共有したり、事務所内外で
クラウドサービスを契約して電子データを共
有したりすることが一般的となっている。

裁判手続に関しても、まず民事裁判につい
て、オンラインで訴状提出、あるいは口頭弁
論でウェブ会議の活用を認めることなどを盛
り込んだ民事訴訟法等の一部を改正する法律
が、2022（令和 4）年 5 月 18 日に成立した。
実際、コロナ禍を契機に、Teams を利用し
たウェブ会議が当然の運用となっており、民
事裁判手続において電子データを取り扱う機
会は飛躍的に増えている。さらに、法改正に
よって書証の写しを含めた事件記録のデータ
保管が必須となることから、弁護士業務にお
ける電子データの取扱いが、飛躍的に増える

ことはもはや確実である。
刑事手続についても、法務省の刑事手続に

おける情報通信技術の活用に関する検討会に
おいて 2022（令和 4）年 3 月 15 日に報告書
が取りまとめられ、その中では、弁護士の防
御権や弁護権を不当に制約することがあって
はならないとした上で、弁護人としての、漏
えいリスクを管理するための技術的措置を講
じる必要性にも言及されている。法制審議会
において議論が進められており、2024（令和
6）年 2 月 15 日、刑事法（情報通信技術関係）
部会の取りまとめに基づき、刑事手続のＩＴ
化に関する要綱（骨子）を採択し、法務大臣
に答申することを決定した（もっとも、捜査
機関がプライバシー情報や業務上の秘密を含
む電磁的記録を収集・蓄積することとなり、

「私的領域に侵入されることのない権利」や
プライバシー権などの憲法上の権利を著しく
侵害する危険を伴うものである等と、要項（骨
子）に対する批判の声も大きい。）。

このような情勢において、全ての弁護士に
とって、情報セキュリティへの取組が急務と
なっている。そもそも、弁護士は、業務の性
質上、企業の機密情報、要配慮個人情報等の
要保護性が高い情報を取り扱う職業である。
また、要保護性が高い情報を取り扱うが故、
その情報セキュリティが脆弱であれば、攻撃
者の格好の攻撃対象にされてしまうことは論
を待たないであろう。さらに、攻撃者によっ
て、弁護士が活用するシステムが踏み台にさ
れ、一般国民に対して弁護士をなりすました
攻撃も懸念される。

そのため、十分な対策が講じられないま
ま、事故やサイバー攻撃による情報の漏えい
等が起これば、依頼者や第三者に損害を与え
るだけではなく、弁護士全体に対する社会的
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信用が損なわれ、状況によっては国による干
渉を招く危険さえある。弁護士自治と職務の
独立性を保つためにも、情報セキュリティ対
策の強化は避けて通ることができない事項で
ある。

２　現行の体制の不十分性
(1)  現行の定めの不十分性

弁護士法 23 条（秘密保持の権利及び義務）、
弁護士職務基本規程 18 条（事件記録の保管
等）、同 19 条（事務職員等の指導監督）、同
23 条（秘密の保持）等において、守秘義務
等が定められている。また、弁護士業務にお
ける情報セキュリティの確保に関しては、従
前、「弁護士情報セキュリティガイドライン」
が定められていた。

しかし、弁護士情報セキュリティガイドラ
インは弁護士の情報セキュリティ対策の取組
を支援することを目的として、実務的な対策
例を記述しているものであり、同ガイドライ
ンに記載された諸々の取組を行う義務を弁護
士に課すものではなかった。

また、弁護士法 23 条や弁護士職務基本規
程 18 条等の規定は、守秘義務を中核とした
義務を規定しているが、情報セキュリティ対
策を講じるべき義務までは定めておらず、情
報通信技術が益々発達する社会における弁護
士業務や、民事裁判手続や刑事手続等の IT
化に対応するには不十分であった。
(2)  情報セキュリティリスクが顕在化した
事例

企業に対するサイバー攻撃の被害は数多く
報道されているが、法曹関係においても例外
ではない。たとえば、弁護士会や国内の法律
事務所のホームページに対するサイバー攻撃
被害が実際に発生しているほか、USB メモ

リの紛失や、ファイル共有サーバ又はクラウ
ドサービスに保存したファイルやフォルダの
共有設定を誤ったことによる情報の漏えい、
メーリングリストへの誤送信による情報の漏
えい、ランサムウェアに感染して情報が不正
に暗号化された上に漏えいした事案等も発生
しているところであり、情報セキュリティリ
スクは、決して、抽象的なリスクに留まるも
のではない。
(3)  弁護士情報セキュリティ規程制定の経
緯

このような背景から、新たに情報セキュリ
ティ確保のために弁護士等が講ずるべき対策
の枠組みとして、2022( 令和 4) 年に弁護士情
報セキュリティ規程が定められるに至った。

３　弁護士情報セキュリティ規程の概
要と「基本的な取扱方法」策定の必要
性

日弁連が定める弁護士情報セキュリティ規
程は、情報セキュリティに関して、弁護士や
弁護士法人、外国法事務弁護士等が服するべ
き通則的な規範を定めるものである。

ただし、個々の弁護士の独立性、業務の自
律性の尊重から、効果的なセキュリティ対策
の実施は、それぞれが所属する法律事務所等
の規模、業務の種類、対応等によって異なる
こと、さらに技術の変化に伴う柔軟な対応を
可能とする必要性等の観点から、同規程では、
個別具体的な対策を直接規定に書き込むので
はなく、弁護士等に、業務の実情を踏まえた
自律的な具体的対策指針として、3 条 2 項に
規定された基本的な取扱方法を策定すること
を求め、弁護士業務一般に通用する抽象化さ
れた基本的な義務として、4 条の安全管理措
置、5 条の情報のライフサイクル管理、6 条
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の点検及び改善、7 条の漏えい等事故が発生
した場合の対応を定めている。

対象となる情報は、弁護士が職務上取り扱
う情報とし、刑事・民事などの限定をせず、
事件類型による軽重といった差異も設けてい
ない。弁護士等の情報セキュリティは、職務
全般を通じて、確保される必要があるためで
ある。

情報セキュリティの定義については、サイ
バーセキュリティ基本法に基づき、政府が定
めている政府機関等の対策基準策定のための
ガイドライン等でも採用されている機密性、
完全性、可用性という 3 要素によるものとさ
れた。

なお、3 要素について簡単に説明を加える
と、機密性とは、許可された者だけが情報に
アクセスできるという特性であり、機密性が
損なわれた場合として、たとえば、パスワー
ドの漏えいにより許可されていない第三者が
情報にアクセスした場合、電子データに限ら
なくとも、事件記録が入ったバックを居酒屋
に忘れて第三者に内容を見られた場合等が挙
げられる。

完全性とは、保有する情報が破壊、改ざん、
消去等をされていないという特性であり、完
全性が損なわれた場合として、たとえば、第
三者に情報を不正に書き換えられたり消去さ
れたりした場合が挙げられる。

可用性とは、許可された者が必要なときに
情報にアクセスできるという特性であり、可
用性が損なわれた場合として、たとえば、ハー
ドディスクドライブが壊れたり、ランサム
ウェアに感染して情報が不正に暗号化されて
しまったりした場合が挙げられる。

情報セキュリティ対策の基本的な枠組み
は、電子データに関し、上記 3 要素を踏ま

えながら、セキュリティリスクの把握、把握
したリスクに対する対応方針等取扱方法の策
定、管理体制の構築、それらに基づいて実際
に運用する体制の構築をしておくことであ
る。

これを踏まえ、本規程 3 条 2 項では、弁護
士等に対して取扱情報の情報セキュリティを
確保するため「基本的な取扱方法」を定める
ことを義務付けているところである。

なお、リスクの程度は、所属する法律事務
所等の規模や業務の種類、対応等によって異
なり得るため、日弁連から提示される具体的
なモデル案を参考としつつ、各自の実情に応
じて、「基本的な取扱方法」を策定しておく
必要がある。

４　具体的な対策について
(1)  序論（研修を繰り返し行う必要性）

上述したとおり、弁護士等が各自の実情に
応じて「基本的な取扱方法」を策定する必要
があるが、弁護士の多くは情報セキュリティ
の専門家ではない。

そのため、具体的に「基本的な取扱方法」
を策定したり、実際に運用を行ったりするた
めには、東弁や当会においても会員に対して
繰り返し研修を行い、会員の知識向上に努め
なければならない。

以下、研修を行い会員の知識向上を図るう
えで着目すべき重要な視点について、概説を
する。
(2)  システムを最新の状態に保つこと

システムを最新の状態に保つためには、①
ファームウェア（電子機器に内蔵ソフトウェ
ア。パソコンでいえば BIOS 等がこれに当た
る）のアップデート、②オペレーティングシ
ス テ ム（Windows、macOS、iOS、Android
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等）のアップデート、③ソフトウェアのアッ
プデート、④セキュリティ対策ソフトのアッ
プデートの全てが必要である。

情報の公開設定を誤っていたり、パスワー
ドを流出させたりした場合はともかく、シス
テムを最新の状態に保てていれば多くのサイ
バー攻撃を防ぐことができるため、面倒でも、
これら①乃至④のアップデートは怠るべきで
はない。アップデートの方法が不明な場合は、
システムを構築している事業者や、パソコン
やスマートフォン、ソフトウェア等の購入元
に確認してほしい。
(3)  適切なパスワードを作成して管理する
こと

ログイン用パスワードとしては「英語大
文字、英語小文字、数字、記号の組み合わせ
で 10 桁以上」のパスワードを用いることが
推奨され、名前、生年月日、地名等の安易な
単語を用いるべきではない。短く単純なパス
ワードや、安易な単語が用いられたパスワー
ドは、ほんの数秒で解析され得るからである。

また、パスワードの使い回しも避けるべき
である。たとえば、日弁連と東弁の会員専用
ホームページにログインするためのパスワー
ドを同じにしていたり、弁護士会で使用する
パスワードと同じパスワードを通販サイトで
使用したりすることは避けなければならず、
特に、金融機関等の金銭が絡むパスワードに
ついては、その他のパスワードと必ず区別を
しなければならない。

なお、パスワードが漏えいした可能性がな
い限り、パスワードを定期的に変更する必要
はなく、パスワード管理アプリや紙のノート
を用いてパスワードを管理することが推奨さ
れる。
(4)  多要素認証を活用すること

会員登録をして利用する多くのホームペー
ジでは、メールアドレスを ID とし、パスワー
ドを入力することでログインができる「パス
ワード認証（単一認証）」が提供されている。
しかし、中には、「多要素認証」（2 つの要素
の場合は 2 要素認証）と呼ばれる複数の認証
方式を採用したホームページも存在する。こ
こで、「多要素認証」とは、①知識認証（パ
スワード認証、秘密の質問、暗証番号等）、
②所有認証（メールアドレスにコードを送付
する認証、SMS による認証、トークンを用
いた認証等）、③生体認証（指紋、顔認証等）
等の、複数の要素を組み合わせて認証を行う
ことでセキュリティを高める仕組みである。

この多要素認証を用いることで、万が一、
１つの要素（たとえばパスワード）が流出
したとしても、別の認証方式を突破しなけれ
ばログインができないため、第三者に不正に
ログインされて、情報漏えいを防ぐことが可
能となる。各ホームページによって多要素認
証を提供しているか否かが異なるため、ログ
インした後に各種の設定画面を確認してほし
い。
(5)  バックアップを定期的かつ複数行うこ
と

バックアップは、少なくとも半年から 1 年
に一度は行われるべきである。また、①元デー
タに加えて最低 2 つのバックアップを作成す
ることで、データを少なくとも 3 重に保存し
て、② 2 種類以上の異なる種類のメディアに
保存そして、③バックアップのうち 1 つ以上
は異なる場所で保管するという「3-2-1」ルー
ルを参考にバックアップを行うべきである。

データの消失は、記録メディアの故障の
ほか、パソコン内のファイルを暗号化してし
まうランサムウェアに感染した場合にも起こ
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りうることであるが、バックアップを適切に
行っていれば、多くの場合にデータの完全消
失を防ぐことが可能である。
(6)  公衆無線 LAN（Wi-Fi）の使用を控え
ること

空港やファーストフード店等に設置され
た公衆無線 LAN（Wi-Fi）への接続は控え
るべきである。空港やファーストフード店
等には、公衆無線 LAN サービスの Wi-Fi ス
ポットとも呼ばれるサービスを提供している
場合がある。このような公衆無線 LAN サー
ビスは、無線 LAN アクセスポイント機器か
ら送出される無線 LAN の電波の識別名であ
る SSID（Service Set Identifier の略）が付
与されている。公衆無線 LAN の利用者は、
この SSID に接続して同サービスを利用する
が、SSID を選択する際に、暗号化の鍵マー
クがついていない SSID については、通信が
暗号化されておらず簡単にデータを盗聴する
ことが可能であるため、利用は控えるべきで
ある。また、暗号化の鍵マークがついている
場合には、公衆無線 LAN の SSID に接続す
るためのパスワードを入力して利用すること
になるが、この暗号化の鍵マークがついてい
る SSID であっても、暗号化の種類によって
は第三者が暗号を解読し得ることもゼロでは
ないため、データ盗聴の危険性は依然として
存在する。さらに、SSID 名は誰でも自由に
設定することが可能であるため、SSID 名か
らでは公衆無線 LAN サービスを提供してい
る SSID と攻撃者の SSID とを区別すること
ができない。知らないうちに攻撃者の SSID
に接続してしまえば、通信の中身を盗聴され
たり、SSID に接続した端末へアクセスされ
たりする可能性もある。したがって、自身が
取扱う情報の重要性から判断して、安全性

を重視した接続が必要な場合には、公衆無
線 LAN を利用するのではなく、自身が用意
したポケット Wi-Fi やスマートフォンのテザ
リングの利用等、安全が確保されたインター
ネット接続を利用すべきである。
(7)  プライバシーフィルターを活用するこ
と

カフェや新幹線の車内等の公共の場所で、
パソコンやタブレットを用いて作業を行う場
合、隣や背後から情報を確認されないために
も、のぞき見を防止するプライバシーフィル
ターを活用すべきである。
(8)  クラウドサービス等の利用規約等を確
認すること

メールやファイルの受け渡し等、業務にク
ラウドサービス等を用いる場合には、その利
用規約等の確認を行うべきである。特に、無
料のクラウドサービスについては、利用規約
等において、利用者が保存した情報の知的財
産権の所在や、利用者が保存した情報に対す
るクラウドサービス事業者によるアクセスを
予め承諾するか否か等の点に注意を払うべき
である。無料のクラウドサービスは、無料で
あるが故に利用者の情報を金員に換えている
ことで成り立っている可能性のあることに留
意すべきである。
(9)  攻撃手法等を把握すること

各自が情報セキュリティに関する知識を身
に着けて、サイバー攻撃の手法についても把
握したり、自身が所属する組織や事務所の現
状のセキュリティ対策について把握をしたり
することが大切である。多くの攻撃手法を知
ることで新たなサイバー攻撃であっても気づ
くきっかけになり、被害を防止することにつ
ながるからである。
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５　当会の方針
当会としては、以上で述べた視点に着目し

つつ、当会会員に対して、情報セキュリティ
に関する情報の提供や、研修の機会の提供、

「基本的な取扱方法」策定のための支援活動
等を行い、弁護士全体の情報セキュリティに
関する知識レベルの向上に努めていく次第で
ある。
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１　若手会員支援
(1)  なぜ若手会員支援が重要なのか

基本的人権の尊重と社会正義の実現を使命
とする弁護士の自治組織である弁護士会にお
いては、経済的基盤を確立する途上にある若
手会員に対する支援が重要である。若手弁護
士支援に関わる諸問題への取組みは、単に職
能団体における後進養成という観点による支
援にとどまらず、上記使命を十分に全うする
ための社会に対する責務である。

司法試験合格者の増加に伴う新規登録弁護
士の増加、修習専念資金の貸与制等が契機と
なって若手会員支援の重要性が政策課題とし
て主張される機会が増えた。
(2)  若手弁護士の就労環境

司法修習期 60 期代半ばの弁護士について
は、登録時にいわゆる就職困難問題が生じて
いると指摘されていたこともあった。この問
題に起因し、執務スペースの提供などの支援
はあるものの業務受任の機会が限られ、収入
の保証がない独立採算型の勤務形態による弁
護士（軒先を借りる弁護士の意味で「ノキ弁」
などと呼ばれる。）のほか、弁護士登録と同
時又はイソ弁としての勤務後、早期に独立す
る弁護士（特に司法修習終了後すぐに独立す
ることは「即独」と呼ばれる。）が相当数出
現し、従前は事件等の処理をつうじて先輩会
員からノウハウが伝承されていれば避けられ
たであろう軋轢を依頼者・関係者との間で生
じさせる等の問題が生じており、東弁では、
ノキ弁や即独が先輩会員に対し弁護士業務一
般について指導、助言等を求めることができ

る「チューター制度」を設けて対策を講じて
いた。

もっとも、日弁連は、司法修習生・若手弁
護士向けに「ひまわり求人求職ナビ」で求人
等情報を提供し、東京三弁護士会（日弁連・
関弁連共催）は、毎年合同の就職説明会を実
施し、求人・求職とも多数の参加者を得るな
どして対応策を講じてきた。また、昨今、司
法試験合格者が 1500 名程度で推移している
中、大規模化する法律事務所は多人数の弁護
士の採用を継続し、新規登録を含めた若手弁
護士を採用する企業も珍しくなくなったこと
から、就職困難問題それ自体は解消されつつ
ある。

一方で、昨今、「ブラック事務所」の問題
に関心が集まっている。「ブラック事務所」
の定義はないが、極めて劣悪な勤務条件のも
と、極めて長時間の勤務を強いられたり、ボ
ス弁のミスを責任転嫁されたり、あるいは、
入所当時に設定された低廉な賃金を些細なミ
スや不合理な理由により支給しない等若手弁
護士に無理を強いるケースが見られるように
なった。当然、かかる「ブラック事務所」の
問題については、まずは実態の解明を行い、
多くの若手弁護士が適正な環境で経験を積む
ことができるよう、抜本的な解決に着手すべ
き問題といえる。

東弁では、弁護士等採用後のトラブル回避
の観点から、2018（平成 30）年 3 月に「弁
護士採用適正化ガイドライン」（理事者会決
定）を定めている。また、制度利用資格が若
手弁護士に限定されるわけではないが、2021

第 4 章 若手会員支援と弁護士の活動領域拡大
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（令和 3）年の規則等改正により整理された
「ハラスメント相談窓口制度」（会員サイトか
らの相談フォーム、郵送又は電話により相談
を申し出ることができる）がある。また、新
進会員活動委員会の委員が弁護士登録 5 年
以内の若手会員の悩みにアドバイスなどを行
う「若手相談室」を開設している。これらの
制度の適切な利用によって、就労環境に関す
る問題を洗い出し、その改善を図る方法も考
えられる。
(3)  若手弁護士に対する経済的支援

貸与制世代は、弁護士登録から 5 年経過
後、最高裁判所から貸与された修習専念資金
の返還（年賦金）を求められる。日弁連は、
国による給費制との是正措置の実現を求める
旨の総会決議を行うなどする一方、2019（平
成 31）年から、一般会計から日弁連重要課
題特別会計に約 20 億円を繰り入れ、貸与制
世代の会員の申請に基づき、1 人 20 万円を
給付する制度を実施している。この制度実施
のための日弁連の拠出規模は決して小さなも
のではないが、１人の司法修習生が貸与金を
返還するには到底足りない。返還資金の調達
が容易でない場合に備えて、東弁では、同年
から、年賦金相当額の貸付制度を実施してい
るが、引き続き、国による是正措置の実現を
求めることと並行して、財政が許容する限り
で経済的支援を試みるべきである。

2019（令和元）年度、東弁は、貸与制世代
に限り、他会の会費減額の潮流と軌を一にす
るため、月額 2000 円の会費減額を決めた（な
お、この減額は東弁の財政改革の進捗を見な
がらの時限的な措置であったので、2021（令
和 3）年度には会費減額の恒久化が決定され
ている）。東弁財政の逼迫が取り沙汰される
中ではあるが、東弁への新規登録弁護士数が

一弁・二弁と同水準あるいは下回る傾向にあ
ることにも鑑みれば、若手会員に対する効果
的な経済的支援については引き続き十分に議
論されるべきである。

なお、従前から東弁にある若手弁護士に対
する経済的支援制度として、弁護士登録 10
年以内の会員を対象とする「海外留学等資金
貸付制度」（1 人 30 万円～ 100 万円）がある。
(4)  日弁連若手チャレンジ基金

2021（令和 3）年度から、日弁連は、新 65
期から 70 期まで（2024（令和 6）年度は 75
期まで拡大）の会員を対象として、若手チャ
レンジ基金を導入した。同制度は、申請対象
期間において一定の活動を行った会員に対
し、支援金を支給するものである。具体的な
支給対象活動及び支給額は、①公益的活動（5
万円、10 万円又は 20 万円）、②研修・学習（支
出実費 10 万円以上 15 万円未満の場合に 7 万
円、15 万円以上の場合に 10 万円）、③先進
的取り組みの表彰（10 万円～ 50 万円）、④
先進的取り組みへの助成（10 万円～ 30 万円）
の活動とされ、①②③の支給額は制度発足当
初よりも増額されている。日弁連が公表して
いる過去の支給例としては、①として弁護団
事件や法教育活動等、②として各種資格取得
費用等、③実務に影響のある判決の取得や先
進性のある NPO 法人の設立等などがある。

若手のモチベーションを上げ、公益的・先
進的活動を助成するものとして積極的に評価
し、適用会員や活動の範囲を拡充する方向で
議論されるべきであろう。また、当会の活動
としても若手会員への情報提供を行い、制度
の周知、浸透を図るべきである。
(5)  業務面支援の重要性

若手弁護士に対し、日弁連や東弁から直接
経済的支援を行うことも重要であるが、これ
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らはいずれも結局会費負担となるものであり
財源が必要となる。今後は、若手弁護士のた
めに、依頼者等から正当な報酬を得られる機
会を増やし、経済的基盤の確立に助力するこ
とが弁護士会の財政の健全性を維持しながら
継続実施可能なものとしてむしろ中心的に検
討されるべきである。試案であるが、例えば、
先進会員等と若手弁護士を申出に基づいて
マッチングし、相談対応や事件処理を通じて
信頼関係を醸成してもらい、ゆくゆくは依頼
者や法律事務所の業務の引継ぎをする過程に
弁護士会が適切に関与する制度について、非
弁提携を避けつつ、若手弁護士支援と弁護士
の事業承継問題を、併せて解決を図ることが
できるものとして検討してもよいのではない
か。
(6)  新規登録弁護士に対するクラス別研修

東弁は、第 65 期司法修習生の一斉登録日
である 2012（平成 24）年 12 月 20 日以降に
入会する会員を対象として、クラス別研修制
度を導入した。これは、新規登録弁護士研修
における刑事弁護を除く選択項目の集合研修
として実施するものであり、各クラスを 20 
名程度（新規登録弁護士研修細則上は 30 名
以下）にて編成し、民事・家事・労働・弁護
士自治等を題材とするテーマをゼミ形式で行
うものである。クラス別研修は、全 8 回程度
を予定し、うち 4 回以上の出席が義務となる。

クラス別研修制度は、着実に成果を上げ
ており、若手会員に対する幅広い総合的なサ
ポート機能を有しているので、今後も積極的
に推進されるべきである。司法研修所のクラ
ス実務修習地ごとの編成、コロナ禍等の事情
により、従前型の司法修習と比較すると、司
法修習生同士の意思疎通や交流の機会が低減
していると考えられる。

かかる事情を背景に、若手会員にとっては、
広く、同世代の弁護士と知り合い、議論し、
切磋琢磨する機会が得にくいという事情があ
る。若手会員の弁護士会に対する帰属意識が
希薄化しているとの指摘もしばしばなされる
ようになった。さらに進んで、若手弁護士が
置かれたかかる状況のもとでは、若手会員の
会務ないし閥務への参加意欲の低下が危惧さ
れる。

上記のような近時の司法修習の実態、若手
弁護士の置かれた状況を考えれば、現在、当
会が実施しているクラス制ないしクラス別研
修制度は、同時期に同一の弁護士会に入会
したことを契機として身近に知人・友人を増
やすことができる制度であり、かかる制度を
東弁が実施することが、東弁に対する帰属意
識の低下を防止し、また、会務活動への参加
率を向上させる相当な効果が見込まれる（実
際、受講生の中から担任・副担任の所属会派
への入会に至るケースも少なくない。）。また、
法科大学院の教育における少人数・双方向の
教育の有益性が指摘されているところである
が、同様に、新規登録弁護士研修を極めて実
務的内容の素材を用いて、少人数のクラス制
でディスカッション形式により実施すること
は、研修の教育的効果の向上の観点からも望
ましい。
そして、各クラスに中堅にあたる会員の世話
人が配置されることにより、弁護士会内の世
代間の緊密な意思疎通の契機になるととも
に、新規登録弁護士に対する実効性のある助
言、支援となる絶好の機会になり得る。即独
や早期独立をする若手弁護士が急激に増加し
ている今日において、若手会員に対し、身近
に相談できる先輩弁護士や同世代の弁護士と
の信頼関係を創る有用な機会があることは極
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めて重要である。
加えて、会務参加への意欲の促進という

目的も掲げられているが、現在では、かかる
いずれの目的も十分に果たされているといえ
る。

各クラスの世話人は、担任（概ね弁護士登
録 5 年目から 10 年目まで）と副担任（概ね
弁護士登録 11 年目以上）であり、所定のテ
キストを利用する（労働等の専門カリキュラ
ムについては、関連委員会から講師が派遣さ
れる。）。世話人の人選がこの制度の成否を大
きく左右するといっても過言ではないが、そ
のため、世話人には、弁護士実務経験、会務
活動経験はもとより、人格的にも世話役とし
て適性が高い人材が就任する必要があり、こ
れらの人材を選定するためには、会派の人材
発掘・推薦機能が十分に機能することが前提
となる。当会としては、以上のような観点か
ら、有意な人材を多数推薦し、同時に、これ
らの世話人による活動を積極的に物心共に支
援していくところである。
(7)  若手支援は若手会員のためだけの問題
ではない

かつては弁護士人口増が若手会員を取り巻
く環境の変化をもたらしたが、今ではビジネ
ス環境の変化によって弁護士業務自体が変化
を求められていると見るべきであろう。情報
通信技術の革新的な進歩は、むしろこれらの
取り扱いに抵抗が少ない若手会員の方が上手
く適応し、新たな業務拡大のチャンスを掴む
ことに長けているかもしれない。若手会員の
業務基盤確立のために如何なるサポートが有
効かは、とりもなおさず弁護士が変化の著し
い世の中に対していかなるサービスを提供で
きるのかという観点と切り離せない。若手会
員の支援は弁護士会員全体が直面している問

題の解決という認識の下に取り組んでいくこ
とが必要である。

２　弁護士の活動領域拡大
(1)  若手会員総合支援センターと弁護士活
動領域拡大推進本部

東弁は、2014（平成 26）年 9 月に、弁護
士活動領域拡大推進本部とともに若手会員総
合支援センターを設置した。

弁護士活動領域拡大推進本部の設置要綱 2
条の目的には、「… ①弁護士の活動領域の拡
大に関する情報収集及び調査、②本会内にお
ける各組織からなる拡大会議の開催、③会員
に対する活動領域の拡大に必要な情報提供、
④会員を対象とした研修会、シンポジウム等
の実施」と規定し、まさに弁護士の活動領域
を拡大させるための中心的な組織として立ち
上げらえた。他方、若手会員総合支援センター
は、弁護士登録 5 年以内の弁護士会員の業
務を総合的に支援することを目的とし、①対
象会員に対する弁護士業務支援についての政
策の立案及び実施、②対象会員に対する研修
制度の拡充、③対象会員に対する開業及び就
業の支援などを職務とする。

現在、若手会員総合支援センターでは、60
期代、70 期代を中心とした若手主体の委員
構成により、部会ごとに積極的に活動してい
る。若手会員総合支援センターは、弁護士活
動領域拡大推進本部と、いわば若手弁護士の
活動領域の拡大と業務支援という両輪の関係
にあるので、本部会議を同日開催するなど、
連携して活動している。
(2)  若手総合支援センターと弁護士活動領
域拡大推進本部の活動内容

若手総合支援センターの中の「業務サポー
ト部会」は、弁護士業務に役立つ研修の企画・
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開催、弁護士業務に役立つ情報提供、チュー
ター制度等の業務支援を活動内容とする。

2015（平成 27）年 9 月に上野松坂屋で実
施した出張型無料法律相談会を契機に、若手
会員と指導的役割を果たす会員とが一緒に法
律相談及び引き続いての事件受任を共同で行
うことを通じて、若手会員に OJT の機会を
提供しようとする活動が非常に有意義である
ことが明らかになった。最近の主な実施先は、
西荻窪郵便局、世田谷区立きたざわ苑（介護
施設）、大泉郵便局等である。今後の新たな
若手支援策の一つの形として、連携先の新規
開拓に向けた取り組みを継続しているところ
である。

このほか、「環境支援部会」は、若手会員
に対する情報発信体制の整備、若手会員の意
見を募る体制の整備、若手会員の要望・ニー
ズ調査等を行い、スマートフォン用アプリ
ケーション「べんとら」をリリースするなど
若手会員への情報発信とともに、若手会員に
関する情報収集を行っている。

また、「開業・就業支援部会」は、開業に
役立つ研修の企画・開催、開業に役立つ情報
提供、就業に役立つ情報提供、開業・就業支
援についての若手会員の要望の調査や東弁版
独立開業マニュアルの発刊、幾つかの独立開
業準備に関するセミナーや即時・早期独立者
の交流会を開催している。

他方、弁護士活動領域拡大推進本部にお
いては、今後、若い弁護士が中心になって取
り組むべき活動領域の拡大を目指した活動を
行っている。AI 部会においては、AI に対す
る法的取組みについての研究や事業者との協
働、専門家の育成等も活発に行われているし、
宇宙部会では、宇宙ビジネスに一般の弁護士
も積極的に参加できるよう研鑽を積み、か

つ、各事業者とのパイプ作りやシンポジウム
の開催等を行っている。これに対し、在日外
国人部会・インドネシア部会のように、日本
企業の海外進出のほか、昨今の入管法改正を
踏まえて、外国人労働者の適切な受け入れに
どのように弁護士が関わるべきかという観点
から、積極的に海外視察、海外の要人とのコ
ネクション作りを通じて次世代の弁護士の活
動モデルを模索している活動を行っている部
会もある。

当会としては、東弁における若手会員総合
支援センター及び弁護士活動領域拡大推進本
部の活動に関する情報を正確に把握して十分
に理解し、人材の送り出しも含めてこれらの
活動を積極的に支援していく所存である。
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１  男女共同参画の推進
男女共同参画社会の実現は、二十一世紀の

我が国社会を決定する最重要課題である。個
人の尊重と法の下の平等を謳う日本国憲法の
下では、性別にかかわりなく、その個性と能
力を十分に発揮できる社会の実現が求められ
る。弁護士会は、社会のモデルとなるよう男
女共同参画を積極的に推進していかなければ
ならない。

日弁連は、2008（平成 20）年 3 月に「日
本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」
を策定し、 2013（平成 25）年 3 月には、5 年
間の取組と成果を踏まえ、「第二次日本弁護
士連合会男女共同参画推進基本計画」を策定
して重点項目と基本的目標及び具体的施策
の取組を展開し、2017（平成 29）年度には、
2018（平成 30）年 1 月に「第三次日本弁護
士連合会男女共同参画推進基本計画」を策定、
2022（令和 4）年度には、2023（令和 5）年
１月に「第四次日本弁護士連合会男女共同参
画推進基本計画」を策定した。第三次基本計
画から第四次基本計画の策定までの間に日弁
連副会長クオータ制を導入して 2 名の女性枠
を設け、2021（令和 3）年には日弁連理事に
もクオータ制を導入して 4 名の女性枠を設
け、その他基本計画の実現のために様々な取
り組みを行っている。第四次基本計画におい
ては、第三次基本計画の達成状況及び課題を
踏まえ、今後の 5 年間に取り組むべき重点
項目 9 項を整理し、各項目について基本的
考え方、目標及び目標達成のための具体的施
策を定めた。

東弁では、2011（平成 23）年に策定され
た「東京弁護士会男女共同参画基本計画」の
達成状況を踏まえ、2016（平成 28）年 10 月
に「第二次東京弁護士会男女共同参画基本計
画」が策定され、 2021（令和 3）年に「第三
次東京弁護士会男女共同参画基本計画」が策
定された。現在、第三次基本計画については、
一定の成果が上がっている中で、新たな基本
計画、具体的施策の検討が必要であるという
議論がなされ、第四次基本計画の策定の中間
段階で修正第三次基本計画の策定を 2024（令
和 6）年度中に行う予定である。

当会は、これまでに「東弁副会長執務ガイ
ドライン」の共同提案、女性の東弁副会長及
び日弁連理事を継続的に輩出する方策を研究
目標とする PT（のちの「東弁のダイバーシ
ティ推進研究会」）の設置提案などを行って
きたほか、2017（平成 29）年度は他会派に
先駆けて女性東弁会長を、さらに、2024（令
和 6）年度は女性日弁連会長まで当会から送
り出すことができた。今後は弁護士会の男女
共同参画推進に向け、より広い視野で様々な
提言・提案を行っていく必要がある。
(1)  男女共同参画推進の意義

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の
対等な構成員として、自らの意思によって社
会のあらゆる分野における活動に参画する機
会が確保され、もって男女が均等に政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ
とができ、かつ、共に責任を担うべき社会」
である（男女共同参画社会基本法 2 条）。個
人の尊重（憲法 13 条）と法の下の平等（同

第 5 章　ダイバーシティの推進
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14 条）を定める日本国憲法や、女性差別撤
廃条約の趣旨からは､ 男女が互いにその人権
を尊重しながら責任を分かち合い、性別にか
かわりなく、その個性と能力を十分に発揮で
きる男女共同参画社会の実現は、当然の帰結
である。

政府は、2020（令和 2）年 12 月、第五次
男女共同参画基本計画において、「社会のあ
らゆる分野において指導的地位に女性が占
める割合を、2020 年代の可能な限り早期に 
30％程度とする目標」を設定し、2030 年代
には誰もが性別を意識することなく活躍で
き、指導的地位にある人々の性別に偏りがな
いような社会となることを目指している。日
本弁護士連合会、東京弁護士会もこれら目標
に沿う形で男女共同参画基本計画を策定し、
実現に向けて動いているところである。
(2)  弁護士会における男女共同参画

弁護士会が、弁護士の強制加入団体として
司法の重要な一翼を担う存在であり、また、
人権擁護と社会正義の実現を標榜する弁護士
の集団であることに鑑みれば、両性の平等と
いう憲法の理念を実現すべく、自ら率先して、
性別にかかわりなく多様な人材がその個性と
能力を発揮できる男女共同参画を推進し､ 社
会のモデルとなることを目指さなければなら
ない。

2020（令和 2）年 12 月に閣議決定された「第
五次男女共同参画基本計画」では、2020 年
代の 30％目標の達成に向けて引き続き更な
る努力を行うものとしているが、そこでは「司
法分野における政策・方針決定過程への女性
の参画拡大」が挙げられ、弁護士についても、
活躍事例の提供、相談・助言制度の導入、継
続就業のための環境整備に関する取組による
ワーク・ライフ・バランスの実現、クオータ

制を含めたポジティブ・アクションの検討な
どの取組が求められている。 
ア  日弁連における取組

日弁連男女共同参画推進基本計画の主な成
果については、次のとおりである。
( ア ) 育児期間中の会費免除制度

日弁連は、仕事と家庭の両立支援策とし
て、2015（平成 27）年 4 月から育児期間中
の会費免除制度を制定した。同制度は、子が 
2 歳になるまでの連続する 6 ヶ月間、育児を
行う会員は、申請によって、会費及び特別会
費の免除を受けられるとされ、育児従事に
よって就業時間が減少することを免除要件と
していない。日弁連の制度導入を踏まえて、
東京三弁護士会のような大規模単位会だけで
なく、各地単位会でも同様の制度が順次制定
され、第二次基本計画終了時点では 49 弁護
士会だったものが、2018（平成 30）年 8 月
末時点には、全国 52 の弁護士会全てにおい
て育児期間中の会費免除規程（実施予定・別
制度を含む。）が制定されるに至った。会費
免除制度は会財政への影響も大きいところ、
それが多くの単位会で制定されたことは大き
な成果である。なお、日弁連の育児期間中の
会費免除制度はさらに 2019（令和元）年 5 
月の総会で拡充され、同年 10 月からは免除
期間について、子が 2 歳になるまでの連続す
る「12 ヶ月間」に延長された。
( イ ) 理事者に占める女性会員の割合を高め
る方策

日弁連の第二次基本計画では、日弁連の理
事者（会長、副会長、理事）に占める女性会
員の割合が 2017（平成 29）年度までの 5 年
間で 15％程度に増加することが期待されて
いた（第三次基本計画では 20％へ引き上げ
た）。これを踏まえて、日弁連男女共同参画
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推進本部は、政策・方針決定過程への女性会
員の参画を拡大すべく、2015（平成 27）年
10 月、日弁連執行部の諮問に答申する形で、

「副会長の定員を 13 名から 15 名に 2 名増員
し、その増員分を女性会員に割り当てる積極
的改善措置（ポジティブ・アクション）を導
入すべきである。」との提案を行った。これ
を受けて、各会及び弁連宛の意見照会を実施
するとともに、また、「日弁連の理事者に占
める女性会員の割合を高めるための方策実現
ワーキンググループ」が設置され、同ワーキ
ンググループにおいて検討がなされた結果を
踏まえて、2017（平成 29）年 12 月 8 日の臨
時総会において、女性副会長クオータ制を実
施することが採決された。これを踏まえて、
2018（平成 30）年度よりクオータ制が実施
されている。この制度導入により、2018（平
成 30）年度の女性副会長は 15 名中 3 名（20%）
となったが、2019（令和元）年度・2020（令
和 2）年度はいずれもクオータ制による 2 名
のみ（13.3%）となって目標数値を下回って
いる。

さらに 2021（令和 3）年度からは、日弁連
理事に占める女性会員の割合を高めるため、
クオータ制を導入して 4 人の理事者枠を設け
た。

いずれの制度についても、具体的選出方法
の適正性等については後日の検証が待たれる
が、かかる制度によらずとも日弁連の理事者
に女性会員が選出されることを引き続き目指
していくべきである。なお、2020（令和 2）
年度及び 2021（令和 3）年度の日弁連事務総
長、2024（令和 6）年度及び 2025（令和 7）
年度の日弁連会長は当会から女性会員が就任
している。
イ  東弁における取組

第三次基本計画では、「ジェンダーバイア
スを排除し、多様な価値観を尊重する持続可
能性のある弁護士会を実現することにより、
弁護士・弁護士会及び司法への市民の信頼を
高める」ことを「大目標」とし、5 つの「重
点目標」、具体的には「重点目標Ⅰ  会の政策
決定過程への女性会員の参加の推進」「重点
目標Ⅱ  女性会員の業務における障害の解消
と職域の拡大」「重点目標Ⅲ  会員がワーク・
ライフ・バランスを実現するための支援」「重
点目標Ⅳ  性別を理由とする差別的取扱い及
びセクシュアル・ハラスメントなどの防止と
被害者救済制度の整備」「重点目標Ⅴ  女性会
員の業務・キャリア形成のサポート」を掲げ
ている。第四次基本計画の策定の前に2024（令
和 6）年度では再度第三次基本計画の見直し
が検討され、修正第三次基本計画が策定され
る予定である。基本計画の実現に向け、男女
共同参画推進本部において年に一回、当年度
の理事者との懇談会を開催している。また、
各委員会に対し、推進担当委員の選任を要請
し、年に一回当該委員との懇談会を開催し、
基本計画の取り組みへの意識改革、委員会を
通じての広報などに取り組んでいる。

各重点目標毎の具体的な取組は、主に次の
とおりである。
( ア ) 重点目標Ⅰ 会の政策決定過程への女性
会員の参加の推進

各種委員会における女性委員の割合増加に
関して、産休・育休期間、さらに育児期間、
介護等で委員会出席の時間の確保が難しい会
員であっても委員会活動に参加しやすくなる
ように、電話会議やテレビ会議システムによ
る会議参画や資料のアーカイブ化推進等につ
いて、具体的な方策の検討を行い、一部実現
している。さらに方策を推進し、参加が困難
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となっている会員による委員会活動及び会務
活動への参加（スマート化）が促進されるこ
とが望まれる。

理事者（会長・副会長）に毎年 2 人以上
女性会員が含まれること、東弁輩出日弁連理
事に毎年 2 名以上の女性会員が含まれるよう
にすること、常議員に占める女性会員の割合
を 30％にすることをめざすこと、全ての委
員会の正副委員長のうち、1 人以上を女性会
員とすることとし、さらに複数化をめざすこ
と、制度上やむを得ない場合を除きすべての
委員会で男女共同参画推進担当委員 1 名を選
任すること、委員会の委員のうち、女性会員
の割合が 30％程度となることをめざすこと
などを個別目標として、各行動計画に基づき
実現に向けて活動している。
( イ ) 重点目標Ⅱ 女性会員の業務における障
害の解消と職域の拡大
a　男女間の所得、収入格差の解消

第一次基本計画から引き続き重点目標に
掲げているが、男女弁護士間の所得格差が
存在し、取扱分野（依頼者）及び労働時間
に差があることも統計上明らかにされてお
り（「弁護士業務の経済的基盤に関する実
態調査報告 2020」自由と正義臨時増刊号 
vol.72 No.8）、その原因の究明とこれに対
する対応を継続的に検討していく必要があ
る。

b　職務上氏名の使用に関するアンケート
職務上の氏名使用に関しては、最近の取

扱の変更等により改善が図られた点はある
ものの、いまだ多くの不都合や支障が伴っ
ており、職務上の氏名を使用している会員
の大半が女性であることから、女性会員の
業務に対する障壁となっている。そこで、
具体的に不適切な事例を把握し、これに対

する取組を検討するとともに、有用な情報
の共有化を図るべく「職務上の氏名（通称）
使用に関するアンケートを実施し、その結
果を取りまとめた。今後はかかる結果をも
とに、職務上氏名の使用による障壁を取り
除くべく、理事者主導で金融機関や裁判所
等に協議を要請するなどの活動を行い、具
体的な解決を図ることが必要である。

c　「女性社外役員候補者名簿」事業
日弁連を通じて内閣府からの要請を受け

たことを踏まえ、女性会員の取扱業務分野
の拡大のため、2014（平成 26）年に「女
性弁護士社外役員候補者名簿」事業を開始
し、毎年１回の名簿登載者の応募を実施し
ている。企業等での利用、活用を促進する
ために、広報活動として企業向けのシンポ
ジウムを実施するほか、名簿の一部を東弁
ホームページ上で閲覧できるようにしてい
る。また、4 社の協力会社と提携し、協力
会社に名簿を提供することで、協力会社を
通じて就任の機会を増やす努力をし、現実
に社外役員就任の実績を増やしている。対
外的な認知度も高まり、実績も出ている状
況であり、女性社外役員就任について、女
性弁護士の登用をより推進していくため、
今後も会員への周知、会員の育成、既に就
任した会員へのサポートやネットワーキン
グの構築も含め、引き続き利用促進に向け
た施策の検討や活動を行うことが求められ
る。

d　選択的夫婦別姓制度実現への取り組み
日弁連と連携して、選択的夫婦別姓制度

実現への取り組みを進めていくことが求め
られている。

( ウ ) 重点目標Ⅲ 会員がワーク・ライフ・バ
ランスを実現するための支援



法曹親和会　41

a　会費免除、会務免除
育児期間中の会費免除制度について、日

弁連の制度開始にあわせて、就業時間の制
約を撤廃したことにより、利用数は増加し
ている。会務活動の免除についても、2015

（平成 27）年度に、女性会員については出
産年度と翌年度を無条件で免除対象とし、
男女を問わず子が満 6 歳に達するまでの間
の 2 年度の参加を免除できるよう改正した
ところ、育児を理由とする免除件数が大幅
に増加している。免除期間の延長について
もさらに検討を続けている状況である。

出産・育児の際、一定期間の東弁会費・
日弁連の会費の免除を受けることも可能で
あり、利用者は増加している（出産は女性
会員のみ、育児は男女とも）。

なお、介護についての支援策を検討し、
具体化することも求められている状況であ
る。

b　研修の際の一時保育制度
主に義務研修の際、会負担でベビーシッ

ターを紹介し、4 階和室を利用して、会員
の子の一時保育を実施している。しかしな
がら、４階和室は、本来、保育を行う場所
を想定したものではなく、一時的とはいえ
保育場所として必ずしも適切な場所とは言
い難いため、後述の通り、常設の託児施設
の設置について、引き続き、検討していく
べきである。

c　女性会員室
東京弁護士会弁護士会館４階に存在し、

女性は誰でも利用可能であり、パソコン・
プリンター・ロッカー・冷凍冷蔵庫・マッ
サージ機が設置されている。

d　業務のスマート化
よりＩＴ化を進め、多様な働き方を可能

にすべく、家事事件、法テラス業務などの
ＩＴ化促進に向けて働きかけを行うことが
求められている。

e　広報
子育てサポートのためのリーフレット

（子育て便利帳）を用意して一覧できるよ
うにしているところ、さらに多くの会員に
情報が行き届くようよりきめ細かい情報提
供を図る努力を行っている。

f　法律事務所の働き方改革
誰もが働きやすい事務所経営を考える指

標として、法律事務所における「働き方改
革」ヒント集を作成するとともに、有識者
を招いて、法律事務所の働き方改革を考え
るシンポジウムを開催している。2019（平
成 31）年 2 月、ワークライフバランスガ
イドラインを策定し、リーフレットを作成
して広報に努め、さらには弁護士採用ガイ
ドラインの設計についても検討を行ってい
る。

( エ ) 重点目標Ⅳ 　性別を理由とする差別的
取扱い及びセクシュアル・ハラスメントなど
の防止と被害者救済制度の整備

毎年開催されている理事者と女性会員と
の懇談会等において、かねてから産休や育児
休業等のあり方に関するガイドラインの作成
を要望する声が多くあったことを踏まえて、
2017（平成 29）年度より「産休・育休ガイ
ドライン」を作成すべく、具体的な検討を開
始し、2019（平成 31）年 2 月には「ワーク
ライフバランスガイドライン」が公表された。
( オ ) 重点目標Ⅴ 会員同士のネットワークや
会館設備の充実による､女性会員の業務・キャ
リア形成のサポート

女性会員間の情報交換に資するようネッ
トワーク作りを進めることを目的として、新
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進会員活動委員会の協力のもと、ランチミー
ティングを複数回開催している。また、女性
会員のネットワーキング形成及びロールモデ
ルの策定を目指して、年に一回程度「弁護士
カフェ」の開催を行い、多様な分野で活躍す
る弁護士との交流を持つ機会を作っている。
これらはまだ周知が十分にされていない状況
であるため、今後さらに、女性会員間の情報
交換に資するようネットワーク構築の推進
や、女性会長・副会長経験者がその経験を語
り伝える機会を設けていくことが必要である
と考えられる。

インハウス・大規模事務所パートナー、小
規模事務所経営者等様々な業務スタイルの弁
護士を講師にするなどして、若手会員にロー
ルモデルを紹介すること等により、ロールモ
デルの活用事例の紹介や女性会員のキャリア
形成を支援することも課題として検討されて
いる。
(3)  当会の取組

当会は、他会派に先駆けて、2013（平成
25）年度に男女共同参画プロジェクトチーム

（PT）を設けて以来、弁護士会内における男
女共同参画の推進に向けた活動を継続してき
た。主な成果および取り組みは以下の通りで
ある。

なお、男女共同参画について克服すべき課
題は未だ山積しているものの、2019（令和元）
年度・ 2020（令和 2）年度には PT の具体的
活動がなく、2022（令和 4）年度以降は活動
が休止されている。政府、日弁連、東弁は、
5 年ごとに見直しをすることを前提として男
女共同参画推進基本計画に取り組んでいる。
このような時代の流れからするに、当会にお
いても積極的な活動を再度検討すべきではな
いかと考える。

ア  東弁のダイバーシティ推進研究会の立ち
上げとその活動

当会は、2016（平成 28）年 2 月、会派懇
談会において東弁理事者並びに法友会及び期
成会に対し、①女性の東弁副会長を継続的に
輩出するための方策、及び、②女性の日弁連
理事を東弁から継続的に輩出するための方策
を研究目標とする東弁ダイバーシティ推進の
ための研究に関する PT の設置を提案し、各
会派がこれに応じる形で、同年 3 月末に、「東
京弁護士会のダイバーシティ推進研究会」を
立ち上げた。

同研究会では、当会からの提案を契機と
して、2015（平成 27）年度理事者によって 
2016（平成 28）年１月に取りまとめられた

「東京弁護士会副会長執務ガイドライン」の
実施状況を把握すべく、2016（平成 28）年
度、過去３年度までの東弁副会長 21 名に対
しアンケートやヒアリングによる調査を実施
した。その調査結果として、執務時間は依然
として月 140 時間以上に及んでいること、職
員や委員会委員長との意思疎通に相応の工夫
を凝らしていること等、副会長の執務状況の
現実と問題点を把握したことから、これを踏
まえ 2016（平成 28）年中に「ダイバーシティ
推進のための女性副会長増加に向けた提言
書」を取りまとめた。

2017（平成 29）年は、同研究会の発案に
基づき、当会と法友会、期成会の共催の形で、
東弁以外の会員で日弁連ないし各単位会の役
職を経験された方を招き、「女性役職経験者
とのランチ会」を開催し、経験に基づいたダ
イバーシティ実現に有益なお話を伺う機会と
なった。

2018（平成 30）年・2019（令和元）年も、
同研究会において定期的に現職理事者にヒア
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リングを実施している（2020（令和 2）年度
は、新型コロナの影響によりヒアリングは実
施できていない。）。執務の現状や工夫を知る
には有効であるし、継続によって理事者側に
も問題意識が浸透していることは感じられる
が、現在は聞き取りに留まっているので、今
後はこのようなモニターの成果を広く共有し
有効活用することが期待される。
イ  男女共同参画業務サポート制度

当会は、2015（平成 27）年度に、男女共
同参画業務サポート制度（通称「ピンチヒッ
ター制度」）を創設した。本制度は、出産、
育児、介護等の家庭生活の維持等様々な理由
から、当会会員が弁護士業務を休業又は縮小
するような場合に、他の当会会員に対して一
時的又は部分的に業務を委任することができ
る体制を整えたものである。

2017（平成 29）年度は、同制度を利用し
やすいように従前の制度の改善・整備を行
うだけでなく、利用目的について、当初の主
に出産、育児、介護等の家庭生活維持に対す
る支援にとどまらず、広く利用ができるよう
に改訂し、この点を各会員に対し改めて周知
することにより、利用促進を図るべく活動を
行った。しかし、残念ながらその後も本制度
の利用は増加しておらず、会員のニーズに合
致していないとの指摘もあるため、今後は制
度の存続を含めた抜本的な見直しを行う必要
もある。
ウ  東弁初の女性会長の実現

2017（平成 29）年度には、東弁初の女性
会長を当会から選出することができた。女性
会員が東弁のトップとなったことは「政策決
定過程に女性会員の意見を反映する」という
観点から大きな意味があったといえ、PT 設
置の当初目的は一定程度達成することができ

たといえる。これを踏まえて、当会には今後、
さらに次の段階での取組が求められることに
なる。
エ  日弁連女性会長及び事務総長の選出

2020（令和 2）年度には、日弁連事務総長
に、当会から女性会員が就任した。女性事務
総長は初めてではないものの、日弁連の事務
方トップに女性が就くということは対外的に
も大きな意味がある。また、2024（令和 6）
年度には、初めての日弁連女性会長を当会か
ら擁立することができた。今後についても有
力な候補者が出てきているところであり、当
会には今後も重要ポストへの人材輩出が期待
される。
オ  東弁の意思決定過程におけるダイバーシ
ティの推進に向けて

2020（令和 2）年 9 月に東弁から女性副会
長クオータ制案に関する意見照会が行われ、
東弁において女性副会長クオータ制ワーキン
ググループが設置され、議論が開始されてい
る。

東弁のリーダーシップにおける一層の男女
共同参画の推進、即ち意思決定過程における
ダイバーシティの確保という目標には、当会
も全面的に賛同するものである。しかしなが
ら、東弁理事者における女性割合の増加につ
いては、どのような方法でそれを実現すべき
か、という方策の検討が不可避である。その
手段としてクオータ制を導入することが妥当
であるのか、仮に妥当であるとした場合、具
体的にどのような制度設計がなされるべきな
のかは、慎重に検討する必要がある。

今後当会には、東弁のワーキンググループ
とも連携しつつ、第三次基本計画の到達点を
ふまえ、ジェンダーバイアスを排除し、多様
な価値観を尊重する持続可能性のある弁護士
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会を実現することにより、弁護士・弁護士会
及び司法への市民の信頼を高めるより効果的
な方策を妥協なく模索し続けることが期待さ
れる。

2　外国人の人権
外国人の人権問題は、日本社会においてダ

イバーシティの実現を著しく阻害する一要因
であり、早急に解決されなければならない。

2016（平成 28）年 6 月に施行されたいわ
ゆる「ヘイトスピーチ解消法」は、対象を適
法な在留資格を要する本邦外出身者とその子
孫に限定している点、差別的取扱を対象外と
している点で問題がある上、禁止規定を持た
ない理念法に過ぎず、実効性に欠ける。その
ため、現在もヘイトスピーチデモは全国各地
で頻繁に行われ、ネット上のヘイトスピーチ
も後を絶たず、深刻なヘイトクライムも発生
している。日本政府はヘイトクライムに関す
る調査や対策を講じるとともに、速やかに包
括的な人種差別禁止基本法を制定するべきで
ある。

地方自治体では、人種差別に関連する条例
制定や、差別集会目的の公の施設利用申請を
制限するためのガイドライン等の策定の動き
が広まっている。しかし、条例の内容にはば
らつきがあり、包括的かつ実効的な条例は未
だ制定されていない。

日本の難民認定率は相変わらず異常に低く 
2023（令和 5）年度は 3.5 ％にとどまる。難
民認定手続は、法務省出入国管理局ではなく、
政策的・外交的配慮に影響されない独立した
第三者機関により、国際的基準に基づいて実
施されるべきである。

入管法は、退去強制事由に該当する全ての
外国人を収容するという「全件収容主義」を

採用しており、収容の根拠となる収容令書、
退去強制令書はいずれも司法によるチェック
を受けないまま入国管理局の主任審査官によ
り発付され、かつ、退去強制令書による収容
には期間制限がない。収容施設内の医療体制
も脆弱であり適切な医療を受けられないまま
死亡する被収容者が後を絶たない。

そうした中、しかるべき制度改革には手を
付けず、退去強制手続関連の罰則を多数新設
し、難民申請者の強制送還を一部解除するな
ど、対象となる外国人の権利を大幅に制約す
る入管法改正が 2023（令和 5）年 6 月に成
立したことは誠に遺憾である。

2024（令和 6）年 6 月には、技能実習制度
に代わり育成就労制度を創設する改正入管法
が成立したが、同制度の下でも外国人労働者
の転籍は困難である。また、永住資格の資格
取消事由に、公租公課の滞納や一定の刑事罰
に処されたことが追加されたことは、永住者
から安定した生活基盤を奪うものであり人権
保障に反する。

外国人労働者の受け入れにあたっては、差
別禁止法の制定や統合政策の策定など、外国
人との共生社会の確立に向けたインフラも早
急に整備するべきである。
(1)  人種差別に関する問題
ア  いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」の問
題点
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組の推進に関する法律」（い
わゆる「ヘイトスピーチ解消法」）が 2016（平
成 28）年 6 月 3 日に施行されてから 8 年が
経過した。本法律は、人種差別に関する初め
ての国内立法であり、急速に広まる外国人・
民族的少数者をターゲットにしたヘイトス
ピーチに対する対策の第一歩であったが、本
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法律で解消すべきとされている「不当な差別
的言動」の対象者は、本邦外出身者又はその
子孫で、かつ、本邦に適法に居住する者に限
定されており、アイヌ民族など日本で生まれ
育った民族的少数者や、難民申請者を含む在
留資格を持たない外国人が一律に排除されて
いる点において問題がある。この点、2022

（令和 4）年 11 月 3 日、国連自由権規約委員
会は日本政府に対して、ヘイトスピーチ解消 
法を改正してその対象者の範囲を拡大する
よう求める勧告を発出している（CCPR/C/
JPN.CO/7、パラグラフ 13）。

また、本法律は理念法に過ぎず、ヘイトス
ピーチの禁止規定を持たない点で実効性に欠
け、その結果、現在も白昼堂々、ヘイトスピー
チを繰り返すデモや街宣活動が繰り返されて
いる。最近では、後述するとおり神奈川県川
崎市が罰則付の反ヘイトスピーチ条例を施行
したことを受け、それまで同市内で在日コリ
アンに対するヘイトデモを行っていた集団が
埼玉県川口市に移動し、同市内で在日クルド
人に対するヘイトデモを繰り返している。日
弁連が 2023（令和 5）年 4 月 14 日付「人種
等を理由とする差別的言動を禁止する法律の
制定を求める意見書」で求めているとおり、
ヘイトスピーチに対しては理念法ではなく禁
止法で対処するとともに、政府から独立した
専門機関による適正手続のもとで一定の制裁

（過料処分等）が科される必要がある。
さらに、ヘイトスピーチ解消法は、差別的

取り扱いについて何ら規定していない。この
点、人種差別撤廃条約の国内法にあたる包括
的な差別禁止法を長年にわたり制定してきて
いない理由について、日本は国連の場で「日
本にはそこまで深刻な差別はない」と説明し
てきた。しかし、 2017（平成 29）年 3 月末、

日本政府が公表した「外国人住民調査報告
書」により、外国人に対する深刻な入居差別、
雇用差別が存在することが明らかとなってい
る。

したがって、日本政府は、人種差別の状況
について定期的に実態調査を行うとともに、
人種差別撤廃条約の国内法である包括的な差
別禁止法を速やかに制定すべきである。
イ　ヘイトクライムについて

差別を動機とする犯罪、いわゆるヘイトク
ライムも深刻である。

この点、インターネット上の脅迫や名誉毀
損については、匿名加害者の特定が困難で被
害が十分に救済されない状況にあった。しか
し、インターネット上で誹謗中傷を受けた有
名人が自殺した事件等を受け、2022（令和 4）
年 4 月 28 日にプロバイダ責任法が改正さ
れ、加害者特定の民事手続を簡素化するとと
もに、同年 7 月 7 日には、侮辱罪の法定刑
が「拘留（30 日未満）か科料（1 万円未満）」
に「1 年以下の懲役・禁錮または 30 万円以
下の罰金」が追加される改正法が施行された。
しかし、いずれも人種差別を動機とする犯罪
を重罰化している訳ではなく不十分である。

また、ヘイトクライムはネット上に留まら
ず、例えば 2021（令和 3）年 3 月には、ヘ
イトスピーチ解消法の成立時に国会で参考人
として証言した在日コリアンの女性に対する
脅迫文の送付、同年 7 月には奈良県の韓国
民団の施設での不審火の発生、同年 8 月には
京都府の在日コリアン集住地区（ウトロ）に
おける放火、同年 12 月には大阪府の韓国民
団牧丘支部の室内にハンマーが投げ込まれる
などの事件が発生している。さらに 2022（令
和 4）年 4 月には大阪府にあるコリア国際学
園への放火事件も起きた。いずれの放火事件
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もインターネットに氾濫する在日コリアンに
対する誹謗中傷やデマを信じて形成された強
固な人種差別的思想を動機としている。しか
し、ウトロでの放火事件については、2022（令
和 4）年 8 月、被告人に懲役 4 年の実刑判
決が言い渡されたが、コリア国際学園への放
火事件では同年 12 月に懲役 3 年執行猶予 5 
年の判決が言い渡され、判決では差別的動機
への言及もなかった。

かかる状況を受け、上記自由権規約委員
会の勧告でも、ヘイトクライムを独立した
犯罪として規定することが求められている

（CCPR/C/JPN/CO/7、パラグラフ 13）。
ヘイトクライムは直接の被害者にとって害

悪であるだけでなく、社会の分断を招き、ひ
いてはジェノサイドを招く危険をも有する。
日本政府は、日本のヘイトクライムの現状に
ついて実態調査を行い、しかるべき対策を速
やかに講じるべきである（2022（令和 4）年 
10 月 13 日付東弁「国に緊急のヘイトクライ
ム対策を求める会長声明」参照）。
ウ  地方自治体の対応について

日本は、人種差別撤廃条約に基づき、中央
政府のみならず地方公共団体も人種差別を撤
廃する責務を負っている。また、ヘイトスピー
チ解消法成立時の衆院付帯決議 2 項では「本
邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域
社会に深刻な亀裂を生じさせている地方自治
体」には「国とともに、・・・施策を着実に
実施すること」（参院も同旨）が求められて
いる。

2015（平成 27）年 9 月 8 日、東弁は、人
種差別行為を行うことを目的とする公の施設
利用申請に対して、当該施設を管理する地方
自治体は、条件付許可、利用不許可等の利用
制限その他の適切な措置を講ずるべきである

とする意見書を公表した。さらに 2018（平
成 30）年 6 月 7 日、具体的な人種差別撤廃
条例モデル案を、人種差別撤廃条例の制定を
求める意見書とともに公表した。このモデル
条例案は、ヘイトスピーチのみならず、差別
的取扱を含む差別の全てを対象としている。
また、差別禁止規定を置き、制裁規定として、
①措置、②警告、③命令、④過料（行政罰）
の 4 段階を設け、かつ、①②③の各段階で
人種差別の撤廃に関する専門家からなる第三
者機関による審査を受ける仕組みを提案して
いる。

以上の動きに呼応するように、まず、公
の施設利用制限については、2018（平成 30）
年 3 月に川崎市が、同年 4 月から京都府が、
同年 7 月から京都市が第三者機関の設置を
含む公共施設の利用制限に関するガイドライ
ンを施行した。東京都も後に述べる条例に基
づいて 2019（平成 31）年 4 月から公の利用
制限に関する基準を策定・公表している。

次に、条例制定の動きとしては、2016（平
成 28）年以降、大阪市、世田谷区、東京都、
国立市、神戸市、川崎市、沖縄県で、ヘイト
スピーチに関連する条例が制定されている。
このうち 2020（令和 2）年 7 月 1 日に施行
された川崎市の「川崎市差別のない人権尊重
のまちづくり条例」は、第三者機関を関与さ
せるなど慎重な手続きを経た上で、繰り返さ
れるヘイトスピーチには罰金刑を科し得ると
いう、ヘイトスピーチに対して唯一刑事罰を
科す条例であるところ、同条例施行後、川崎
市内のヘイトデモが減少するという効果が認
められている。但し、ヘイトスピーチの対象
の限定や差別的取扱は射程外など、ヘイトス
ピーチ解消法と同様の問題も抱えている。

したがって、今後各地で、東弁が求めるよ
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うな人種差別全般に関する包括的な条例が制
定されていくことが望ましい。
(2)  難民問題

日本は、1981（昭和 56）年に「難民の地
位に関する条約」に加盟し、以後、難民を保
護すべき国際的責務を負っている。

しかし日本の難民認定率は極めて低い。
2023（令和 5）年度は、8,184 名の申請者数
に対して 228 名（3.5％）しか認定されてい
ない。他の先進国が年間万単位の数で受け入
れていることと比べて、日本の難民制度は「難
民鎖国」と言われるほど閉鎖的である。一方、
人道的配慮により在留特別許可を得た者を含
めた庇護者の総数は 1,005 名と昨年同様、そ
れまでと比較して高い数字となっているが、
そのほとんど（920 人）が、2021（令和 3）
年 5 月発生した軍事クーデターを踏まえた
緊急避難措置に基づいて在留資格を与えられ
た在留ミャンマー人である点も昨年と同様で
ある。

日本政府は、日本の難民認定率の低さは、
日本に来ている難民申請者の中には就労目的
の、いわゆる偽装難民が多く含まれているこ
とによると主張している。しかし、難民制度
の濫用者が日本にだけ集中する理由はないの
であって、実際は、日本政府が難民申請者に
対し、UNHCR（国連難民高等弁務官）が定
める国際的な難民認定基準に比べて高い立証
責任を課していることや、難民条約上の難民
の定義について独自の厳格な解釈を用いてい
ること、難民不認定処分に対する不服審査機
関が一次処分を下した法務省・入管当局から
独立していないことが、日本の低い難民認定
率の原因である。

上記の自由権規約委員会も、日本政府に対
して、国際水準に則った包括的な難民保護法

の制定を求めている（CCPR/C/JPN/CO/7、
パラグラフ 33）。

こうした中、2023（令和 5）年 6 月 9 日、
出入国管理及び難民認定法の改正法が成立し
た。この改正法は、難民申請中の強制送還を
一部可能とする点でノン・ルフールマン原則

（難民を迫害の危険に直面する国へ送還して
はならないとする原則。難民条約 33 条 1 項）
に反するものである。それ以外にも、本改
正法は、収容期間の上限の設定や司法審査と
いった本来必要な制度改正には手を付けず、
支援者や弁護士にその立場とは相容れない役
割を強いる監理措置制度を創設し、退去命令
違反罪を新設するなど、多くの問題があった。
そのため東弁は廃案を求めていた（2023（令
和 5）年 6 月 8 日付「政府提出の入管法改正
案の強行採決に反対し、廃案を求める会長声
明」）が、多くの批判を受けながら成立した
ことは誠に遺憾である。今後も、日本政府に
対して、法務省出入国管理局ではなく、政策
的・外交的配慮に影響されない独立した第三
者機関による、国際的基準に基づいた難民認
定手続を確立するよう強く求めていくべきで
ある。
(3)  入管施設における収容問題

出入国管理及び難民認定法（入管法）は、
退去強制事由に該当する全ての外国人を収容
するという「全件収容主義」を採用している。

収容の根拠となる収容令書、退去強制令書
はいずれも司法によるチェックを受けないま
ま入国管理局の主任審査官により発付される

（入管法 39 条 1 項、51 条）。しかも、退去強
制令書による収容には期間制限がない。この
収容から身柄を開放する手段としては、入国
者収容所長又は主任審査官の許可による仮放
免（入管法 54 条）という制度があるが、許
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可の判断には広範な裁量権が与えられてお
り、その許可基準も不明確である。さらに、
仮放免中は一定の区域内（一つの都道府県内
等）での移動しか認められず、それを超える
場合には一時旅行許可が必要であるところ、
2024（令和 6）年 4 月以降、東京出入国在留
管理局は仮放免者の一時旅行許可の運用を変
更し、法律事務所への訪問や親族訪問が必要
な場合、これまで 1 か月など仮放免期間と同
期間の一時旅行許可を付与していたのが、訪
問日の特定、弁護士の名刺や法律事務所の住
所と地図の提示、予約票の交付などを要求し、
これに応じないと不許可とする運用を開始し
た。これにより、仮放免者の限られた移動の
自由はさらに制限されている（同年 9 月 3 日
付け日弁連「仮放免者の一時旅行許可につい
ての申入れ」）。

また、収容の長期化も問題である。2019（令
和元）年 6 月末時点で全国の被収容者 1,253 
名のうち、収容期間が 6 か月を超える者は
679 名に上り、2 年や 3 年を超える者も多数
含まれていた。また、2018（平成 30）年 8 
月末の数値と比較すると、収容期間 1 年 6 
か月以上の者は 238 名から 393 名と著しく
増加していた（福島瑞穂参議院議員ホーム
ページ掲載資料より）。そうしたなか、2018（平
成 30）年 4 月 25 日には、東日本入国管理
センター内でインド国籍の男性が自殺により
死亡した。この男性は死亡する前日に仮放免
申請が却下されたことを告げられており、長
期にわたる収容を悲観したことが自殺の原因
と考えられている。そして当該事件後、長期
収容を悲観した被収容者らによるハンガース
トライキが各地の収容所で広まり、2019（令
和元）年 6 月 24 日には、大村入国管理セン
ター（長崎県大村市）で、収容中の 40 代の

ナイジェリア国籍の男性がハンガーストライ
キによって餓死するという事件が起きた。ま
た、同年 7 月 9 日、東日本入国管理センター

（茨城県牛久市）でハンガーストライキをし
ていた 2 名が仮放免を許可されたものの、
東京入国管理局は、そのわずか２週間後に 2 
名の仮放免延長を認めずに再収容するという
極めて非人道的な対応に及び、強い批判を受
けるに至った（2019（令和元） 年 7 月 31 日
東弁会長声明「人間の尊厳を踏みにじる外国
人長期収容と違法な再収容に抗議する会長声
明」）。2020（令和 2）年 8 月 28 日には、国
連人権理事会の恣意的拘禁作業部会が、入管
における長期収容が恣意的拘禁に該当し、自
由権規約 9 条等に違反するという意見を採択
した（A/HRC/AGAD/2020/58）が、日本政
府は強く反発した。

入管施設内の医療体制も脆弱である。東
日本入国管理センター内で体調不良を訴えた
にも関わらず適時に外部病院の診察を受けら
れなかったカメルーン人男性が 2014（平成
26） 年に死亡した事件について、東京高裁は、
2024（令和 6）年 4 月 16 日、入管の注意義
務違反を認め、国に 165 万円の支払いを命じ
た一審東京地裁の判決を維持する判決を言い
渡している。

さらに、2021（令和 3）年 3 月 6 日には、
名古屋入管に収容されていたスリランカ国籍
の女性、ウィシュマ・サンダマリさんが適切
な医療措置が講じられずに放置された結果、
収容所内で死亡する事件が起き、社会問題と
なった。その後、政府は、入管における医療
体制を改善し「主な収容施設において常勤医
を確保した」と強調していたが、2022（令和 
4）年 7 月に新たに確保したという大阪入管
の常勤医は、2023（令和 5）年 1 月に酒酔い
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状態で勤務し、それ以降は医療業務を行って
いないことが発覚した。なお、ウィシュマさ
んの遺族が提起した国賠訴訟は 2024（令和 6）
年 9 月現在、名古屋地裁で係属中である。

全件収容主義の撤廃、収容にかかる期限の
上限設定、送還の目処が立たない者（難民申
請者等）に対する早期の仮放免許可、入管施
設内における医療体制の改善などが実現する
よう、働きかけていくべきである。
(4)  外国人労働者の受け入れに関する問題

（技能実習制度）
2024（令和 6）年 6 月 14 日、「現代的奴隷」「人

権侵害の温床」として長きにわたり強い批判
を浴びてきた技能実習制度に代わる新たな在
留資格として育成就労の在留資格を創設する
改正入管法が成立した。

新たな育成就労制度が、実態に合わせ、日
本国内における人材確保をも目的とするとし
ている点や、技能実習制度のもとで基本的に
認められてこなかった本人意向の就業先の転
籍を認めている点は歓迎すべきである。しか
し転籍の要件として「やむを得ない事情」の
ほか、業務分野に応じた 1 ～ 2 年の就労実
績、日本語能力 A1 ～ A2（日本語能力試験
N4~5）程度の能力など厳しい条件を課してい
ることは、実質的に転籍を相当困難なものと
するものであり、技能実習制度と同様の人権
侵害が繰り返される危険がある。

また、改正入管法は、「育成就労制度を通
じて、永住に繋がる特定技能制度による外国
人の受入数が増加することが予想される」こ
とから「永住許可制度の適正化を行う」とし
て、公租公課の不払いや、住居侵入、傷害又
は窃盗等の一定の罪により拘禁刑（現行法の
懲役・禁固相当）に処せられたことを、永住
在留資格の取消事由に追加した。しかし、既

に日本で安定した生活基盤を有する者が公租
公課の滞納や刑事罰に処せられたからといっ
て、差押えや刑事罰といった通常の制裁に加
えて、在留資格の取消という、その生活基盤
を根こそぎ奪うような制裁を与えるべき立法
事実がなく、永住者とその家族の人権保障の
みならず、「人権侵害等の防止・是正当を図
り日本が魅力ある働き先として選ばれる国に
なる」という国の基本的な方針にも反してい
る点で問題である（日弁連 2024（令和 6）年
3 月 7 日「技能実習制度及び特定技能制度の
在り方並びに新たな在留資格取消し制度の導
入に関する政府方針に対する会長声明」）。
(5)  強制退去処分をめぐる司法判断

なお、外国人に対する不当な強制退去処分
については、国の対応を違憲とする判決が相
次いでいる。

まず、2014（平成 26）年 12 月に、名古
屋入管が、難民不認定処分への異議申立棄却
決定を通知した翌日に、当該難民申請者を
チャーター機で本国に強制送還した事案にお
いて、2021（令和 3）年 1 月 13 日、名古屋
高裁は、異議申立棄却決定の告知を送還の直
前までわざと遅らせ、弁護士と連絡を取る間
も与えずに送還した行為は、裁判を受ける機
会を実質的に奪っている点で違法と判断し、
44 万円の賠償を命じた。また、同年 9 月 22
日、東京高裁は、東京入管で起きた上記と同
様の別事案について、憲法 32 条、31 条及び
13 条に反して違憲であると判断し、60 万円
の賠償を命じている。

現在、出入国在留管理庁は、難民の審査請
求棄却の採決告知後に送還する場合には送還
時期を 2 か月以上先とし、かつ、その時期
を本人に告知する運用を開始している。
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３　性的指向・性自認と人権
(1)  性的指向と性自認、LGBT

性的指向（人が他の人にどのように性的に
引き付けられるか）や性自認（人が自らの性
別をどのように認識・内面的に経験している
か）は人によってさまざまである。

異性に惹きつけられる人もある（異性愛・
ヘテロセクシュアル）けれども、男性で男性
に惹きつけられる人もある（ゲイ）し、女性
で女性に惹きつけられる人（レズビアン）も
ある。男性にも女性にもあるいは性別によら
ずに惹きつけられる人もある（バイセクシュ
アル）。さらには、誰に対しても性的な関心
を向けない人もいる。

数からいえば多くの人が、生物学的あるい
は社会的な性別と自らの認識する性別とが一
致している。しかし、生物学的あるいは社会
的な性別に違和感を感じており、それと性別
に関する自らの認識とが異なっている人もあ
る（トランスジェンダー）。生まれたときに
男性の体で社会的にも男性として扱われてき
ているが、みずからは女性と認識しているこ
ともあれば、みずからの性別について決めき
れないと認識している人もいる。

性的指向と性自認とは相互に関連するもの
ではない。たとえば与えられた性別は男性で
あるが認識する性別は女性である人のうちに
は、女性に魅力を感じる人もいれば、男性に
魅力を感じる人もいるし、さらに別の性的な
指向の人もある。

よく使われる「LGBT」の語は、「レズビ

アン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェ
ンダー」の意味をそれぞれの頭文字で表して
いる。もっとも、人によっては、そのような
分類に自らは当てはまらないと感じる人もあ
るし、現実は分類しきれないぐらいに多様な
ものである。そもそも人を分類することじた
い人権上問題がないわけではない1。

以上のように、性的指向や性自認は人によ
り多様である。そして、人は、その性的指向
や性自認に関わらず平等でありいかなる差別
もなく人権を享有する。
(2)  国連及び国際人権機関並びに各国

国連は、世界人権宣言にて、すべての人
間は生れながらにして自由でありかつ尊厳と
権利とについて平等であるとし、その人権諸
条約にて性、性的指向、性自認または他の地
位によるいかなる差別もなく権利が保障され
るものとしている。国連総会は、2003 年以
降繰り返し、超法規的、即決又は恣意的な処
刑を非難する決議において、各国政府に対し
て、その管轄下にあるすべての人の生命に対
する権利を確実に保護する義務を確認すると
ともに、性的指向あるいは性自認を理由に犯
された殺人について迅速かつ完全な捜査を
なすことを要求している（2022 年の決議 A/
RES/77/218 では 7(b)）。国連人権理事会は、
2011 年、「人権、性的指向及び性自認」の決
議において、世界のすべての地域における性
的指向や性自認のゆえに個人に対して加えら
れている暴力や差別の行為に対する重大な関
心・懸念を表明した。人権高等弁務官事務所

_____________________________________________________________________________________________
1 現在では、性的指向（Sexual Orientation）及び性自認（Gender Identity）をその頭文字をとって 
SOGI と記す表現もよく用いられている。これに表現（Expression）と性徴（Sex Characteristics）
を加えて、SOGIESC と記す表現も使用されている。性的指向、性自認、性表現、性徴は、誰にで
もあるものであり、人のカテゴリー分けではない。
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は、国連人権理事会に対して、2011 年、性
的指向及び性自認に基づく個人に対する差別
的な法及び実務並びに暴力行為に関する報告
をおこない、2012 年には、「生まれながらに
して自由かつ平等・国際人権法における性的
指向と性自認」という小冊子を発行している。
国連人権理事会の 2014 年の決議に基づく国
連人権高等弁務官の 2015 年 5 月 4 日の報告
書（A/HRC/29/23）は、同性のカップルと
その子どもに法的な承認を与え、伝統的に婚
姻しているパートナーに与えられてきた便益

（年金、税金、財産承継を含む。）を差別なく
与えることや、不妊手術・強制治療・離婚と
いった濫用的前提条件無しで、望む性別を反
映した法的な本人証明のための文書を申請者
に発行することなどを各国政府に勧告してい
る。

国連及びその国際人権条約機関だけではな
く、地域国際機関とその人権機関が、さらに
は各国政府、各法域の司法機関の多数が、性
的指向及び性自認にかかわらない平等な人権
保障について重大な関心をもって取り組んで
いる。欧州人権裁判所は、2015 年、イタリ
アに対して、同性のカップルについて、およ
そ何らの保障も与えていないのは欧州人権条
約 8 条の家族生活の保障を侵害しており許さ
れないとしている（Oliari and Others v Italy 
(Application no 18766/11 and 36030/11)。米
州人権裁判所は、2018 年、加盟国は「同じ
性別の者の間の家族の紐帯から派生する全て
の権利を認め保障しなければならない」「婚
姻する権利を含めて既存の司法的制度のす
べてへのアクセスを保障しなければならな
い」「トランスの人にはその名前と公的書類
の性別を法的に変更することを認めなければ
ならない。その条件として手術などを要求

することもできない。」との旨の勧告意見を
発している（Advisory Opinion OC-24/17 of 
November 24、 2017）。さらに、欧州人権裁
判所は、2017 年、トランスジェンダーの者
が性同一性を承認されるために不妊につなが
る手術や診療を要求することは、自分の性同
一性に係る権利自体が欧州人権条約 8 条の家
族に関する権利で保障されていることや、手
術を条件づけることは個人の身体の完全性を
尊重される権利の完全な行使及びその意味で
の私生活の尊重の権利の侵害になることを理
由として、手術要件については欧州人権条
約違反という判断を示した（AFFAIRE A.P. 
GARÇON ET NICOT c. FRANCE （Requêtes 
nos 79885/12、52471/13 et 52596/13））。

多数の国において、上記に述べた同性婚の
実現、性別変更のための人権侵害的な要件の
廃止にとどまらず、より広く、同性愛嫌悪・
トランス嫌悪による暴力からの保護、非人道
的取り扱いの禁止、同性愛の非犯罪化、性的
指向及び性自認に基づく差別の禁止などにつ
いて取り組みがされている。
(3)  日本
ア  日本政府の動き

わが国では、2003( 平成 15) 年、「性同一性
障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」

（以下「特例法」という。）が成立して、いわ
ゆる性同一性障害のある者について、一定の
要件のもとで、法令の規定の適用について、
法律に別段の定めがある場合を除き、その性
別について他の性別にかわったものとみなす
手続を定めている。

2012（平成 24）年に閣議決定された内閣
府自殺総合対策大綱は、性的マイノリティで
あることは自殺の要因になり得ることとして
いる。2017（平成 29）年に閣議決定された
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同大綱は、「性的マイノリティは、社会や地
域の無理解や偏見等の社会的要因によって自
殺念慮を抱えることもある」ことや、「性的
指向や性自認についての不理解を背景として
パワーハラスメントが行われ得る」ことも指
摘している。

2015（平成 27）年に閣議決定された第 4
次男女共同参画基本計画は、「また、性的指
向や性同一性障害を理由として困難な状況に
置かれている場合」について言及していたが、
2020（令和 2) 年 12 月 25 日閣議決定された
第 5 次男女共同参画基本計画はさらに、「性
的指向・性自認（性同一性）に関すること（略）
等に加え、女性であることで更に複合的に困
難な状況に置かれている場合」について言及
している（第 2 部第 6 分野 2（2）。ほかに第
2 部第 2 分野・第 5 分野）。

2015（平成 27）年の文部科学省の「性同
一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな
対応の実施等について」においては、「悩み
や不安を受け止める必要性は、性同一性障害
に係る児童生徒だけでなく、いわゆる『性的
マイノリティ』とされる児童生徒全般に共通
するもの」「以上の内容は、画一的な対応を
求める趣旨ではなく、個別の事例における学
校や家庭の状況等に応じた取組を進める必要
があること。」としている。

2016（平成 28）年には、厚生労働省の「事
業主が職場における性的な言動に起因する問
題に関して雇用管理上講ずべき措置について
の指針」において、職場におけるセクシュア
ル・ハラスメントには同性に対するものが含
まれること、および、被害者の性的指向又は
性自認にかかわらず、当該者に対する職場に
おけるセクシュアル・ハラスメントも指針の
対象となることが明記された。

2016（平成 28）年には、「人事院規則 10
－ 10（セクシュアルハラスメントの防止等）
の運用について」において、「性的な言動」
に性的指向・性自認に関する偏見に基づく言
動も含まれることを明記し、「セクシュアル
ハラスメントとなりうる言動」に性的指向や
性自認をからかいやいじめの対象とすること
を挙げている。2020（令和 2）年には、「セ
クシュアルハラスメントとなりうる言動」に
性的指向や性自認を本人の承諾なしに第三者
に漏らしたりすることも含めている。

2020（令和 2）年には、厚生労働省の「事
業主が職場における優越的な関係を背景とし
た言動に起因する問題に関して雇用管理上講
ずべき措置等についての指針」では、パワー
ハラスメントの例として、優越的な関係を背
景として行われたものであることを前提とす
るものであるが、相手の性的指向・性自認に
関する侮辱的な言動を行うことや、労働者の
性的指向・性自認について当該労働者の了解
を得ずに他の労働者に暴露することを例示し
ている。

2020（令和 2）年には、政府の「ビジネス
と人権」に関する行動計画（2020–2025）（2020

（令和 2）年 10 月 16 日関係府省庁連絡会議）
において、人権を尊重する企業の責任を促す
ための政府による取組として、国内外のサプ
ライチェーンにおける取組及び「指導原則」
に基づく人権デュー・ディリジェンスの促進
などが盛り込まれた。

現在では、いくつもの自治体において、（1）
条例において、当該自治体、市民、事業者が
性的指向や性自認にもとづく差別を行っては
ならないと定めたり、（2）同性のカップルや
同性のカップルを含む家族にパートナーシッ
プやファミリーシップの証明書を発行したり



法曹親和会　53

宣誓と宣誓受領証の交付をするといった取り
組みがなされるようになってきている。2021

（令和 3 年）年 11 月現在で性的指向・性自認
及び性的少数者に対する差別的な取扱いを禁
止することなどを規定している条例は、およ
そ 44 ある（一般財団法人地方自治研究機構に
よる）。2022（令和 4）年 11 月 1 日現在でパー
トナー宣誓等の制度が 242 の自治体で導入さ
れている（実施自治体人口は総人口の 85.1%2 ）。
同性パートナーシップ・ネットによる）。

2023（令和 5）年には、性的指向及びジェ
ンダーアイデンティティの多様性に関する国
民の理解の増進に関する法律が成立し施行さ
れた。その 3 条（理念）において、「性的指
向及びジェンダーアイデンティティを理由
とする不当な差別はあってはならないもので
あるとの認識」が確認されている。国と地方
公共団体のそれぞれについて、性的指向及び
ジェンダーアイデンティティの多様性に関す
る国民の理解の増進に関する施策を策定し、
実施するよう努める役割が定められている。
事業主については、性的指向及びジェンダー
アイデンティティの多様性に関する当該労働
者の理解の増進に自ら努めるものとされた。
また、学校の設置者は、教育又は啓発、教育
環境の整備、相談の機会の確保等を行うこと
により性的指向及びジェンダーアイデンティ
ティの多様性に関する当該学校の児童等の理
解の増進に自ら努めることとされた。
イ  裁判例

（ア）府中青年の家事件
府中青年の家宿泊利用拒否損害賠償請求事

件（東京高判平成 9 年 9 月 16 日）において、「平
成二年当時は、一般国民も行政当局も、同性

愛ないし同性愛者については無関心であっ
て、正確な知識もなかったものと考えられる。
しかし、一般国民はともかくとして、都教育
委員会を含む行政当局としては、その職務を
行うについて、少数者である同性愛者をも視
野に入れた、肌理 [ きめ ] の細かな配慮が必
要であり、同性愛者の権利、利益を十分に擁
護することが要請されているものというべき
であって、無関心であったり知識がないとい
うことは公権力の行使に当たる者として許さ
れないことである。」「都教育委員会の本件不
承認処分は、青年の家が青少年の教育施設で
あることを考慮しても、同性愛者の利用権を
不当に制限し、結果的、実質的に不当な差別
的取扱いをしたものであり」と判示して、性
的指向にもとづく不当な差別的取り扱いは許
されないことを明らかにしていた。

（イ）同性婚にかかる訴訟
2019（平成 31）年 2 月 14 日、全国の 13

組の同性カップルが札幌・東京・名古屋・大
阪の地方裁判所において、同性間では婚姻で
きないことが違憲であると主張して、国に対
し立法不作為による国家賠償を請求する訴訟
を提起した。この結果、札幌地判令和 3 年 3
月 17 日は、法の下の平等の観点から、「性的
指向は、自らの意思にかかわらず決定される
個人の性質であるといえ、性別、人種などと
同様のものということができる」とし、性的
指向に基づく区別取扱いが合理的根拠を有す
るかについて、真にやむを得ない取扱である
か否かの観点から慎重にされなければならな
いとの立場から、同性間の婚姻を認める規定
を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関す
る諸規定は、異性愛者に対しては婚姻という

_____________________________________________________________________________________________
2 渋谷区・虹色ダイバーシティ全国パートナーシップ制度共同調査 https://nijiirodiversity.jp/7927/
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制度を利用する機会を提供しているにもかか
わらず、同性愛者に対しては、婚姻によって
生じる法的効果の一部ですらもこれを享受す
る法的手段を提供しないとしていることは、
憲法 14 条 1 項に違反するとしている。

続く大阪地判令和 4 年 6 月 20 日は平等原
則違反を認めなかったが、その後の東京地
判令和 4 年 11 月 30 日は「現行法上、同性愛
者についてパートナーと家族になるための法
制度が存在しないことは、同性愛者の人格的
生存に対する重大な脅威、障害であり、個人
の尊厳に照らして合理的な理由があるとはい
えず、憲法 24 条 2 項に違反する状態にある」
とした。

名古屋地判令和 5 年 5 月 30 日は、同性間
の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規
定について「同性カップルに対して、その関
係を国の制度によって公証し、その関係を保
護するのにふさわしい効果を付与するための
枠組みすら与えていない（中略）その限度で、
憲法 24 条 2 項に違反すると同時に、憲法 14
条 1 項にも違反する」とし、福岡地判令和 5
年 6 月 8 日は「同性カップルに婚姻制度の利
用によって得られる利益を一切認めず、自ら
の選んだ相手と法的に家族になる手段を与え
ていない本件諸規定はもはや個人の尊厳に立
脚すべきものとする憲法 24 条 2 項に違反す
る状態にある」と判示した。これら、５つの
地裁判決はいずれも原告らにより控訴され
た。

札幌高判令和 6 年 3 月 14 日は、性的指向
及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊厳にか
かる重要な法的利益であるから、「人と人と
の間の自由な結びつきとしての婚姻をも定め
る趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみ
ならず、同性間の婚姻についても、異性間の

場合と同じ程度に保障している」としたうえ
で、憲法 24 条違反（1 項・2 項の双方を含む
趣旨）を認めており、さらに憲法 14 条 1 項
違反をも認めた。

東京高判令和 6 年 10 月 30 日は、「以上に
よれば、現行の法令が、民法及び戸籍法にお
いて男女間の婚姻について規律するにとどま
り、同性間の人的結合関係については、婚姻
の届出に関する民法 739 条に相当する配偶者
としての法的身分関係の形成に係る規定を設
けていないことは、個人の人格的存在と結び
ついた重要な法的利益について、合理的な根
拠に基づかずに、性的指向により法的な差別
的取扱いをするものであって、憲法14条1項、
24 条 2 項に違反するというべきである。」と
述べた。この判決によれば、少なくとも、「婚
姻の届出に関する民法 739 条に相当する配偶
者としての法的身分関係の形成に係る規定を
設け」ることが要求されることになる。

犯罪被害者給付金の事件にて、注目すべき
最高裁判所の判例がある。犯罪により死亡し
た人の遺族に対する給付金は、「婚姻の届出
をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事
情にあつた者」も受け取ることができる。最
判三小令和 6 年 3 月 26 日は、犯罪被害者と
同性の者は、その法律の「婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
つた者」に該当しうるとした。その理由は、
犯罪被害者給付金は、遺族等の精神的、経済
的打撃を軽減し、もって犯罪被害等を受けた
者の権利利益の保護が図られる社会の実現に
寄与することを目的としており、そのような
必要性は、犯罪被害者と共同生活を営むなど
事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、
異性であるか同性であるかによって直ちに異
なるものとはいえないというものであった。
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これは、平等原則を理由とするものではない
が、最高裁判所が、一定の場面ではあるけれ
ども、同性間の家族の関係に対して異性間の
家族の関係と等しい法的保障を及ぼした最初
の判例であり、意義は大きい。

（ウ）トランスジェンダーにかかる訴訟
① 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例

に関する法律」が性同一性障害者につき性別
の取扱いの変更の審判が認められるための要
件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機
能を永続的に欠く状態にあること」を要求し
ていることに関して、最判平成 31 年 1 月 23
日において、法廷意見は「このような規定の
憲法適合性については不断の検討を要する」

「現時点では、 憲法 13 条、14 条 1 項に違反す
るものとはいえない」と述べた。「現に未成
年の子がいないこと」の要件に関する最判令
和 3 年 11 月 30 日では、憲法違反ではないと
されたが、宇賀克也裁判官の反対意見では、

「人がその性別の実態とは異なる法律上の地
位に置かれることなく自己同一性を保持する
権利」が憲法第 13 条で保障されていること
を確認している。

② 最判令和 5 年 7 月 11 日は、戸籍上の性
別は男性であるが性自認は女性であり、法律
上の性別の取り扱いの変更の審判は受けてい
ない経済産業省の職員が女性トイレの使用や
人事異動に関して不当な取り扱いを受けたと
して人事院に対して行政措置の要求をしたと
ころいずれの要求も認められないとの判定を
受けた事案において、トイレの使用に係る要
求に関する部分について、事件の具体的な事
情を検討したうえで、「本件判定部分に係る
人事院の判断は、本件における具体的な事情
を踏まえることなく他の職員に対する配慮を
過度に重視し、上告人の不利益を不当に軽視

するものであって、関係者の公平並びに上告
人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地か
ら判断しなかったものとして、著しく妥当性
を欠いたものといわざるを得ない。」と判示
して人の性自認の尊重に関する事案で（さら
には広く差別事件一般においても）参考にさ
れるべき判断方法を示した。

③ 続いて、最判令和 5 年 10 月 25 日は、
性別の取り扱いの変更の審判の要件として

「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続
的に欠く状態にあること」を求める特例法３
条１項４号について、「本件規定による身体
への侵襲を受けない自由の制約については、
現時点において、その必要性が低減しており、
その程度が重大なものとなっていることなど
を総合的に較量すれば、必要かつ合理的なも
のということはできない。」「よって、本件規
定は憲法 13 条に違反するものというべきで
ある。」とした。
ウ 自由権規約委員会の総括所見

以上が日本政府及び裁判所のこれまでの動
向であるが、府中青年の家判決において示さ
れた公権力の無関心は決して無くなってはい
ないのが現状である。社会的な差別もまだま
だ無くなっていないことも否定できない。性
自認ゆえの、また、性的指向ゆえの、差別や
不利益、暮らしにくさ、生きにくさは依然と
して続いている。性別に違和感があることや
同性に関心を持つことで自らを異常ではない
かと悩んだり、親や兄弟の理解を得られず関
係が断絶したり、就職が困難であったり、仕
事の上で不利益を受けたり、転職や低収入を
余儀なくされたりすることがある。いじめや
暴力を受けることもある。カミングアウトを
相手が受け止めてくれるとは限らず、人間関
係の悪化につながることもある。自殺を考え
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たりする人も多い。
市民的及び政治的権利に関する国際規約

（以下、「自由権規約」）に関する第 5 回日本
の政府報告書審査における自由権規約委員会
の総括所見（2008( 平成 20) 年 10 月 30 日・
段落 29）、自由権規約第 6 回日本の政府報告
書審査における自由権規約委員会の総括所見

（2014( 平成 26) 年 8 月 20 日・段落 11）、経済的、
社会的及び文化的権利に関する国際規約（以
下、「社会権規約」）の第 3 回日本の政府報告
書審査における社会権規約委員会の総括所見 

（2013( 平成 25) 年 5 月 17 日・段落 10）に続き、
自由権規約第 7 回日本の政府報告書審査にお
ける自由権規約委員会の総括所見（2022( 令
和 4 年 ) 年 11 月 30 日・段落 11）においては、
次のように指摘されている。

反差別の法的枠組み
8. 　委員会は、憲法第 14 条が全ての個人の

ために法の下の平等を確立する一般的な非
差別条項を含むことに留意するものの、規
約の条項に従った包括的な反差別法がない
ことに引き続き懸念を抱いている。委員会
は、包括的な反差別法を制定する計画に関
する情報が締約国から得られていないこと
に遺憾の意を表明する（自由権規約 2 条、
20 条及び 26 条）。

9. 　締約国は、包括的な反差別法を制定する
ことを含め、その法的枠組みが、人種、意
見、性的指向、性自認、出生及び他の地位
を含む規約に基づく全ての禁止事由に基づ
く、私的領域を含むあらゆる形態の直接、
間接及び複合差別に対する十分かつ効果的
な実体的及び手続的保護並びに差別の被害
者に対する効果的かつ適切な救済へのアク
セスを提供することを確保するために必要

な全ての措置を講じるべきである。
性的指向及び性自認に基づく差別
10.　委員会は、性的指向及び性自認に基づ

く差別と闘い、平等な取扱いに関する啓
発をするために締約国が採った措置に留意
する。しかしながら、委員会は、性的指向
及び性自認に基づく差別を明示的に禁止す
る法律が存在しないことに懸念を抱いてい
る。さらに、レズビアン、ゲイ、バイセクシュ
アル及びトランスジェンダーの人々が、特
に公営住宅、戸籍上の性別の変更、法律婚
へのアクセス及び矯正施設での処遇におい
て差別的な扱いに直面していることを示す
報告に懸念を抱いている（自由権規約 2 条
及び 26 条）。

11.　委員会の前回の勧告に従って、締約国
は以下のことを行うべきである。

(a) 　レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル及
びトランスジェンダーの人々に対する固定
観念及び偏見と闘うための啓発活動を強化
すること。

(b)　同性カップルが、公営住宅へのアクセス
及び同性婚を含む、規約に定められている
全ての権利を、締約国の全領域で享受でき
るようにすること。

(c) 　生殖器又は生殖能力の剥奪及び婚姻して
いないことを含む、性別変更を法的に認め
るための正当な理由を欠く要件の撤廃を検
討すること。

(d)　トランスジェンダーの被収容者に対す
る標準的な取扱いとして独居拘禁が使用さ
れないようにするため、2015 年のトラン
スジェンダーの被拘禁者の取扱いに関する
ガイドラインとその実施を見直すことを含
め、矯正施設におけるレズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル及びトランスジェンダー
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の被収容者に対する公正な取扱いを確保す
るための必要な措置を講じること。

エ  日弁連の意見書
日弁連は、2019（令和元）年 7 月 18 日、「同

性の当事者による婚姻に関する意見書」を発
表し、「我が国においては法制上、同性間の
婚姻（同性婚）が認められていない。そのた
め、性的指向が同性に向く人々は、互いに配
偶者と認められないことによる各種の不利益
を被っている。これは、性的指向が同性に向
く人々の婚姻の自由を侵害し、法の下の平等
に違反するものであり、憲法 13 条、14 条に
照らし重大な人権侵害と言うべきである。し
たがって、国は、同性婚を認め、これに関連
する法令の改正を速やかに行うべきである。」
と述べている。

また、2021（令和 3）年 2 月 18 日には、「同
性の者も事実上婚姻関係と同様の事情にある
者として法の平等な適用を受けるべきことに
関する意見書」も発表している。この意見書
では，犯罪被害者給付金の最高裁判例と同様
の手法もいわば別解として可能であることが
示唆されている。
(4)  東弁のこれまでの取り組み
ア  人権救済事件

東弁は、2008（平成 20）年の人権救済事
件にて、拘置所に勾留されている男性被告人
が男性同性愛雑誌を閲読しようとしたのに
対し、拘置所がこれを不許可としたことが、
被告人の図書の閲読の自由を侵害するとし
て、拘置所所長に対して警告している。また、
2015（平成 27）年の人権救済事件において、
拘置所の申立人に対する書籍（男性同士の性
行為等が掲載された成人用雑誌、男性同士の
恋愛や性行為等の場面を描写した漫画及び小
説等合計 22 冊）の閲覧禁止措置等の行為に

ついて、「性的指向による不合理な差別的取
扱であり、申立人の享有する閲読の自由に対
する必要かつ合理的な範囲の制約を超える制
約であるから、申立人の同自由を侵害するも
のである。」と警告をした。
イ  シンポジウムや電話法律相談など

東弁は、2012（平成 24）年には、セクシュ
アル・マイノリティの人権についてシンポジ
ウムを開催し、2013（平成 25）年には、1 日
制のセクシュアル・マイノリティ電話法律相
談を実施し、 2014（平成 26）年より月に 1 回、
2016（平成 28）年からは月に 2 回、セクシュ
アル・マイノリティ電話法律相談を実施して
いる。シンポジウムも電話法律相談も全国の
単位会では最初のものである。また 2014（平
成 26）年と 2015（平成 27）年には、学校に
おける子どもたちのために何ができるのかに
ついて市民向け公開学習会を開催している。
2016（平成 28）年には、「セクシュアル・マ
イノリティの法律相談」との書籍を出版して
いる。2017（平成 29）年以降もほぼ毎年市民
を対象とするシンポジウムを開催している。
ウ  弁護士会の規則等の整備

東弁は、2018（平成 30）年には、東弁就
業規則に、「この規則において配偶者は、異
性であるか同性であるかを問わず、事実婚の
相手方を含む」「この規則において子は、事
実婚の相手方の子その他事実上養子縁組関係
と同様の事情にある者を含む」との規定及び

「職員は、健全な職場環境を堅持するために、
いかなる形でも性を理由とする差別的取扱い
及びセクシュアル・ハラスメントを行っては
ならない。」との規定を置き関連規定と合わ
せて改正をした（翌年に施行）。同年、性を
理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・
ハラスメントの防止等に関する規則も性的指
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向や性自認に関するものも対象とすることを
明確にしている。会員に関する会則・会規・
規則は、2019（令和元）年に改正された（翌
年に施行）。
エ  弁護士会の意見書

東弁は、2021（令和 3）年 3 月 8 日付「同
性カップルが婚姻できるための民法改正を求
める意見書」により、「国は、同性婚を認め、
これに関連する法令の改正を速やかに行うべ
きである。」との意見を発表した。

また、2022（令和４）年 3 月 23 日付「性
同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律の「現に未成年の子がいないこと」の要
件に関する意見書」により、特例法 3 条 1 項
3 号の「現に未成年の子がいないこと」を削
除することを求めた。
(5)  東弁の今後の取り組み
ア  弁護士会の人権擁護の活動のひとつとし
て

人がいかなる性的指向があり性自認をして
いても差別されることなく平等に人権が保障
されるために東弁が今後とも貢献していくべ
きことは会員全員の同意の得られるところで
あろう。また、東弁は、これまでも様々な方
策と手法で人権の擁護を果たしてきたところ
であり、この問題についても同様な方策と手
法がとられるべきである。
イ  弁護士会内における活動

性的指向や性自認に関わらず平等に人権が
保障されるべきことについて、各会員に対し
て弁護士会が広報をおこなうことも大切であ
る。各会員についても各会員の依頼者につい
てもその性的指向や性自認が多様でありうる
ことも研修などを通じて周知をはかりたい。
ウ  弁護士会からの活動

弁護士会から社会に対する活動としては、

すでにあげた人権救済活動、弁護士会による
法律相談、シンポジウムや公開学習会がある。

また国や自治体が次のような事項について
どのような政策をとるべきかを会内で議論し
つつ、弁護士会としてなすべきことに取り組
むべきである。
・国や自治体との関係においても、雇用、教

育、医療、役務の提供などの場においても、
性的指向や性自認に基づく差別を禁止する
反差別法を立法すること（適用場面と差別
事由のいずれにおいても包括的な差別禁止
法も検討に値する）。

・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関
する法律を改正して、過剰な要件を課され
ることなく人がその望む性別を法的に認め
られることを実現する法律へと変えるこ
と。

・当事者の性別に関わりなく婚姻をすること
が可能となるように民法及び関連する法令
を改正すること。

・法執行機関、医療、教育、司法その他の役
務提供部門において活動する人々が十分な
訓練を受けて、性的指向や性自認にかかわ
らず平等な取り扱いをすることができるよ
うにすること。

・社会のどの部門においても反差別立法を実
施する国単位での行動計画を採用するこ
と。

・東弁は、東京都や市区町村が住民に対して
性的指向や性自認に関わらず平等な取り扱
いをするために必要な条例の整備や教育活
動に貢献すること。

今後とも弁護士と弁護士会は、人権を擁護
し、性的指向や性自認に関わらず人が生まれ
ながらにして自由かつ平等であることの実現
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を目指して活動を続けるべきであり、当会は
これに積極的に参加していく。

４　高齢者・障がい者の人権
(1)  高齢者をめぐる状況について
ア 急速な高齢化

日本は諸外国に例を見ないスピードで高齢
化が進行している。

2023（令和 5）年 9 月 15 日時点の推計に
よれば、総人口が減少する中で、65 歳以上
の高齢者の人口は 3,623 万人と過去最多であ
り、総人口に占める割合（高齢化率）は過去
最高の 29.1％で、世界でもっとも高くなって
いる（総務省統計局発表）。東京も同様の傾
向で、同日時点の推計によれば、東京都の
高齢者人口は 311 万人、高齢化率は 23.5％に
上る（東京都総務局発表）。2070（令和 52）
年には総人口の約 2.6 人に 1 人が 65 歳以上、
約 4 人に 1 人が 75 歳以上になることが予想
されている（内閣府令和 6 年版高齢社会白
書）。
イ  高齢者の介護

厚生労働省の発表によれば、2024（令和 6）
年 6 月末現在、要介護（要支援）の認定者数
は 715.5 万人に上る（第 1 号被保険者に対す
る 65 歳以上の認定者数の割合約 19.6％）。こ
れに伴い、介護保険制度も予防重視型システ
ムへの転換が図られており、2025（令和 7）
年を目処に、高齢者の尊厳の保持と自立生活
の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れ
た地域で生活を継続できるような包括的な支
援・サービス提供体制「地域包括ケアシステ
ム」（地域における医療及び介護の総合的な
確保の促進に関する法律 2 条）の構築が推進
されている。その中心である地域包括支援セ
ンターでは、高齢者虐待防止・早期発見のた

めの事業その他の権利擁護のために必要な事
業も担うこととされており、日本司法支援セ
ンターのみならず（総合法律支援法 32 条 2、
3 項参照）、弁護士会・弁護士と同センター
とのより一層の連携強化が望まれるところで
ある。この点、日弁連高齢者・障害者支援セ
ンターがモデル事業を行った上で推進してい
る、地域包括支援センター等との連携への取
組みは東京においても積極的に行っていくべ
きである。

特に、2019（令和元）年、厚生労働省は、「認
知症施策推進大綱」を取りまとめるとともに、

「認知症高齢者等を支える地域づくりに向け
た成年後見制度の利用に係る相談体制とネッ
トワーク構築に関する調査研究事業」への助
成を行い、さらに、2024（令和 6）年 1 月 1
日には「共生社会の実現を推進するための認
知症基本法」が施行され、今後、同法に基づ
き認知症施策推進基本計画の策定が予定され
るなど、高齢者をめぐる総合的な権利擁護体
制の構築に向けた動きが活発化しているとこ
ろである。今後も、権利擁護を担う弁護士・
弁護士会が、高齢者福祉分野における連携・
ネットワークづくりの動きに積極的に関わっ
ていくことは重要である。
ウ  高齢者の虐待防止

高齢者虐待防止法（高齢者虐待の防止、高
齢者の養護者に対する支援等に関する法律）
施行後も、要介護高齢者等に対する虐待問題
は解決していない。厚生労働省の調査（2022

（令和 4）年度）で高齢者虐待と判断された
ものだけでも、養護者による虐待につき 1 年
間で 16,669 件（相談・通報 38,291 件）、養介
護施設従事者等による虐待につき 1 年間で
856 件（相談・通報 2,795 件）にも上るところ、
虐待の早期発見努力義務（高齢者虐待防止法
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5 条）が課せられている弁護士には、より積
極的な関与が期待されている。東京弁護士会
では、高齢者・障害者の権利に関する特別委
員会に高齢者虐待防止に関する部会を設置し
て検討を重ねているが、より一層の取り組み
が求められる。実際、被虐待者（高齢者）の
法定後見制度の利用が効果的な方策の一つで
あるにもかかわらず、上記調査（2022（令和 4）
年度）でも、養護者による虐待の事実が認め
られた事例への対応として、成年後見制度の
利用があったのは 1,614 人（利用開始済 943
人及び利用手続中 671 人）に過ぎず、被虐待
高齢者数と比較すると利用が低調であるとい
える（令和 6 年 3 月 29 日付厚生労働省老健
局長通知参照）。

市町村長による後見開始審判の申立て（老
人福祉法 32 条等）の支援・代理業務（特に、
迅速な対応を要する審判前の保全処分申立、
続く財産管理者の業務において弁護士の役割
は大きい）や後見業務等に関しても弁護士の
活躍が期待されている。あわせて、セルフ・
ネグレクト状態にある高齢者への対応や財産
上の不当取引による高齢者被害への対応、ま
た、 2017（平成 29）年度に抜本的な見直し
を行った高齢者権利擁護等推進事業について
も、弁護士・弁護士会も積極的に関与してい
くべきである（2020（令和 2）年 3 月 24 日
付厚生労働省老健局長通知参照）。

また日弁連高齢者・障害者支援センター
は、2023（令和 5）年 7 月 13 日付で、事業
者による高齢者・障害者に対する虐待検証の
ための第三者委員会ガイドラインを策定して
おり、虐待の防止に向けた取組に関与してい
くことも必要といえる。
(2)  障がい者をめぐる状況について
ア  障害者の権利に関する条約の批准と国内

法令の整備等
2014（平成 26）年 1 月 20 日、日本は、「障

害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）
の批准書を寄託し、同年 2 月 19 日、同条約
は日本について効力を生ずるところとなっ
た。本条約の批准に向けて政府は、2011（平
成 23）年「障害者基本法」の改正、2012（平
成 24）年「障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律」（総合支援
法）の制定、2013（平成 25）年「障害者の
雇用の促進等に関する法律」（雇用促進法）
の改正及び「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律」（障害者差別解消法）の
制定など、国内法の整備を行っており、これ
らは日弁連の長年にわたる政府への働きかけ
の成果といえよう。しかし、未だ障害者権利
条約の趣旨を実現するにあたって国内法整備
が十分であるとは言い難い。例えば、精神保
健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を
改正する法律案（第 193 回国会に提出、第
194 回国会で衆議院解散により廃案になった
もの）は、精神障がい者の声を十分に反映さ
せたものになっていなかった（2017（平成
29）年 11 月 15 日日弁連「精神保健福祉法改
正案に対する意見書」）。2023（令和 5）年 3
月の閣議決定に基づき、改正障害者差別解消
法が 2024（令和 6）年 4 月 1 日に施行され
たが、弁護士会としては、今後も、障害者権
利条約の趣旨を活かした国内法の整備を進め
るよう、政府に積極的に働きかける必要があ
ろう（2014（平成 26）年 10 月 3 日「障害者
権利条約の完全実施を求める宣言」等）。

加えて、既に施行された国内法の運用等
にも注視していくべきである。この点、雇用
促進法においては、国や地方公共団体、民間
企業に対して、従業員の法定雇用率以上の障
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がい者の雇用を義務づけているにもかかわら
ず、中央省庁において障がい者の雇用割合を
水増しし、法定雇用率を下回る運用がされて
いたことが明らかとなった（2018（平成 30）
年 8 月 28 日厚生労働省「国の行政機関にお
ける平成 29 年 6 月 1 日現在の障害者の任免
状況の再点検結果について」）。これを受けて、
改正法では、国および地方公共団体における
障がい者の雇用状況についての的確な把握等
に関する措置を講ずる内容が盛り込まれた
が、弁護士会としては、条約や法の趣旨が形
骸化されることのないように監視していくこ
とが必要であろう。障害者差別解消法（2016

（平成 28）年 4 月 1 日施行）については、障
がい者への理解を深め、差別を解消する取組
みをより推進するため、自治体が独自に条例
を制定する動きが出ている（「東京都障害者
への理解促進及び差別解消の推進に関する条
例」等）。相模原市の障害者支援施設におけ
る事件等に鑑みても、障がい者に関する関心
と理解を深める取り組みは重要である。弁護
士会も、自治体等と連携して、このような条
例の制定をバックアップすることは有意義で
ある。また、改正障害者差別解消法で義務化
された、民間企業における合理的配慮の提供
の実施状況も監視していく必要があるだろ
う。
イ  障がい者の虐待防止

2012（平成 24）年 10 月 1 日に「障害者虐
待の防止、障害者の養護者に対する支援等に
関する法律」（障害者虐待防止法）が施行さ
れた後も、障がい者に対する虐待問題は解決
していない。2022（令和 4）年度、障害者虐
待と判断されたものだけでも、養護者による
虐待 2,123 件（相談・通報 8,650 件）、障害
者福祉施設従事者等による虐待 956 件（相

談・通報 4,104 件）及び使用者による虐待相
談・通報 538 件に上っている。

同法では障がい者への虐待を発見した人に
市町村への通報を義務付けたほか、虐待が疑
われる家庭への市町村の立入調査も可能とさ
れ、埋もれがちであった虐待の実態が明らか
になってきたともいえるが、虐待を受けたこ
との認識がない、被害を訴えることが困難で
あるという障がい者の事情に鑑みれば、高齢
者虐待に対する取組みと同様に、弁護士・弁
護士会がより積極的に障がい者の虐待の防
止・救済に関わっていくべきである（この点、
山口県弁護士会では、障害者施設での虐待防
止を目的に、知的障害者福祉協会と包括協定
を結んでいる）。また、障害者権利条約の趣
旨を活かし、障がい者の尊厳が尊重される生
活を確保するためにも、障がい者の虐待防止
の仕組みの範囲を拡大し、学校、保健所等、
医療機関、官公署等における虐待も障害者虐
待防止法の適用対象とするものに改正するべ
く、弁護士会は今後も積極的な提言・取組み
を行っていくべきである（上記「障害者権利
条約の完全実施を求める宣言」）。特に、2023

（令和 5） 年 2 月には、八王子市の精神科病
院「滝山病院」で患者への虐待事件が発覚し
大きく報道されたところであり、精神科病院
に入院している障がい者の権利擁護について
は、精神保健福祉法の改正も視野に入れた
議論が必要である（2023（令和 5）年 2 月 16
日付日弁連「精神保健福祉制度の抜本的改革
を求める意見書～強制入院廃止に向けた短期
工程の提言～」参照）。
(3)  高齢者・障がい者の財産管理・身上監
護の制度～成年後見制度

成年後見制度は、財産管理・身上監護に
おいて、高齢者・障がい者の権利擁護の役割
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を果たす制度であるが、最高裁判所の統計に
よれば、2023（令和 5）年 12 月末日時点に
おける成年後見制度利用者数は全国で合計 
249,484 人（前年 245,087 人）に止まり、未
だ制度として定着したとは言い難い状況であ
る。加えて、そもそも、現行の成年後見制度は、
精神上の障害による判断能力の低下に対し画
一的かつ包括的な行為能力の制限を定めてい
るが、前述の障害者権利条約の趣旨に鑑みれ
ば、個々人に応じた必要最小限の制限にとど
め、当事者が可能な限り自己決定しうる支援
と環境整備を原則とする制度に改めるべきで
ある（上記「障害者権利条約の完全実施を求
める宣言」）。2015（平成 27）年 10 月 1 日に
行われた人権擁護大会シンポジウムでも「成
年後見制度」から「意思決定支援制度」への
転換が模索されたところである（2015（平成
27）年 10 月 2 日「総合的な意思決定支援に
関する制度整備を求める宣言」）。2016（平成
28）年 4 月 8 日には「成年後見制度の利用促
進に関する法律」が成立し、2022（令和 4）
年 3 月 25 日には「第二期成年後見制度利用
促進基本計画」が策定された。今後も、弁護
士会は、成年後見制度の一翼を担う専門職団
体として、より積極的に成年後見制度の改革
の議論に参加していくべきである（2016（平
成 28）年 4 月 22 日付会長声明、2017（平成
29）年 2 月 16 日付東京弁護士会会長「『成年
後見制度利用促進基本計画の案』に盛り込む
べき事項に関する意見募集（パブリックコ
メント）に対する意見」、及び、2022（令和
4）年 2 月 8 日付東京弁護士会会長「『第二期
成年後見制度利用促進基本計画 最終とりま
とめ案』に盛り込むべき事項に関する意見募
集（パブリックコメント）に対する意見」参
照）。この点、日本弁護士連合会もメンバー

の一 員である「意思決定支援ワーキンググ
ループ」が取りまとめた、「意思決定支援を
踏まえた後見事務のガイドライン」（2020（令
和 2）年 10 月 30 日）は具体的かつ実践可能
な指針として参考になるものであり、弁護士
会としてその普及・啓発にも尽力していくべ
きであろう。

また 2024（令和 6）年 2 月には、法務大
臣の諮問により法制審議会民法（成年後見等
関係）部会が設置され、成年後見制度の法改
正に向けた具体的な検討が行われることとな
り、現在、精力的に部会で議論がなされてい
る。概要としては、現行の 3 類型を廃止し、
必要性・補充性の原則に基づく一元化の議論
や、代理権・取消権のあり方が議論されてい
る。　本人の権利擁護の視点に立ち、新たな
制度の構築に向けて、必要な提言を行ってい
くべきである。
(4)  高齢者・障がい者をめぐって近時意識
されてきた課題
ア  『地域共生社会』の実現との関連で

前述⑴イのとおり、高齢者については、「地
域包括ケアシステム」の構築が推進されてい
るが、更に、このシステムの理念を、地域に
おける障がい者、生活困窮者、子ども・子育
て・家庭に関する分野にも広げ、『地域共生
社会』（制度・分野ごとの『縦割り』や「支
え手」「受け手」という関係を超えて、地域
住民や地域の多様な主体が『我が事』として
参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超
えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひ
とりの暮らしと生きがい、地域をともに作っ
ていく社会）の実現を目指す取組が推進され
ている。これは、課題の複合化（高齢の親と
無職独身の 50 代の子の同居（8050）問題や、
介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケ
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ア）問題等）や制度の狭間（いわゆる「ごみ
屋敷」問題等）といった、既存の制度による
解決では困難である問題も意識されるように
なり、必要な支援を包括的に確保するという

「地域包括ケアシステム」の理念を普遍化し、
高齢者に限らず、包括的支援体制を構築する
という取組である。

この取組との関係で、弁護士・弁護士会
は、課題の複合化や制度の狭間の問題に的確
に対応するための、包括的・総合的な相談体
制のチームの一員としての役割が期待されて
いる。厚生労働省のモデル事業（2018（平成 
30） 年度及び 2019（令和元）年度）でも「多
機関の協働による包括的支援体制構築」の試
みの中で、複数の自治体で弁護士・弁護士会
との連携が模索されており、弁護士会側で
も、課題の複合化や制度の狭間の問題に対応
できる受け皿を準備していく必要があると考
える。
イ  裁判手続の IT 化との関連で

裁判手続の IT 化を議論するにあたって
は、障がい者や高齢者が「司法弱者」となら
ないように、本人サポートの在り方も含め
て、裁判を受ける権利をより充実させるため
の IT 化はいかにあるべきかを検討する必要
がある。障がい者への配慮が不十分なまま制
度やシステムが設計されてしまうと、障がい
者は裁判手続を利用する機会を失いかねない
ことになるし、また、IT 化された裁判手続
を利用し、その利便性を享受するためには、
パソコン等の機器やインターネットに接続す
る通信環境が必要であるが、特に高齢者はこ
のような機器や通信環境を保有していない
か、またはその利用に習熟していない者が多
く、他者との交わりが乏しい場合もあって、
本人サポートも受けにくいことが考えられる

からである（2021（令和 3）年 10 月 30 日第
29 回司法シンポジウム基調報告書参照）。

もっとも、裁判手続の IT 化を論ずる以前
に、現状の裁判手続においても、視覚・聴覚
障がい者のための裁判所の対応態勢が十分で
あるとは言い難いことが、第 29 回司法シン
ポジウムに先立って行われた、裁判所におけ
る視覚・聴覚障がい者用補助具の備置状況等
に関する調査結果からも明らかとなった（第
29 回司法シンポジウム基調報告書 DVD 掲載
資料「裁判所における視覚・聴覚障がい者用
補助具の据置状況等に関するアンケート」）。
現状の裁判手続においても、前記⑵アのよう
に障害者権利条約の趣旨を活かし、障害者基
本法 29 条を実現できるような、国内法の整
備や運用が進められるよう留意していくべき
である。

なお、本節において、「障害者」「障がい者」
の表記につき、法律用語や引用については原
文のままとし、それ以外は「障がい者」の表
記を用いた。
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第 6 章　憲法問題
１ 新安保法制法について
⑴  問題の所在

第二次安倍内閣は、2014（平成 26）年 7
月 1 日、「国の存立を全うし、国民を守るた
めの切れ目のない安全保障法制の整備につい
て」と題する閣議決定を行い、「我が国に対
する武力攻撃が発生した場合のみならず、我
が国と密接な関係にある他国に対する武力攻
撃が発生し、これにより我が国の存立が脅か
され、国民の生命、自由及び幸福追求の権利
が根底から覆される明白な危険がある場合に
おいて、これを排除し、我が国の存立を全う
し、国民を守るために他に適当な手段がない
ときに、必要最小限度の実力を行使すること」
ができるとして、集団的自衛権の行使も憲法
上認められる場合があるとの見解を示した。
また、上記閣議決定に基づいて、自衛隊が集
団的自衛権の行使としての活動を実際に実施
できるようにするため、平和安全法制関連二
法（以下「新安保法制法」といい、新安保法
制法に基づく防衛法制を指す文脈では「新
安保法制」という表現も用いる。）を国会に
上程し、2015（平成 27）年 9 月 19 日に可決
させた（2015（平成 27）年 9 月 30 日公布）。
しかしながら、新安保法制法を審議中の衆議
院の憲法審査会において、参考人として招致
された 3 名の大学教授が全員憲法違反である
との意見を表明したとおり、集団的自衛権の
行使は、日本国憲法に反して許されないので
はないか、それ故集団的自衛権の行使を定め
た新安保法制法は、違憲無効ではないかとい
う点が問題となる。

⑵  集団的自衛権行使の解釈について
ア  憲法前文と 9 条

日本国憲法は、その前文において「日本
国民は、正当に選挙された国会における代表
者を通じて行動し、われらとわれらの子孫の
ために、諸国民との協和による成果と、わが
国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保
し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起
ることのないやうにすることを決意し、ここ
に主権が国民に存することを宣言し、この憲
法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛
な信託によるものであつて、その権威は国民
に由来し、その権力は国民の代表者がこれを
行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基くものである。われらは、こ
れに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除
する。」と述べて、平和主義を憲法の基本原
理として採用した。この前文の平和主義は 9
条に具体化され、1 項で「日本国民は、正義
と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求
し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇
又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段
としては、永久にこれを放棄する。」と述べ、
2 項で「前項の目的を達するため、陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない。国の交
戦権は、これを認めない。」と述べて、戦争
の放棄を表明している。
イ  憲法制定時の政府解釈と自衛隊の創設

日本国憲法の制定過程における 1946（昭
和 21）年 4 月、枢密院と帝国議会での審議
に備えて法制局が作成した「憲法改正草案に
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関する想定問答・同草案説明第三輯」及びそ
の増補には、「我國に対し、外國が戦争を仕
掛けて来た場合は如何」「第九条の規定と自
衛戦争との関係如何」との問いに対し、9 条
は全体として侵略、自衛を問わず、すべての
戦争を放棄するが、「自衛権」に基づく「緊
急避難」ないし「正当防衛」的行動までなし
得ないわけではない（外国の侵略に対し拱手
してこれを甘受しなければならないのかとい
えば、そうではない。その地の国民が、有り
合わせの武器をとって蹶起し、抵抗すること
は、もとより差し支えないし、又かかるゲリ
ラ戦は相当に有効である。しかし、これは国
軍による、国の交戦ではない。したがって、
国の戦力はなくともできるし、国の交戦権は
必要としない。この場合の侵略軍に対する殺
傷行為は、交戦権の効果として適法となるの
でなく、緊急避難ないし正当防衛の法理によ
り説明すべきものである。）と記されている。
当時の吉田茂首相が同年 6 月 26 日の衆議院
帝国憲法改正案第 1 読会にて、戦争放棄につ
いて、自衛のための戦争も交戦権も放棄した
ものであると言明したことも知られるところ
である。いわゆる芦田修正により、2 項冒頭
に「前項の目的を達するため」という文言が
入った後も、政府は、1 項が侵略戦争を否定
するものであって、自衛戦争を否定するもの
ではないが、2 項が戦力の保持及び交戦権を
否定する結果として、結局、自衛戦争をも行
うことができないことになるとの解釈に特段
の変化はないとの見解を示していた。ところ
が、1950（昭和 25）年に朝鮮戦争が勃発し、
在日米軍が国連軍として参戦することが決
まると、軍事的空白を埋めるべく GHQ の占
領政策の一環として警察予備隊が設置され、
1952（昭和 27）年に保安隊への改組と警備

隊の設置を経て、1954（昭和 29）年には自
衛隊が創設されるに至った。そして、その保
有する「実力」が「警察力」から「自衛力」
へと強化されていく過程で、憲法 9 条との整
合性をめぐって深刻な対立が生じた。東西冷
戦終結後の 1990 年代以降は、我が国を取り
まく環境の変化を強調して、我が国を集団的
自衛権を行使することのできる国にしようと
する動きが現れ、ついに国政上重要な争点と
なるに至った。
ウ  憲法 9 条 2 項の政府解釈

自衛隊は、それが有する装備に照らして
陸海空軍などの「戦力」にほかならないと
して憲法 9 条 2 項に違反するのではないかと
の疑問に対し、従来の政府見解は、憲法 9 条
は自衛権の放棄を定めたものではなく、その
自衛権の裏付けとなる自衛のための必要最小
限度の実力は憲法 9 条 2 項にいう「戦力」に
は該当しないとの立場をとってきた。その上
で、自衛権を行使することができるのは、①
我が国に対する急迫不正の侵害（武力攻撃）
が存在すること、②この攻撃を排除するため
他の適当な手段がないこと、③自衛権行使の
方法が必要最小限度の実力行使にとどまるこ
と、の 3 要件を満たした場合（個別的自衛
権）に限られると答弁してきた（1969（昭和
44）年 3 月 10 日参議院予算委員会法制局長
官答弁、1972（昭和 47）年 10 月 14 日参議
院決算委員会提出資料、1985（昭和 60）年
9 月 27 日政府答弁書）。これに対し、集団的
自衛権は、国連憲章 51 条によって我が国に
も認められているものの、上記①のわが国に
対する急迫不正の侵害（武力攻撃）の存在と
いう要件を欠いているから、憲法 9 条 2 項に
反して許されないとして、その行使が一貫し
て否定されてきた。なお、日本国憲法上認め
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られている自衛権の行使が「我が国を防衛す
るために必要最小限度の範囲にとどまるべき
ものである。」というのであれば（1981（昭
和 56）年 5 月 29 日稲葉誠一議員に対する答
弁 32 号）、必要最小限度の範囲にとどまるか
どうかは数量的概念であるから、「我が国を
防衛するために必要最小限度の範囲にとどま
る」ところの集団的自衛権は日本国憲法上も
認められるという見解（2004（平成 16）年 1
月 26 日衆議院予算委員会における安倍晋三
議員の質問など）は、集団的自衛権を個別的
自衛権と同質のものと考え、量的な差異があ
るだけだと捉える考え方に基づいている。こ
れに対する従来の政府見解は、自衛権を行使
するための要件のうちの①の要件が欠けてい
る場合であるから個別的自衛権とは要件が全
く異なり、質的に重なり合うことはないもの
であるとの理解に立っていた（上記安倍議員
の質問に対する内閣法制局長官の答弁）。
(3)  閣議決定と新安保法制法の問題点
ア　第二次安倍内閣による閣議決定とその問
題点

し か る に、2014（ 平 成 26） 年 7 月 1 日、
第二次安倍内閣は、「国の存立を全うし、国
民を守るための切れ目のない安全保障法制の
整備について」と題する閣議決定において、

「我が国に対する武力攻撃が発生した場合の
みならず、我が国と密接な関係にある他国に
対する武力攻撃が発生し、これにより我が国
の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸
福追求の権利が根底から覆される明白な危険
がある場合において、これを排除し、我が国
の存立を全うし、国民を守るために他に適当
な手段がないときに、必要最小限度の実力を
行使すること」ができるとして、集団的自衛
権の行使も憲法上認められる場合があるとの

見解を示し、集団的自衛権に基づいて実際に
自衛隊が活動を実施できるようにするため、
根拠となる国内法の整備を進めることとし
た。この閣議決定の根拠は、「パワーバラン
スの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊
兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安
全保障環境が根本的に変容し、変化し続けて
いる状況を踏まえれば、今後他国に対して発
生する武力攻撃であったとしても、その目的、
規模、態様等によっては、我が国の存立を脅
かすことも現実に起こり得る。我が国として
は、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解
決するために最大限の外交努力を尽くすとと
もに、これまでの憲法解釈に基づいて整備さ
れてきた既存の国内法令による対応や当該憲
法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必
要な対応を採ることは当然であるが、それで
もなお我が国の存立を全うし、国民を守るた
めに万全を期す必要がある」という点にある。
この閣議決定は、従来の政府見解との連続性・
整合性を欠いており、憲法解釈として認めら
れる余地がないということに加え、内容的に
も前文で政府の行為により再び戦争の惨禍が
おきることのないよう国民主権を宣言して平
和的生存権を謳うとともに、9 条において戦
争放棄を定め、厳格な改正手続を定める硬性
憲法である日本国憲法に反しており、憲法改
正手続によらずに内閣による「解釈改憲」を
なすものであって許されるものではなく、違
憲の疑義がある。
イ　新安保法制法とその問題点

さらに、先述のとおり上記閣議決定に基づ
く新安保法制法が可決され、2015（平成 27）
年 9 月 30 日に公布された。新安保法制法案
は、整備法（平和安全法制整備法による法
律 10 本の一部改正）と新規制定 1 本からな
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るものであり、自衛隊法、国際平和安全協力
法、重要影響事態安全確保法（旧：周辺事態
安全確保法）、船舶検査活動法、事態対処法

（武力攻撃事態等における我が国の平和と独
立並びに国及び国民の安全の確保に関する法
律）、米軍等行動関連措置法（旧：米軍行動
関連措置法）、特定公共施設利用法、海上輸
送規制法、捕虜取扱い法、国家安全保障会議
設置法、国際平和支援法（国際平和共同対処
事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊
等に対する協力支援活動に関する法律）によ
り構成されている。新安保法制法を構成する
各法律は、その内容において、集団的自衛権
の行使を容認することを前提に、各法律の改
正・制定前のこれまでの法制における制約を
外し、自衛隊の活動について、後方支援活動
等においては非戦闘地域の要件を外して「現
に戦闘行為が行われている現場」以外であれ
ば弾薬の提供等を含む後方支援活動・協力支
援活動、捜索救助活動、船舶検査活動を行う
ことを認めるものであり、自衛隊が他国の軍
隊と一体となって海外で武力行使を行うこと
とならないかが問題となる。また、国連統括
下の国連平和維持活動（PKO）以外の有志
連合等による国際連携平和安全活動を規定し
て、自衛隊に安全確保業務と駆けつけ警護業
務を認め、当該任務遂行のための武器の使用
を解禁し、他国軍隊の艦船や航空機等を含む
武器等の防護のための武器使用をも認めるこ
とで、在外邦人救出等のための武器使用とあ
わせて、目的達成のために武装勢力の妨害を
排除するための実力行使や、他国軍隊の防御
のための自衛官の武器使用が、交戦状態や武
力行使に発展することが懸念される。また、
各法律は、その審議手続について、実質的に
は 11 の法案が一括して審議され、審議経過

において熟議がなされていないとの立法手続
についての問題点も存在する。新安保法制法
を構成する各法律については、上記閣議決定
と同様に憲法上の問題を指摘することができ
る。また、規定された「集団的自衛権」行使
の要件自体が抽象的であり、政府与党間にお
いても説明が食い違うほどに、行使の要否や
可否について判断及び検証が可能な規範性を
有していない問題もある。その上、そもそも
立法事実自体が確かでなく、その根拠につい
ても極めて抽象的であり、実際上も、現在の
我が国において、自国の利益のために海外で
他国のために「集団的自衛権」を行使すべき
必要性は乏しいとの批判もなされている。集
団的自衛権の行使を許容するための論拠とし
て砂川事件の最高裁判決（最大判昭 34.12.16
刑集 13-13-3225）が引用されたことがあるが、
砂川事件においては、在日米軍が憲法 9 条 2
項の「戦力」に該当するか否かが直接の争点
として争われたものの、判決ではいわゆる統
治行為論によって司法判断が回避されたにす
ぎない。集団的自衛権の可否は争点にもなら
ず、判断されていない上、同判決が出された
後の 1960（昭和 35）年 4 月 20 日ですら、岸
信介首相によって集団的自衛権は憲法 9 条の
下では認められていないとの国会答弁がなさ
れているし、その後も政府は日本国憲法上集
団的自衛権の行使は容認できないとの解釈を
維持してきたものであるから、砂川事件の最
高裁判決は集団的自衛権の根拠となるもので
はない。人権保障のために憲法によって国家
権力の恣意を抑制するという立憲主義の立場
からは、憲法 9 条の解釈を変更した上で制定
した「安全保障法制」に関する各法律には違
憲の疑義がある。また、硬性憲法である日本
国憲法において、憲法改正手続を踏むことな



68　法曹親和会

く一政府による解釈の変更によって憲法の条
項が改正されたに等しい結果となるような事
態は許されるべきではないし、前文から導か
れる恒久的平和主義との関係においては、仮
に憲法改正手続を踏んでも認められるとは限
らず、憲法改正の限界との関係でも重大な問
題を孕んでいる。このような問題意識のも
と、日弁連や東弁を含む各単位会は、政府が
憲法 9 条の解釈を変更し、これを踏まえて法
律によって集団的自衛権の行使を容認するこ
とは、憲法の立憲主義の基本理念、恒久的平
和主義及び国民主権の基本原理に違反するこ
とを、繰り返し指摘してきた。
(4)  違憲状態の是正

憲法はその最高法規性について、「この憲
法が日本国民に保障する基本的人権は、人類
の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつ
て、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのでき
ない永久の権利として信託されたものであ
る。」（97 条）とし、「この憲法は、国の最高
法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又
は一部は、その効力を有しない。」（98 条 1 項）
と規定する。そして、「国務大臣、国会議員、
裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し
擁護する義務を負ふ。」（99 条）とされている。
違憲性が指摘され違憲状態にあると解される
法律については、裁判所による違憲審査によ
り是正されるべきであることがまず考えられ
るが、現在、憲法訴訟としては、平和的生存
権の侵害等を根拠とした差止訴訟や国家賠償
訴訟が全国各地で提起されており、その帰趨
が注目される。また、国民主権のもとで、正
当な選挙の結果に基づく法律の改廃等を通じ
た是正等も当然に検討されるべきである。

(5)  新安保法制の違憲状態について
新安保法制法を構成する各法律は 2016（平

成 28）年 3 月 29 日に施行されたが、これに
より実施可能となった任務を帯びて自衛隊が
派遣されるなど、専守防衛の枠を逸脱する活
動がなされている。従来の政府の確立した解
釈は、専守防衛にとどまる限りで最小限の実
力ないし武力の行使及び保持は許される、逆
に言えばそれを逸脱すれば違憲となるという
ものであった。現在、政府軍・反政府軍の間
の戦闘が繰り返され、紛争当事者間の停戦
合意の存在などの PKO 参加 5 原則が満たさ
れるような状況にはほど遠い南スーダンへの
PKO、司令部のあるシャルムエルシェイク
は航空機テロが発生するなど安全かどうかは
極めて微妙であるシナイ半島への自衛官の多
国籍軍派遣、米朝関係が極度に緊張していた
2017（平成 29）年 5 月に実施された武器等
防護としての米艦防護、2017（平成 29）年
4 月以降実施されている海上自衛隊による北
朝鮮の弾道ミサイルを警戒・監視する米海軍
イージス艦への燃料等の補給、さらには自衛
隊に消極的防衛的な機能を超えて、積極的攻
撃的な機能を具備させようとする動きなど、
新安保法制法の実施により専守防衛の枠を逸
脱した違憲の疑いが濃い活動が実際に行われ
ていることに、我々は十分意識的になり、こ
れらの活動を注視しなければならない。

さらに、2022（令和 4）年末には安保 3 文
書（国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛
力整備計画）が改定され、敵基地攻撃能力（反
撃能力）を保有し活用していく方針が明記さ
れたが、これについては項を改める。
(6)  敵基地攻撃能力（反撃能力）保有の問
題点
ア　小序
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2022（令和 4）年末、安保 3 文書（国家安
全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画）
が改定され、敵基地攻撃能力（反撃能力）を
保有し活用していく方針が明記され、そのた
めの増税も議論されている。

安保 3 文書では、これまで政府が使用し
てきた「敵基地攻撃能力」に代えて「反撃能
力」という用語が用いられている。「反撃能
力」という用語は、2022（令和 4）年 4 月 26
日の自民党提言によって打ち出されたもので
あるが、「反撃」という用語を用いることで
先制攻撃にあたる可能性が全くないかのよう
な誤解を与えるものであり、現実には、相手
国がミサイル等を発射する前の段階で「攻撃
に着手した」とみなして攻撃することや、集
団的自衛権の行使を容認した 2015（平成 27）
年の新安保法制法の下では、我が国と密接な
関係にある他国に対する攻撃を行った国への
攻撃も含まれることも想定されているため、

「反撃」という用語は不適切である。
他方で、「敵基地攻撃能力」という用語は、

我が国の武力行使の対象が相手国のミサイル
基地等に限定されるかのような誤解を与える
点で、必ずしも適切でない部分がある。上記
の 2022（令和 4）年 4 月 26 日の自民党提言
においても、反撃能力の対象範囲は相手国の
ミサイル基地に限定されるものではなく、相
手国の指揮統制機能等も含むものとされ、安
保 3 文書でも、想定される攻撃対象について
の限定はなされていない。

そうすると、正確には「敵基地等攻撃能力」
と言い表すべきところであるが、「敵基地攻
撃能力」という用語がこれまで広く用いられ
てきたことを踏まえ、ここでは、「敵基地攻
撃能力」という用語を用いることとする。
イ　「存立危機事態」における敵基地攻撃能

力の行使が想定されていること
安保 3 文書では、敵基地攻撃能力を「我

が国に対する武力攻撃が発生し、その手段と
して弾道ミサイル等による攻撃が行われた場
合、武力の行使の三要件に基づき、そのよう
な攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度
の自衛の措置として、相手の領域において、
我が国が有効な反撃を加えることを可能とす
る、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自
衛隊の能力」と定義しているが、同時に、後
述する 1956（昭和 31）年 2 月 29 日の政府見
解を引用して「この政府見解は、2015 年の
平和安全法制に際して示された武力の行使の
三要件の下で行われる自衛の措置にもそのま
ま当てはまるものであり、今般保有すること
とする能力は、この考え方の下で上記三要件
を満たす場合に行使し得るものである」とも
述べており、2022（令和 4）年 5 月 17 日に
閣議決定された「存立危機事態」でも敵基地
攻撃が可能とする答弁書と同様、武力の行使
の三要件を満たせば行使しうる（我が国に対
する武力攻撃が発生していなくても「我が国
と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃
が発生した場合には行使できる。）との立場
に立っていることは明らかである。
ウ　敵基地攻撃能力の保有は許されないとの
解釈が有権解釈として憲法規範となっていた
こと

敵基地攻撃能力の保有については、過去
に「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、
その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導
弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅
を待つべしというのが憲法の趣旨とするとこ
ろだというふうには、どうしても考えられな
い……そういう場合には、そのような攻撃を
防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置
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をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を
防御するのに、他に手段がないと認められる
限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理
的には自衛の範囲に含まれ、可能である」と
の国会答弁がなされたことがあり（第 24 回
国会昭和 31 年 2 月 29 日衆議院内閣委員会
15 号 1 頁鳩山内閣総理大臣答弁（船田防衛
庁長官代読））、これが現行憲法 9 条が敵基地
攻撃能力の保有を容認していることを示す根
拠であるかのように語られることがあり、政
府もこれを引用している。しかし、法理的に
自衛の範囲に含まれるかどうかという問題
と、危険があるからといって平生から他国を
攻撃するような攻撃的な脅威を与える兵器を
保有することが許されるかという問題とは、
別個の問題である。かつての自衛権発動の三
要件（①我が国に対する急迫不正の侵害があ
ること、すなわち武力攻撃が発生したこと、
②これを排除するために他の適当な手段がな
いこと、③必要最小限度の実力行使にとどま
るべきこと）のコロラリーとして、政府は、
従前、自衛力が全体として他国に脅威を与え
るものであってはならないとし、個々の兵器
に関しても、他国の領域に対して直接脅威を
与えるもの、外国が脅威を感ずるような攻撃
的兵器（ICBM、中距離・長距離弾道弾、長
距離核戦略爆撃機、長距離戦略爆撃機、攻撃
型空母等）の保有は、直ちに自衛のための必
要最小限度の範囲を超えることとなるため、
許されないとしてきた（第 55 回国会昭和 42
年 3 月 31 日参議院予算委員会 4 号 3 頁佐藤
榮作内閣総理大臣答弁、第 63 回国会昭和 45
年 3 月 30 日衆議院予算委員会 18 号（その 1）
24 頁中曽根防衛庁長官答弁、第 65 回国会昭
和 46 年 5 月 15 日衆議院内閣委員会 26 号 3
頁久保防衛庁防衛局長答弁、第 112 回国会昭

和 63 年 4 月 6 日参議院予算委員会 18 号 2 頁
瓦力防衛庁長官答弁等）。これは、個別的自
衛権のみを行使しうるとのかつての政府解釈
が有権解釈として憲法規範であったことと同
様の意味において、憲法規範であったのであ
り、敵基地攻撃能力を防衛 3 文書に明記しよ
うとの試みは、新安保法制法同様、憲法改正
手続を潜脱してこの規範を骨抜きにしようと
するものであり、しかも、新安保法制法によ
り武力行使の基準・限界が消失してしまった
こと（新安保法制法の問題は、憲法改正なし
には許されないとしていた集団的自衛権の行
使を容認した点にとどまらず、その発動基準
を極めて曖昧不明確なものとした結果、武力
行使の基準を消失させた点にもある。）に乗
じてなされようとしているものであって、平
和主義のみならず立憲主義の観点からも断じ
て許されない。新安保法制法の危険性を現実
化させ、日本を戦争当事国とし日本の行く末
に致命的な結果をもたらしうる重大な選択
を、憲法改正手続を履践し憲法改正手続に国
民を参加させた上でではなく、単なる一内閣
の閣議決定のみによって行ったことは、新安
保法制法と同様、憲法改正手続を潜脱して憲
法の恒久平和主義を骨抜きにし、憲法改正権
者である国民の憲法改正手続への参加が一切
ないままにこの国のかたちを作り替えてしま
おうという奸策であって、立憲主義に悖るも
のといわざるを得ず、決して看過できない。
エ　敵基地攻撃能力の保有及び行使が孕む現
実的な問題点

弾道ミサイル防衛については、自衛隊法
82 条の 3 が弾道ミサイル等の破壊措置の定
めを置き、我が国の領域だけでなく公海の上
空においても、我が国に飛来する弾道ミサイ
ル等の破壊を命ずることが可能であるが、こ
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れは、猛スピードで飛来する弾道ミサイル等
に対して、その企図や性質のいかんを問わず
迅速に対処することが求められるためであっ
て、ミサイル等の落下に伴う我が国の人的・
物的被害の防止を目的とする一種の警察権の
行使と位置づけられ（この措置を発動する時
点では自衛権の発動要件が満たされているこ
との認定は困難である。）、事後的に、当該弾
道ミサイル等の発射が我が国に対する武力攻
撃であり、これを破壊する行為が我が国の武
力行使に該当したとしても、その武力行使が
自衛権発動の三要件を満たすことになるから
問題はないと説明されてきた。このように、
弾道ミサイル等が飛来する段階では、我が国
に対する急迫不正な武力攻撃がなされようと
しているのか否かを判断することは困難であ
り、そのような状況の中で、飛来する弾道ミ
サイル等の破壊を超え敵基地等の敵国領域を
直接攻撃することが、平和に資するとは考え
がたい。また、敵基地攻撃は、敵国のミサイ
ル攻撃能力を喪失させることを目的としてな
されるものであろうが、昨今は弾道ミサイル
等の発射装置も可動式のものが多く、捕捉が
困難であり、敵国領域を攻撃することで我が
国がさらなる攻撃を受ける可能性を高める危
険もある。さらに、抑止力を高めれば、相手
もさらに軍備を増強することが容易に予想さ
れるところであり、抑止力を高めることが我
が国の平和に資する保証はなく、むしろ東ア
ジア地域の軍拡競争を招く恐れの方が大き
い。加えて、集団的自衛権の行使すなわち他
国防衛を容認した新安保法制は、我が国に対
する武力攻撃の着手がなくても、我が国と密
接な関係にある他国に対する武力攻撃の着手
があれば、我が国が当該攻撃国に対し攻撃す
ることができることを意味するものであり、

上記のとおり、政府も、2022（令和 4）年 5
月 17 日付け答弁書で、存立危機事態におい
て敵基地を攻撃できると述べているが、これ
は、我が国に対する武力攻撃に着手すらして
いない国の領域を先制的に攻撃することにほ
かならず、激烈な反撃を自ら招来するものと
言わざるを得ない。政府関係者は、敵基地攻
撃は専守防衛に反しないとか必要最小限度と
いう歯止めを設けるなどと言うが、「専守防
衛」や「必要最小限度」の意味内容は、他国
防衛のための武力行使を容認し武力行使の基
準を致命的なまでに曖昧不明確なものとした
新安保法制の前後で大きく変質してしまって
いるのであり、「専守防衛」や「必要最小限度」
という言葉で国民を安心させようというのは
詭弁でしかない。
オ　小括

上記のとおり、我が国は、新安保法制によ
り、武力行使の基準を喪失し、いついかなる
ときにどの範囲で武力を行使するかが曖昧不
明確で、何らの歯止めもない不確実性の状況
に立ち至ってしまっている。そのような状況
の中、他国に脅威を与える敵基地攻撃能力の
保有を正面切って認めることは、我が国と東
アジアの平和を損なう行為でしかない。安心
供与と抑止力はセットでなければ意味をなさ
ないところ、我が国は、新安保法制による「壊
憲」により周辺諸国に対する安心供与が全く
できていない状況に陥っている。違憲の新安
保法制による武力行使基準の喪失を利用した
軍備増強論は、断じて許すことができない。
まずは、憲法規範であった従前の政府解釈の
レベルに我が国を立ち戻らせ、防衛分野にお
ける立憲主義や法の支配を取り戻すことが
何よりも重要であって、それがなされない間
に拙速になされる敵基地攻撃能力保有の動き
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（すなわち違憲の法制度に基づく運用を既成
事実化してしまおうという無法な試み。）に
対しては、法律専門家として断固戦わなけれ
ばならない。
⑺　防衛装備移転三原則の運用指針の改定

2024（令和 6）年 3 月 26 日、政府は、武
器輸出を制限している防衛装備移転三原則の
運用指針を改定し、英国、イタリアと国際共
同開発中の次期戦闘機の第三国への輸出を解
禁した。

日本の武器輸出については、「武器輸出三
原則」が、日本の抑制的な防衛政策の柱の一
つとして国民に受け入れられ、長年維持され
てきたが、これは、佐藤内閣が 1967（昭和
42）年に紛争当事国などを対象に始め、1976

（昭和 51）年の三木内閣で事実上の全面禁輸
の方針を決定・確認したものである。1976（昭
和 51）年 2 月 27 日衆院予算委での三木首相
の答弁（武器輸出に関する政府統一見解）で
は以下のように述べられている。

「武器」の輸出については、平和国家とし
ての我が国の立場からそれによって国際紛
争等を助長することを回避するため、政府
としては、従来から慎重に対処しており、
今後とも、次の方針により処理するものと
し、その輸出を促進することはしない。
１）三原則対象地域については、「武器」の
輸出を認めない。
２）三原則対象地域以外の地域については、
憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精
神にのっとり、「武器」の輸出を慎むもの
とする。
３）武器製造関連設備の輸出については、

「武器」に準じて取り扱うものとする。

ここでは、武器の禁輸が「平和国家として
の我が国の立場からそれ（＝「武器」の輸出）
によって国際紛争等を助長することを回避す
る」ためであることが明示されており、三木
首相が示した政府統一見解の姿勢は、憲法前
文から当然に導かれるものであるといえる。

ところが、2014（平成 26）年、安倍内閣が、
「積極的平和主義」をうたう施策の一環とし
て現行の「防衛装備移転三原則」に衣替えし、
一定の条件を満たせば一部の武器を輸出でき
るようにした。その後 10 年の武器輸出緩和
の流れの帰結が今回の戦闘機容認であり、戦
闘機は殺傷兵器の最たるものであるから、完
全に一線を越えたと評するほかない。

改定された運用指針では、戦闘機の輸出先
を日本と「防衛装備移転協定」などを結んで
いる国に限るとともに、「現に戦闘が行われ
ている国」には渡さないとされているが、協
定の締結国には隣国と争いを抱えるインドや
アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）も含まれ、輸出
時は戦闘下になくても、将来にわたって続く
保証はなく、紛争を助長したり地域の緊張を
高めたりする恐れもある。また、今回は対象
が次期戦闘機に限定されているが、なし崩し
に他の共同開発品や日本の単独開発品にまで
広がる可能性は否定できない。戦闘機が殺傷
兵器の最たるものであること、武器輸出緩和
の根底には、兵器の融通を通じて軍拡を進め
ることで同盟国との関係を強化したいという
考え、国内の防衛産業の納入先を新たに確保
して輸出を増やしたいという考えがあるとさ
れていることをあわせ考えれば、武器輸出が
これ以上広がらないと考える方が不自然であ
り、実際、自民党内からは「新しい案件を追
記していけばいいだけ」との声が漏れている
との報道がなされている。
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上記のとおり、武器輸出の問題は憲法前文
と密接に結びついており、日本が武器輸出に
よって他国間の軍事的緊張を高め国際紛争等
を助長することは、憲法前文の精神から許さ
れない。この領域における憲法規範がなし崩
しに無力化させられているのも、従来の政府
の憲法解釈とは全く相容れない新安保法制に
よりこの国の武力行使に関する基準（憲法上
の法）が消失してしまい、軍事面において憲
法規範が顧みられなくなってしまっているこ
とによるものであり、このような状態を是正
しなければならない。

２　憲法改正について
⑴  自由民主党憲法改正草案について

自由民主党は、2012（平成 24）年 4 月に
憲法改正草案を発表しており、前文を含めほ
とんどの条文を総入れ替えする内容である
が、憲法 96 条が「この憲法と一体を成すも
のとして、直ちにこれを公布」と規定し、現
在の憲法と一体をなすことが前提であるた
め、新たに新憲法を制定することは想定され
ていない。また、草案の内容は、国民主権を
宣言する前文冒頭の主語を国民ではなく日本
国とした上で、「日本国は、長い歴史と固有
の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を
戴く国家」と位置づけ、天皇を元首とし、平
和主義の大前提となる「日本国民は、政府の
行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな
いやうにすることを決意し」を削除し、「我
が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害
を乗り越えて発展し」を加えて国防軍が創設
され、「集会、結社及び言論、出版その他一
切の表現の自由」に「公益及び公の秩序を害
することを目的とした活動を行い、並びにそ
れを目的として結社をすることは、認められ

ない。」との制限が付され、国民の義務が増
設され、憲法改正手続が、国会の議決の要件
が 3 分の 2 から過半数に緩和されており、国
民主権、基本的人権尊重主義、平和主義を制
限し、これらを支える立憲主義を理解してい
るとは思えない内容となっている。
⑵  2017（平成 29）年 10 月 22 日執行第 48
回衆議院総選挙の自由民主党公約、12 月
20 日自由民主党憲法改正推進本部「憲法改
正に関する論点取りまとめ（4 項目）」及び
2018（平成 30）年 3 月 25 日自民党定期党
大会「憲法改正 4 項目『条文イメージ（た
たき台素案）』」について

2017（平成 29）年 10 月 22 日に執行され
た第 48 回衆議院総選挙で、自由民主党は、「憲
法改正について自衛隊の明記、教育の無償
化・充実強化、緊急事態対応、参議院の合区
解消など 4 項目を中心に、党内外の十分な議
論を踏まえ、憲法改正原案を国会で提案・発
議し、国民投票を行い、初めての憲法改正を
目指すこと」を公約に掲げた。その後、自由
民主党憲法改正推進本部は、12 月 20 日、「憲
法改正に関する論点取りまとめ」として、「ま
さに今、国民に問うにふさわしいと判断され
たテーマとして、①安全保障に関わる『自衛
隊』、②統治機構のあり方に関する『緊急事
態』、③一票の較差と地域の民意反映が問わ
れる『合区解消・地方公共団体』、④国家百
年の計たる『教育充実』の 4 項目である。」
としたうえで、現段階における議論の状況と
方向性を公表した。
ア　自衛隊の明記について

安倍晋三自由民主党総裁（当時）は、2017
（平成 29）年 5 月 3 日民間団体主催の集会に
寄せたビデオメッセージにおいて、憲法「9
条 1 項、2 項を残しつつ、自衛隊を明文で書
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き込むという考えは、国民的な議論に値する」
という憲法 9 条に関する憲法改正構想を公
表し、「2020 年を新しい憲法が施行される年
にしたい」と述べた。その後 2017（平成 29）
年 10 月 22 日に執行された第 48 回衆議院総
選挙で、自由民主党は憲法改正の公約に「自
衛隊の明記」をかかげ、同年 12 月 20 日の上
記「憲法改正に関する論点取りまとめ」では

「①安全保障 10 に関わる『自衛隊』」として
改正の方向性として①「9 条 1 項・2 項を維
持した上で、自衛隊を憲法に明記するにとど
めるべき」との意見と②「9 条 2 項を削除し、
自衛隊の目的・性格をより明確化する改正を
行うべき」との意見が紹介された。そして翌
2018（平成 30）年 3 月 25 日自民党定期党大
会において公表された「憲法改正 4 項目『条
文イメージ（たたき台素案）』」における条文
案は次のような内容である。

9 条の 2
前条の規定は、我が国の平和と独立を

守り、国及び国民の安全を保つために必
要な自衛の措置をとることを妨げず、そ
のための実力組織として、法律の定める
ところにより、内閣の首長たる内閣総理
大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を
保持する。
2　自衛隊の行動は、法律の定めるとこ
ろにより、国会の承認その他の統制に服
する。

日本国憲法を改正し自衛隊を明記すること
については、①憲法には、国会、内閣、司法
及び地方自治体を除けば、独立機関として会
計検査院の条文しか存せず（憲法 90 条）、各
省庁等に関しては法律事項とされている中
で、自衛隊のみを憲法に規定する必要がある
のか、②憲法 9 条 2 項の「戦力」不保持規定、

「交戦権」否認規定と整合するのか、③恒久
平和主義を後退させることにならないのか、
④立憲主義との関係で問題はないのか、⑤仮
に自衛隊を憲法に規定するとすれば、技術的
なものを含む相当数の条項が必要となるとこ
ろ、現時点では前述のとおり簡潔な条項案し
か示されていないこと、⑥仮に現時点で自衛
隊を憲法に規定すれば、それは現行憲法下で
は違憲無効の新安保法制法に基づく任務を帯
びた現在の自衛隊を憲法に規定することにな
り、集団的自衛権の行使等、現行憲法下では
違憲とされる自衛隊の任務に憲法レベルでの
正統性を与える（自衛隊を憲法に規定した後
は集団的自衛権の行使等について憲法違反で
あるとの主張が封じられる）ことになりかね
ないことについて国民が十分に理解している
か、⑦憲法施行後初めての国民投票により国
民の過半数が「自衛隊」を認めた場合の国際
的な影響、等も十分に議論する必要がある。
イ　教育の無償化・充実強化

上記第 48 回衆議院総選挙での自由民主党
の憲法改正公約では、「教育の無償化・充実
強化」がかかげられたが、2017（平成 29）
年 12 月 20 日の上記「憲法改正に関する論点
取りまとめ」では「教育充実について」とな
り「教育の無償化」がはずれた。翌 2018（平
成 30）年 3 月 25 日の上記「憲法改正 4 項目『条
文イメージ（たたき台素案）』」における条文
案は次のような内容である。

26 条 3 項
国は、教育が国民一人一人の人格の完

成を目指し、その幸福の追求に欠くこと
のできないものであり、かつ、国の未来
を切り拓く上で極めて重要な役割を担う
ものであることに鑑み、各個人の経済的
理由にかかわらず教育を受ける機会を確
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保することを含め、教育環境の整備に努
めなければならない。

日本国憲法を改正し、26 条に上記 3
項を加えることについては、①「教育」
について「国民一人一人の人格の完成を
目指し、その幸福の追求に欠くことので
きないもの」とし、さらに「国の未来を
切り拓く上で極めて重要な役割を担う」
と定義しているが、これにより、国が「国
の未来を切り拓く」ものでなければ教育
ではないとされ、「国の未来を切り拓く」
ように生きろ、「お国のために生きろ」
との思想を持って教育現場に介入する可
能性があり、立憲主義との関係で問題が
あるのではないか、②「国は、教育環境
の整備に努めなければならない」と、国
側の義務として「教育環境設備義務」が
書かれているが、仮に憲法にこの教育環
境整備義務が盛り込まれた場合、教育環
境の整備を理由に、国が現在よりもより
強く教育の場に介入してくる可能性があ
るのではないか、③教育を受ける権利に
関連する学問の自由や大学の自治（憲法
23 条）が侵害される可能性があるので
はないか、などの問題があり、十分に議
論する必要がある。

ウ　参議院の合区解消について
上記第 48 回衆議院総選挙での自由民主党

の憲法改正公約で「参議院の合区解消」がか
かげられ、2017（平成 29）年 12 月 20 日の
上記「憲法改正に関する論点取りまとめ」で
は一票の較差と地域の民意反映が問われる

「合区解消・地方公共団体」をかかげられた。
そして翌 2018（平成 30）年 3 月 25 日の上記

「憲法改正 4 項目『条文イメージ（たたき台
素案）』」における条文案は次のような内容で

ある。
47 条

両議院の議員の選挙について、選挙区
を設けるときは、人口を基本とし、行政
区画、地域的な一体性、地勢等を総合的
に勘案して、選挙区及び各選挙区におい
て選挙すべき議員の数を定めるものとす
る。参議院議員の全部又は一部の選挙に
ついて、広域の地方公共団体のそれぞれ
の区域を選挙区とする場合には、改選ご
とに各選挙区において少なくとも 1 人を
選挙すべきものとすることができる。
2　前項に定めるもののほか、選挙区、
投票の方法その他両議院の議員の選挙に
関する事項は、法律でこれを定める。

92 条
地方公共団体は、基礎的な地方公共団

体及びこれを包括する広 域の地方公共団
体とすることを基本とし、その種類並び
に組織及び運営に関する事項は、地方自
治の本旨に基づいて、法律でこれを定め
る。　

かかる条文案については、①合区を解消
するためには、公職選挙法の改正によっても
十分対応できるのであり憲法改正による必要
はないのではないか、②参議院に地域代表的
な性格を与えると、憲法 43 条の全国民の代
表とどのような関係になるのか、③参議院に
おける一票の不平等の拡大が許容され、憲法
14 条の趣旨に違反するのではないか、など
の問題があり、十分に議論する必要がある。
エ　緊急事態条項について

上記第 48 回衆議院総選挙での自由民主党
の憲法改正公約で「緊急事態対応」がかかげ
られ、2017（平成 29）年 12 月 20 日の上記「憲
法改正に関する論点取りまとめ」では、①選
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挙ができない事態に備え、「国会議員の任期
延長や選挙期日の特例等を憲法に規定すべ
き」との意見と、②諸外国の憲法に見られる
ように、「政府への権限集中や私権制限を含
めた緊急事態条項を憲法に規定すべき」との
意見が併記された。翌 2018（平成 30）年 3
月 25 日の上記「憲法改正 4 項目『条文イメー
ジ（たたき台素案）』」における条文案は次の
ような内容である。

73 条の 2
大地震その他の異常かつ大規模な災害

により、国会による法律の制定を待つい
とまがないと認める特別の事情があると
きは、内閣は、法律で定めるところによ
り、国民の生命、身体及び財産を保護す
るため、政令を制定することができる。
2　内閣は、前項の政令を制定したとき
は、法律で定めるところにより、速やか
に国会の承認を求めなければならない。

（※内閣の事務を定める 73 条の次に追
加）

64 条の 2
大地震その他の異常かつ大規模な災害

により、衆議院議員の総選挙又は参議院
議員の通常選挙の適正な実施が困難であ
ると認めるときは、国会は、法律で定め
るところにより、各議院の出席議員の 3
分の 2 以上の多数で、その任期の特例を
定めることができる。

 （※国会の章の末尾に特例規定として追
加）

前述の 2012（平成 24）年 4 月の自由民主
党憲法改正草案と比べ、緊急事態を「大地震
その他の異常かつ大規模な災害」のみに絞っ
たかのようにみえる。しかしながら、①「そ
の他の異常かつ大規模な災害」の解釈によっ

ては、武力攻撃やテロ等の場合も含まれる可
能性があること、②「大地震その他の異常か
つ大規模な災害」についても前述のとおり問
題が多く立法事実が存しないこと、等の問題
がある。
⑶  日本国憲法の改正手続に関する法律（国
民投票法）

また、そもそも憲法改正のための国民投
票法は、最低投票率の定めがなく、本来自由
な議論がなされるべき国民投票運動に萎縮的
効果を与えるような多くの制約が課されてお
り、資金の多寡により影響を受けないテレビ・
ラジオ・新聞・インターネット利用のルール
作りが不十分であること等多くの問題が指摘
されており、憲法改正を論ずるのであれば、
その前提として、憲法改正国民投票法の抜本
的解決が優先的に行われるべきである。
⑷  国会議員の任期延長を可能とする憲法
改正
ア　小序

衆議院憲法審査会では、緊急事態条項の創
設を求める議論が続き、緊急事態条項の一環
として国会議員の任期延長を可能とする憲法
改正を求める意見が自由民主党、日本維新の
会、公明党、国民民主党、有志の会の 5 つの
会派から具体的に示されている。各会派の案
はいくつかの点で異なっているものの、概ね、
国会機能の維持、特に行政監視機能の維持を
念頭に、大規模自然災害事態、テロ・内乱事
態、感染症のまん延事態または国家有事・安
全保障事態等が発生し、適正な選挙の実施が
困難なときに、内閣が緊急事態宣言を発令し、
国会の出席議員の 3 分の 2 以上が承認した場
合には、国会議員の任期が 70 日ないし 1 年
延長されるとともに（国政選挙も延期。衆議
院解散後の場合は議員身分復活等。）、国会が
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即時召集ないし召集中の場合は閉会禁止とな
り、衆議院の解散禁止・内閣不信任決議案議
決禁止の下で国会審議が行われることを可能
とするような憲法改正を行うというものであ
る（以下「現時点の議員任期延長案」という。）。

しかし、以下の理由により、現行憲法が定
める参議院の緊急集会の制度を改めて国会議
員の任期を延長することを可能とする憲法改
正を行う必要性は全く認められない。
イ　任期満了により衆議院議員が存在しなく
なる場合にも憲法 54 条の規定を類推して内
閣は緊急集会を求めることができること

第１に、現時点の議員任期延長案は、衆
議院議員の任期満了による総選挙が実施され
る場合には参議院の緊急集会を求めることが
できないとの前提に基づいている。この点に
ついては、そもそも解散がされずに衆議院議
員が任期満了となることが極めて稀であるこ
と、そうした場合であっても、議員の任期が
終わる日の前 30 日以内に総選挙が行われる
から（公選法 31 条 1 項）、任期満了によって
衆議院議員が存在しなくなることは一般的に
は想定しにくいことを指摘することができる
が、これらの点は措くとしても、任期満了
によって衆議院議員が存在しなくなる場合
で、天災等事前に予測し難い危機が生じ、そ
のために総選挙の実施に支障が生じ、例えば
臨時会の召集までに日数を要するようなとき
には、内閣の独断専行を避け、可能な限り憲
法の定める制度を活用して権力の抑制均衡を
確保するため、憲法 54 条の規定を類推して、
内閣は緊急集会を求めることができると考え
ることが適切であり、こうした考え方は、現
在では、学界では多数説となっている。
ウ　繰延べ投票の制度や可能な地域から順次
選挙を行うことによって対応できない事態が

そもそも想定しがたいこと
第２に、現時点の議員任期延長案は、大

規模自然災害や外国による武力の行使等のた
めに衆議院議員の総選挙を行うことが長期に
わたって困難と考えられる事態においては、
参議院の緊急集会ではなく、既に失職をし
た、あるいはこれから失職するはずの衆議院
議員の任期を延長することでこれに対処する
べきである（そのためには憲法改正が必要で
ある。）という考え方の上に成り立っている
が、そうした場合が果たしてどれほどの蓋然
性で発生し得るのかという問題がある。重大
な緊急事態が発生したために広範にわたる地
域で総選挙の実施が困難となることはあり得
ようが、そのような場合を想定して、公選法
は既に繰延べ投票の制度を設けているし（公
選法 57 条）、投票だけでなく選挙の実施その
ものの延期が必要となるような場合であって
も、参議院の緊急集会が選挙期日を延期する
臨時特例等を定める法律で対処することが可
能である（緊急集会によるものではないが、
阪神・淡路大震災及び東日本大震災の際に、
統一地方選挙の選挙期日を延期する法律が制
定された例がある。）。結果として解散の日か
ら 40 日という憲法 54 条 1 項の定める期限を
越えて総選挙が行われるということも考えら
れるが、法は不可能事を要求するものではな
く、40 日という期限が設けられた趣旨（こ
れについては後述する。）からしても、憲法
はこれを容認しているものと解することがで
きる。多くの選挙区で繰延べ投票や選挙の延
期が行われることは好ましい事態ではないで
あろうが、衆議院の定足数にあたる総議員の
3 分の 1 の議員の選出がなされれば、国会を
召集して審議、議決を行うことは可能であり、
いずれの地域から選出された国会議員も全国
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民を代表するのであるから（憲法 43 条 1 項）、
全ての衆議院議員の選出が終わらないまま
既に選出された議員のみで国会としての審
議、議決を行うことに正当性がないとは言え
ない。また、郵便投票制度の拡充等、自然災
害などの場合に避難先からの投票を可能とす
るような公選法の改正によって、繰延べ投票
や選挙の延期が必要となる場面を減らすこと
が可能であることも指摘できる。古い例にな
るが、終戦後最初の帝国議会衆議院議員総選
挙が終戦後約 8 か月後の 1946（昭和 21）年
4 月 10 日に行われているということも、見
過ごされてはならない。東京、大阪等の大都
市が大空襲に遭い、広島、長崎に原子爆弾が
投下され、1945（昭和 20）年 8 月 14 日にポ
ツダム宣言を受諾したわずか 4 か月後の同年
12 月 8 日に衆議院の解散が行われ、政府は
1946（昭和 21）年 1 月に総選挙を実施する
予定だったが、ＧＨＱとの関係で同年 4 月ま
で延びたという経緯であり、終戦直後の混乱
の中にあっても総選挙を行うことは可能だっ
たのである。こうしたことを考えると、大規
模自然災害や外国による武力の行使等のため
に衆議院議員の総選挙を行うことが長期にわ
たって困難と考えられる事態がそもそも発生
しうるのか、甚だ疑問である。
エ　国民の意思によらず議員の任期が延長さ
れる事態は基本権である選挙権を不当に制限
すること

第３に、現時点の議員任期延長案は、基
本権である選挙権を不当に制限するものであ
る。判例によれば、「国民の選挙権又はその
行使を制限することは原則として許されず、
国民の選挙権又はその行使を制限するために
は、そのような制限をすることがやむを得な
いと認められる事由がなければならない」の

であって、「そのような制限をすることなし
には選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を
認めることが事実上不能ないし著しく困難で
あると認められる場合でない限り、上記のや
むを得ない事由があるとはいえ」ないとされ
ている（最大判平成 17 年 9 月 14 日民集 59
巻 7 号 2087 頁）。緊急の事態においても、基
本権は可能な限り十全に保障されなければな
らず、正当な目的の下、必要最小限度におい
てのみその制約が許されるとの比例原則は、
なお妥当する。そうすると、選挙の実施が部
分的とはいえ可能である以上は、緊急の事態
においても、困難が解消され次第、可及的速
やかに順次選挙を粛々と実施することが、基
本権の観点からしても要請されているといえ
る（全国一律に投票を行う必要は憲法上はさ
ほど強いものではなく、上記判例を前提とす
れば、可能になったところから順次速やかに
選挙を実施すべきである。）。このような観点
からすれば、総選挙の実施を長期にわたって
先送りしなければならないとの判断自体が極
めて抑制的になされなければならないはず
で、そうした判断がなされる具体的な危険や
可能性が迫っているかのような言説は、基本
権である選挙権の価値を踏まえないものとい
うほかない。
オ　長期にわたって総選挙を実施し得ないこ
とを事前に予測できるとの想定の合理性に大
いに疑問があり、そのような不確実性に満ち
た予測に基づく判断を前提とする憲法上の制
度を新たに設ける必要はないこと

第４に、仮に大規模自然災害や外国による
武力の行使等のために衆議院議員の総選挙を
行うことが長期にわたって困難と考えられる
状況が発生し得るとしても、長期にわたって
総選挙を実施し得ないことを事前に予測する
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ということが果たしてどこまで可能なのかと
いう問題がある。上記のとおり、公選法は既
に繰延べ投票の制度を設けており、選挙の実
施そのものの延期が必要となるような場合で
あっても、参議院の緊急集会が選挙期日を延
期する臨時特例等を定める法律で対処するこ
とが可能である。衆議院の定足数にあたる総
議員の 3 分の 1 の議員の選出がなされれば、
全ての衆議院議員の選出が終わらないまま既
に選出された議員のみで国会としての審議、
議決を行うことは可能である。郵便投票制度
の拡充等、自然災害などの場合に避難先から
の投票を可能とするような公選法の改正を行
えば、繰延べ投票や選挙の延期が必要となる
場面を減らすことが可能である。こうしたこ
とを考えれば、長期にわたって総選挙を実施
し得ないという不確実性に満ちた予測に基づ
く判断を前提とする憲法上の制度を新たに設
ける必要はなく、既存の法制度の適切な運用
及び法律の改正で十分に対応が可能である。
カ  平常時と緊急時が明確に区分されていな
いこと

第５に、現時点の議員任期延長案は、参議
院の緊急集会と異なり、臨時の暫定的措置に
とどまらない危険性を帯びる内容になってい
る。緊急事態に対処するための制度的対応に
あたっては、あくまで臨時の暫定的措置にと
どめるべきである。そうしないと、緊急事態
の恒常化を招くことになるからである。憲法
54 条の定める参議院の緊急集会による対応
は、暫定的な臨時の措置にとどまっており、
緊急集会の権限に限界が課せられている。緊
急集会は、本来であれば、国会の臨時会を召
集すべきであるところ、衆議院が存在しない
ために、それができないことから、参議院が、
独立の国家機関として、国会に代わってその

権能を行使して臨時的措置をとることを認め
る制度であり、その措置が国会による措置と
なるためには、衆議院の同意を要するものな
のである。参議院の緊急集会による緊急事態
への対処は、平時の状況が回復したときは可
及的速やかに通常の制度へと復帰することが
予定されている制度であり、そこには、将来
の状況を確実に予測することは極めて困難で
あるので、平常の事態に長期にわたって戻る
ことはないと予断すべきではないという考え
方が窺える。これに対し、衆議院議員の任期
を延長すると、総選挙を経た正規のものとは
異なるが、国会に付与された全ての権能を行
使し得るある種の国会が存在し、そこでは通
常の一般的な法律が成立することになる。そ
うすると、緊急事態の名の下に、通常時の法
制度そのものを大きく変革する法律が次々に
制定されるリスクが含まれることになり、任
期の延長された衆議院とそれに支えられた従
前の政権とが長期にわたって居座り続け、緊
急事態の恒久化を招くということさえも懸念
される。こうした緊急事態の恒久化を防ぐた
め、平常時と非常時とは明確に区分されなけ
ればならないが、現時点の議員任期延長案は、
そのような建付になっていない。
キ  議員の任期を延長して従前の政権の居座
りを認めることは憲法 54 条が期限を定めた
趣旨に真っ向から反すること

第６に、現時点の議員任期延長案は、緊
急集会は、解散後 40 日以内に行われる総選
挙までの期間、あるいは、新たな国会召集ま
での最大 70 日間にしか求めることができな
いという前提に立っている。しかし、問題と
なっているのは国家の存立に関わるような非
常の事態であり、そうした非常の事態の対処
にあたっては、あらゆる考慮要素がくまなく
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総合的に勘案されるべきであり、特定の論点、
特に日数を限った規定の文言に拘って、それ
を動かし得ない切り札であるかのように捉え
て議論を進めるべきではない（平時であれば
定められた日数は必ず守られなければならな
いことは言うまでもない。）。そもそも、憲法
54 条が 40 日、30 日と日数を限っているの
は、解散後も何かと理由を構えていつまでも
総選挙を実施しない、あるいは総選挙の後い
つまでも国会を召集しないなど、現在の民意
を反映していない従前の政府がそのまま政権
の座に居座り続けることのないようにとの考
慮からであり、同様の規定は各国の憲法にも
見られるところである。緊急集会の継続期間
が限定されているかのように見えるのは、そ
の間接的、派生的な効果に過ぎない（参議院
の緊急集会はほぼ日本特有の規定であり、緊
急集会を念頭に置いた上で 70 日の規定が設
けられているというわけではないと考えられ
る。）。にも拘わらず、結果として緊急集会の
継続期間が限定されているかのように見える
ことを根拠として、従前の衆議院議員の任期
を延長し、従前の政権の居座りを認めるとい
うのは、まさに本末転倒の議論である。条文
のそもそもの趣旨、目的は何なのか、何が本
来の目的で、何がその手段に過ぎないのかを
踏まえた解釈が求められるところ、現時点の
議員任期延長案は、そのような検討に全く基
づいていない。40 日、30 日という日数の限
定は、民意を反映しない従前からの政権がそ
のまま居座り続けることを阻止することを
目的として定められているのであり、70 日
に限定されているかのように見えることを理
由として従前の政権の居座りを認めることに
するというのは、本来手段に過ぎないものを
もって目的を没却することに他ならない。上

記のとおり、緊急の事態に参議院の緊急集会
で対応するということには、平常時と非常時
とを明確に区別し、緊急集会ではあくまで暫
定的な臨時の措置のみがとられ、選挙を経て
正規の国会が召集され次第、その当否が改め
て審議、決定されるものである、このことを
国民に広く示すという意味があるのであっ
て、この点を無視している現時点の議員任期
延長案に正当性はない。上記のとおり、判例
を前提とすれば、選挙は可能になったところ
からできるだけ速やかに順次実施すべきであ
り、そうであれば、参議院の緊急集会が求め
られた場合でも、可能となり次第速やかに新
たな国会が召集されることが求められるので
あって、緊急集会がいつまでも続くというこ
とを懸念する必要はない。
ク  小括

以上より、現行憲法の定める参議院の緊急
集会制度は十分な理由によって支えられた制
度であり、これに新たな憲法上の制度を追加
する必要性は見出し得ず、現時点の議員任期
延長案のとおりの憲法改正がなされれば、緊
急事態の名の下に通常時の法制度そのものを
大きく変革する法律が次々に制定されるリス
クが生じ、任期の延長された衆議院とそれに
支えられた従前の政権とが長期にわたって居
座り続け、緊急事態の恒久化を招くことさえ
も懸念されるのであるから、現時点の議員任
期延長案の不必要性と危険性を広く一般市民
に周知徹底し、現時点の議員任期延長案に対
しては、可能なところから順次、可能な限り
速やかに選挙を実施して新しい国会を召集す
るためにできる限りの努力をするとの前提が
とられているか、緊急集会制度よりも優れた
仕組みになっているかを慎重に検討する必要
があるとの認識を広めていかなければならな
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い。

３　その他の憲法問題について
⑴  選択的夫婦別姓制度の導入について
ア  はじめに

夫婦同姓を強制する民法 750 条は、憲法
13 条及び 24 条 2 項が保障する個人の尊厳、
24 条 1 項及び 13 条が保障する婚姻の自由を
侵害し、14 条 1 項及び 24 条 2 項が保障する
平等原則に反し、女子に対するあらゆる形態
の差別の撤廃に関する条約（以下「女子差別
撤廃条約」という。）16 条 1 項（b）が保障
する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻を
する同一の権利」及び同項（g）の規定が保
障する「夫及び妻の同一の個人的権利（姓及
び職業を選択する権利を含む。）」を侵害する。

したがって、希望する者は全て婚姻前の姓
を保持したまま婚姻することができる選択的
夫婦別姓制度を直ちに導入すべきである。
イ　現在までの経過

選択的夫婦別姓制度の導入については、遡
れば 1991（平成 3）年から法制審議会民法部
会（身分法小委員会）において婚姻制度等の
見直し審議が行われ、1996（平成 8）年 2 月
に法制審議会が「民法の一部を改正する法律
案要綱」を答申したが、当時の与党・自民党
が法案提出を了承しなかったため、法案は提
出されなかった。

一方、最大判平成 27 年 12 月 16 日民集 69
巻 8 号 2586 頁（以下「平成 27 年最大判」と
いう。）及び最大決令和 3 年 6 月 23 日集民
266 号 1 頁（以下「令和 3 年最大決」という。）
は、いずれも夫婦同姓を強制する民法 750 条
について憲法 24 条に違反するものではない
と判断したが（なお、平成 27 年最大判及び
令和 3 年最大決は、いずれも、「国会で論ぜ

られ、判断されるべき事柄にほかならない」
として、国会での議論を強く促している。）、
平成 27 年最大判は、改姓について、「そのこ
とによりいわゆるアイデンティティの喪失感
を抱いたり、従前の氏を使用する中で形成さ
れてきた他人から識別し特定される機能が阻
害される不利益や、個人の信用、評価、名誉
感情等にも影響が及ぶという不利益が生じた
りすることがあることは否定できず、特に、
近年、晩婚化が進み、婚姻前の氏を使用する
中で社会的な地位や業績が築かれる期間が長
くなっていることから、婚姻に伴い氏を改め
ることにより不利益を被る者が増加してきて
いる」と指摘し、令和 3 年最大決の反対意見
は、氏名に関する人格的利益について、「人
格権に含まれるものであり、個人の尊重、個
人の尊厳の基盤を成す個人の人格の一内容に
関わる権利であるから、憲法 13 条により保
障される」（宮崎裕子・宇賀克也両裁判官の
反対意見）と指摘している。

また、日本が批准している女子差別撤廃条
約に基づき国連人権理事会が設置する女子差
別撤廃委員会は、日本政府に対し、夫婦同姓
を強制する制度について繰り返し改正を勧告
しており、女子差別撤廃条約の実施状況に関
する日本政府の第 7 回及び第 8 回報告書に対
する総括所見（2016（平成 28）年 3 月 7 日）
においても、女性が婚姻前の姓を使用し続け
られるよう婚姻した夫婦の氏の選択に関する
規定を改定するよう勧告している。なお、婚
姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなけれ
ばならないとする制度（すなわち同氏強制制
度。）を採用している国は日本以外には見当
たらない（法務省ホームページ）。

しかし、前述の法制審議会の答申から 26
年以上の年月が経過し、最高裁判所からの国
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会に向けた二度にわたる議論の要請や、国連
女子差別撤廃委員会の度重なる勧告にも拘わ
らず、現在でも、選択的夫婦別姓制度の法制
化が実現していないのが現状である。法相の
諮問機関である法制審議会が法案要綱を答申
すれば、通常は法律になるところ、法案が国
会に提出されず答申が四半世紀以上に亘って
店晒しにされたままであるのは、極めて異常
な事態である。
ウ　夫婦同姓を強制する現行制度の違憲性

上記のとおり、平成 27 年最大判及び令和
3 年最大決は、民法 750 条の違憲性を否定し
ているが、以下の理由から夫婦同姓を強制す
る現行制度は違憲であり、直ちに是正されな
ければならない。

（ア）　憲法 13 条に違反することについて
氏名は個人として尊重される基礎であり、

人格の象徴として人格権の一内容を構成する
ものであること（最判昭和 63 年 2 月 16 日民
集 42 巻 2 号 27 頁）からすると、意に反して
姓の変更を強制されない自由もまた、人格権
の重要な一内容というべきである。令和 3 年
最大決の反対意見においても、「本件で主張
されている氏名に関する人格的利益は、……
人格権に含まれるものであり、個人の尊重、
個人の尊厳の基盤を成す個人の人格の一内容
に関わる権利であるから、憲法 13 条により
保障される」（宮崎裕子・宇賀克也両裁判官
の反対意見）と指摘されている。

そして、婚姻を希望するが夫婦のいずれも
が婚姻前の姓を保持することを希望する者ら
に対しても、いずれかに婚姻のための改姓を
強制する民法 750 条の規定は、人格権の一内
容である意に反して氏名の変更を強制されな
い自由を侵害するものとして、憲法 13 条に
違反するものである。

（イ）　憲法 14 条 1 項に違反することについ
て

また、民法 750 条と戸籍法 74 条により、
婚姻の際には夫婦が称する姓を定めない限り
婚姻届が受理されない現状において、いずれ
もが婚姻前の姓を保持することを希望する者
らは、法的に婚姻することができず、法律婚
の効果を享受することができない。

そして、夫婦同姓を希望するか夫婦別姓
を希望するかは個人の信条であるというべき
ところ、民法 750 条と戸籍法 74 条に従うと、
夫婦同姓を希望する者らのみが法律上婚姻す
ることができ、別姓を希望する者らは法律上
婚姻することができず法律婚の効果を享受す
ることができないこととなるので、同規定は
信条に基づく差別的な取扱いであって、憲法
14 条 1 項に違反する。

この点について、東京地判令和 3 年 4 月
21 日判時 2521 号 87 頁では、米国ニューヨー
ク州在住の日本人の男女がニューヨーク州
の方式に従って婚姻を挙行した後、本籍地で
ある千代田区長に対し、「婚姻後の夫婦の氏」
欄の「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ
点を付した婚姻の届書を提出して婚姻の届出
を行ったところ、千代田区長が不受理処分と
した事件について、法の適用に関する通則
法 24 条 1 項・2 項において、挙行地の法に
基づく方式での婚姻の成立が定められている
こと、原告らが社会通念上夫婦であると認め
られる関係の設定を欲する意思を有して婚姻
を挙行したものと認められること、原告らの
本国法である民法上の実質的成立要件（民法
731 条から 737 条まで）にも欠けるところは
認められないことを理由に、原告らの婚姻自
体は有効に成立していると判断している。

一方、同判決は、原告らの婚姻を有効と
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しながらも、主位的請求である戸籍による婚
姻関係の公証を受け得る地位にあることの確
認、予備的請求である国が作成する戸籍以外
の方法による公証を受け得る地位の確認及び
公証規定を設けないという立法不作為の憲法
24 条違反を理由とした国家賠償請求をいず
れも認めなかった。

上記判決の判示によれば、選択的夫婦別姓
が認められている外国の方式による日本人同
士の婚姻も法律婚として成立しうることとな
る一方で、当事者らが婚姻後の姓を定めない
限り当該法律婚は日本の戸籍上公証されない
こととなる。

そうすると、有効な法律婚が成立している
夫婦のうちでも、同姓を希望する夫婦と別姓
を希望する夫婦との間に戸籍上の公証を受け
られるか否かについての差別的な取扱いがあ
ることとなり、この点からも憲法 14 条 1 項
違反があるといえる。

なお、係る戸籍上公証されない婚姻が存在
することは、身分関係の確認を困難にし、相
続等の実務を混乱させるなど、不都合が多い
ものと考えられるところ、係る戸籍上公証
されない婚姻の発生はひとえに民法 750 条が
夫婦同姓を規定していることに起因するので
あって、戸籍上、夫婦それぞれの姓を表示す
ることができることとなれば問題は解消され
るはずである。

（ウ）  憲法 24 条に違反することについて
民法 750 条は、「夫婦は、婚姻の際に定め

るところに従い、夫又は妻の氏を称する。」
とのみ定め、夫婦いずれの姓にも限定してい
ないことから、両性の平等には形式的に反し
ないとする考え方がある。

しかし日本では実に 95.5％の夫婦について
婚姻に際し女性が改姓しており（2019（令和

元）年厚生労働省人口動態調査）、婚姻しよ
うとする男女間における婚姻後の姓に関する
協議の前提、過程または結果に男性優位の家
父長制的婚姻観や家族観が介在している現状
があることが強く推認され、両性の平等が実
現しているとは到底言えない。

つまり、女性は婚姻にあたり男性の家に嫁
ぐものであるとか、当然に男性の姓が維持、
継続されるべきものであるとかといった観念
が有形無形の形で女性に姓の変更を迫り、女
性に対する改姓についての事実上の強制力が
生じているものと考えられるため、夫婦同姓
の強制は明らかに女性に不利益を生じさせる
制度なのである。

具体的には、婚姻に際して女性が自己の
姓を婚姻後の姓とすることを提案したり、あ
るいは、姓の決定を抽選などの公平な方法に
よることを提案したりしたとしても、（主と
して男性側であるがときには女性側について
も）家族の反対が予想されること、長男であ
ること、男兄弟がおらず男性側の家族の姓が
途絶えるおそれがあることなどを理由に男性
側の姓を婚姻後の姓にすることを要求される
こともあれば、当事者である夫婦が納得のう
え双方が従来の姓を使用し続ける目的で事実
婚を選択したが、周囲の理解が得られず、夫
の親族と妻との関係が悪化し、婚姻後の家庭
環境に支障をきたすという事態も発生してい
る。

このように、婚姻に際しては夫の姓を選択
するのが「当然」であるという観念が根強く
残存する現在のわが国においては、女性が男
性に対し自己の姓を婚姻後の姓とすることを
提案すること自体が困難である一方、全く合
理性を欠く理由であっても男性は自己の姓を
婚姻後の姓とすることを堂々と主張し、女性
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に受け入れることを事実上強制することがで
きる現状が存在するという点で、婚姻後の姓
の決定に関する合意形成段階における男女の
立場には大きな懸隔が存在すると言わざるを
得ない。

したがって、現行の夫婦同姓制度の下では、
両性の実質的平等という点で看過しがたい不
均衡が生じており、同制度は、「婚姻は、両
性の合意のみに基いて成立」すると定めた憲
法 24 条 1 項に反し、婚姻における個人の尊
厳と両性の本質的平等を定めた同条 2 項にも
反する。
エ　通称使用について

選択的夫婦別姓制度の導入に慎重な立場か
らは、民法 750 条の改正でなく通称として旧
姓を使用できる範囲を拡大することで足りる
との意見がある。平成 27 年最大判の多数意
見も、「旧姓の通称使用が広がることで一定
程度は緩和される」とし、違憲性を否定する
要素として旧姓の通称使用の拡大を挙げた。

しかし、令和 3 年最大決における三浦守裁
判官の意見にあるとおり、通称使用は「任意
の便宜的な措置であって、個人の人格に関わ
る本質的な問題を解消するものではない上、
このような通称使用の広がり自体、家族の呼
称としての氏の対外的な公示識別機能を始め
として、夫婦同氏制の趣旨等として説明され
た上記の諸点が、少なくとも例外を許さない
という意味で十分な根拠とならないことを、
図らずも示す結果となっている」のであって、
旧姓使用の拡大を同氏強制制度の違憲性を否
定する論拠として持ち出す議論は、それ自体
不適当である。通称はどこまでいっても法的
な位置づけを持たず、国が正当性を承認する
ものではない。「通称が使えるのだからよい
のではないか」という議論は、「なぜ通称で

しか婚姻前の姓を使わせないのか、その必要
性・合理性はどこにあって、婚姻前の姓を正
式なものとして使用することを一切禁止する
だけの正当性を持つものなのか」という点に
全く答えられていない。

仮に旧姓の通称使用がさらに拡大したとし
ても、全ての場面において旧姓が使用できる
という状況に至らない限り、婚姻に際して改
姓した者は、自己が戸籍上の姓で呼ばれたり、
戸籍上の姓が記載された自己宛ての書面など
を受領する都度、アイデンティティの喪失感
と苦痛を味わうこととなり、旧姓の通称使用
はこのような点からも問題の根本的な解決に
はなりえない。

また、旧姓使用が拡大し、いかなる場面に
おいても戸籍上の婚姻後の姓を一切使用しな
い状況が生じるとすれば、当該人物を表す通
称と、個人の身分関係を公証する戸籍の記載
が完全に乖離するという事態が無視できない
ものとなるはずであり、夫婦同姓を強制する
制度の正当性はより不合理なものとなると考
えられる。

自己の婚姻前の姓を維持したいと望む者に
とって、それを一切許さない現行制度は、そ
の者の選択した生き方や考え方が根本的に
誤っているからという理由で権利を侵害する
ものにほかならず、「切り札」としての人権
を侵害するものなのであって、それは、通称
の使用が拡大するかどうかによって変わるも
のではない。
オ　別姓を選択した夫婦の間の子の姓の取り
扱いについて

（ア）  子の姓の決定方法について
選択的夫婦別姓制度を導入した場合に検討

すべき課題としてしばしば挙げられるのが、
別姓を選択した夫婦の間の子の姓をどのよう
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に定めるかという問題である。
上述の 1996（平成 8）年の法制審議会の答

申では、選択的夫婦別姓制度においては婚姻
に際してあらかじめ出生する子が名乗るべき
姓を定めること、子が複数あるときは、子は
全員同じ姓を名乗ることとなることが記載さ
れている。

しかし、この点については同答申に合理性
がなく（小委員会では「複数いたら別々でも
いいのでは」との声が強かったが、答申は自
民党に配慮して「結婚の際に夫婦のどちらか
の姓に決める」とされたようである。）、子の
姓はそれぞれの子の出生時に夫婦が協議して
定めることとし、かつ、複数の子がある場合
にそれぞれの姓が異なることも当然に許容さ
れる制度とすべきである。

この問題に関し、日本弁護士連合会は、「婚
姻後、子を持つか否か、持つとしても何人持
つかなどは、それぞれの夫婦のライフスタイ
ルの問題であり、それを予め届けさせるよう
な方法は採用すべきでない。子の姓は、子の
出生時の事情に応じて、父母がその都度協議
して自律的に定めるのが、最も合理的である。
夫婦の協議が調わない場合または協議をする
ことができない場合は、家庭裁判所の審判で
定めるものとすべきである。」という見解を
表明しており（2021（令和 3）年 8 月 19 日
日弁連意見書）、かかる見解が合理的である。

さらに、現在、95.5％の夫婦において女性
が改姓している点をみれば、婚姻に際して選
択する子の姓が夫婦の自由な意思と対等な協
議によって定められることが実質的に保証さ
れるとは考え難く、答申の示すような制度が
採用された場合には、現在の夫婦同姓制度と
同様の廃止された家制度の残滓というべき価
値観による弊害が、子の姓の選択という場面

に残存することとなる恐れが極めて大きいと
考えられる。

令和 3 年最大決における三浦守裁判官の意
見は、夫婦同姓を強制する制度に関し、「婚
姻という個人の幸福追求に関し重要な意義を
有する意思決定について、二人のうち一人が、
重要な人格的利益を放棄することを要件とし
て、その例外を許さないことは、個人の尊厳
の要請に照らし、自由な意思決定に対し実質
的な制約を課すものといわざるを得ない」と
指摘しているが、かかる論理は子の姓の選択
の場合においても成り立つものであり、夫婦
間に出生する全ての子の姓を予め定めること
を婚姻の要件とすることは、自由な意思決定
を実質的に制約するものというべきである。

（イ）  家族間で姓が異なることの指摘につい
て

当会の主張は、選択的夫婦別姓制度を導入
し、かつ、別姓を選択した夫婦の間の子の姓
は子の出生時に夫婦の協議または裁判所の決
定により定められるべきであるというもので
あるが、かかる立場に対しては、親子間、兄
弟間で姓が異なる現象が増加することをとら
えて、子がいじめや偏見にさらされる危険性
があると指摘して反対する見解がしばしばみ
られる。

しかし、現時点においても国際結婚、両
親の離婚または夫婦が事実婚であることによ
り、親子間、兄弟間で姓が異なるという現象
が一定程度発生しており、現行制度の下でも
姓を異にする家族が存在する状況は不可避的
に発生するものである以上、同質性が強く求
められ多様性が尊重されない教育現場や社会
的な観念を改革することこそが求められるの
であり、これを放置して、一般的ではない属
性を有する子供に向けられるいじめや偏見を
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あたかも不可抗力であるかのごとく論じ、子
の姓の問題を選択的夫婦別姓制度または子の
出生時に子の姓を選択する制度の問題点であ
るととらえる考え方は、極めて不合理である。
カ  今後の取組み

現在、選択的夫婦別姓制度の導入を求める
訴訟は、第 3 次訴訟が 2024（令和 6）年 3 月
に提起されている。また、選択的夫婦別姓制
度の導入についての国民・市民の関心も日に
日に高まりつつある。

このような状況も踏まえ、当会としては、
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを
国会に対して求めると同時に、選択的夫婦別
姓制度こそが法律家共同体が妥当なものとし
て承認するベースラインであることを裁判所
に突きつけていくための活動を行っていくこ
とが緊要であり、その一環として、海外の制
度の研究も行っていく必要がある。
⑵  選挙権（投票価値）の平等について
ア  問題の所在

憲法 14 条の定める法の下の平等は、当然
に、選挙権が平等に与えられるべきことを帰
結し、憲法 44 条は、「両議院の議員及びその
選挙人の資格は、法律でこれを定める」とし
た上で、選挙人の資格が「人種、信条、性別、
社会的身分、門地、教育、財産又は収入」に
よって差別されてはならないことを確認して
いる。

選挙権のあり方は、国会が、平等原則に反
しない限りで定めることができるところ、国
会の裁量を限定する選挙権の平等は、複数投
票を禁じるという意味での平等のみならず、
投票価値の平等（議員一人あたりの有権者数
の平等）をも要請する。

最高裁も、このことを前提に、選挙区割り
が違憲または違憲状態に達しているとの判断

をたびたび示し、国会もそれに応じて一定の
対応をしているものの、基本原則であるはず
の 1 対 1 から遠く離れた投票価値の較差が未
だ解消されていない状況にある。
イ  あるべき審査基準の厳格度

表現の自由をはじめとする精神的自由が公
権力によって制約されている場合には、経済
的自由などの他の自由が制約されている場合
に比べて、裁判所はより厳格に審査すべきだ
との考え方が一般にとられており、「二重の
基準」論と呼ばれている。近代立憲主義に立
脚する国家は民主政治の原則をとり、国民一
般から選挙される議会が法律を制定し、国の
組織や公権力の行使のあり方を定め、議会の
生み出す法律は、世論による吟味を受け、そ
の評価は、数年ごとに行われる選挙を経て議
会の構成に反映される。この民主的政治過程
が良好に機能する限りは、不当な法律は除去
されていくはずであるため、裁判所は違憲審
査権の行使に謙抑的であるべきであろうが、
表現の自由をはじめとする精神的自由が不当
に制約されると、この民主的政治過程の良好
な機能そのものが損なわれることになるた
め、民主的政治過程から独立した立場にある
裁判所が積極的に審査を行う必要がある。

投票価値の較差が生じ、国民の意見が公正
に国政に反映されにくくなっている場合も、
民主的政治過程の基盤そのものに機能不全が
生じているのであるから、裁判所は厳格審査
を行うことが求められる。

かつては較差の許容範囲について 2 倍未満
とする立場が一般的であったが、その理論的
根拠は不確かであり、1 対 1 を基本原則とし
た上で、どのような理由と必要に基づいてこ
の原則から乖離したかを政府の側に主張立証
させ、その合憲性を審査し、政府が議員定数
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の較差を正当化する十分な理由を示すことが
できない場合には違憲とすべきである。
ウ  最高裁の判断枠組み

最大判昭和 51 年 4 月 14 日民集 30 巻 3 号
223 頁以降、最高裁判例が採用している判断
枠組みは、投票価値の較差が合理的裁量の枠
内に収まっているかどうか（裁量を超えた場
合は「違憲状態」となる。）を判断し、違憲
状態に達していると判断した場合は、合理的
期間内に国会による較差の是正がなされてい
ないときに較差を違憲と判断する、というも
のである。
エ  近年の最高裁判例

近年は、衆議院議員総選挙、参議院議員通
常選挙が行われる度に、投票価値の較差を問
題とする選挙無効訴訟が提起され、最高裁の
判断が示されている。投票価値の平等が「最
も重要かつ基本的な基準」であることについ
て、最高裁の立場は一貫しており、最高裁の
判断に応じて立法措置による是正も行われて
いる。

以下、特に重要なものを取り上げる。
（ア）  最大判平成 23 年 3 月 23 日民集 65
巻 2 号 755 頁

最大判平成 23 年 3 月 23 日民集 65 巻 2 号
755 頁は、2009（平成 21）年 8 月 30 日施行
の総選挙当時において、衆議院議員選挙区画
定審議会設置法 3 条の定める衆議院小選挙区
選出議員の選挙区割りの基準のうち、同条 2
項のいわゆる 1 人別枠方式に係る部分は、憲
法の投票価値の平等の要求に反する状態に
至っており、同基準に従って 2002（平成 14）
年に改定された公職選挙法 13 条 1 項、別表
第 1 の定める選挙区割りも、憲法の投票価値
の平等の要求に反する状態に至っていたが、
いずれも憲法上要求される合理的期間内にお

ける是正がされなかったとはいえず、上記各
規定が憲法 14 条 1 項等に違反するものとい
うことはできないとしたものである。

1994（平成 6）年に衆議院議員の選挙制度
として従来の中選挙区制に代わり小選挙区比
例代表並立制が導入された際、都道府県を単
位として衆議院議員の数（＝小選挙区の数）
を割り当てる原案を作成する機関として、衆
議院議員選挙区画定審議会が設置され、同審
議会が拠るべき基準として、各選挙区におけ
る人口較差が最大で 2 倍以上にならないこと
を基本とすること、各都道府県にあらかじめ
一議席を配当し（一人別枠方式）、残りの議
席を人口比例で各都道府県に配分することが
求められていた。このうち、一人別枠方式に
ついては、国会の審議では、人口の少ない県
に居住する国民の意思も十分に国政に反映さ
せるためとの理由が提示されていたが、最高
裁は、国会議員はいずれも全国民の代表であ
るから、人口の少ない県への配慮が必要だと
しても、それは全国的な視野から法律の制定
等にあたってなされるべきもので、人口の少
ない県にあえて多くの議席を割り当てること
に合理性はないとし、できるだけ速やかに一
人別枠方式を廃止して人口比例原則に基づい
て議席を配分し直すことを国会に求めた。

一人別枠方式は、2012（平成 24）年の法
改正で廃止されている。

（イ）　最大判平成 24 年 10 月 17 日民集
66 巻 10 号 3357 頁

最大判平成 24 年 10 月 17 日民集 66 巻 10
号 3357 頁は、公職選挙法 14 条、別表第 3 の
参議院（選挙区選出）議員の議員定数配分規
定の下で、2010（平成 22）年 7 月 11 日施行
の参議院議員通常選挙当時、選挙区間におけ
る投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程
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度の著しい不平等状態に至っていたが、上記
選挙までの間に上記規定を改正しなかったこ
とが国会の裁量権の限界を超えるものとはい
えず、上記規定が憲法 14 条 1 項等に違反す
るに至っていたということはできないとした
ものである。

最高裁が「参議院議員の選挙であること自
体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退
してよいと解すべき理由は見いだし難い」と
し、都道府県を参議院議員の選挙区の単位
としなければならないという憲法上の要請も
ないと明言したこと、そして、参議院議員の
選挙制度について「単に一部の選挙区の定数
を増減するにとどまらず、都道府県を単位と
して各選挙区の定数を設定する現行の方式を
しかるべき形で改めるなど、現行の選挙制度
の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措
置を講じ、できるだけ速やかに違憲の問題が
生ずる前記の不平等状態を解消する必要があ
る」と述べたことは、重要である。

国会は、2015（平成 27）年に公職選挙法
の一部を改正し、4 つの県を 2 つの選挙区へ
と合区する（島根県＋鳥取県、徳島県＋高知
県）こととあわせ、10 増 10 減の選挙区間の
議員定数の調整を行った。

（ウ）　最大判平成 30 年 12 月 19 日民集
72 巻 6 号 1240 頁

最大判平成 30 年 12 月 19 日民集 72 巻 6 号
1240 頁は、2017（平成 29）年 10 月 22 日施
行の衆議院議員総選挙当時において、公職選
挙法 13 条 1 項、別表第 1 の定める衆議院小
選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票
価値の平等の要求に反する状態にあったとい
うことはできず、上記規定が憲法 14 条 1 項
等に違反するものということはできないとし
たものである。

衆議院議員の選挙制度については、平成
23 年最大判の後、衆議院選挙制度に関する
調査会の答申を受けて、2016（平成 28）年
に衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公
職選挙法の改正が行われ、都道府県ごとの将
来の議席配分は、アダムズ方式（各都道府県
の人口を一定の数値で除して得られた商（小
数点以下は切り上げる。）を各都道府県の議
席数とする方式。）によることとされた。そ
して、この方式が本格導入されるまでの暫定
措置として、小選挙区選出議員の 6 減を前提
に 2015（平成 27）年の国勢調査の中間調査
に基づく選挙区割りの改定が 2017（平成 29）
年に行われ、本件選挙はこの区割りに基づい
て行われたものである。

法廷意見は、国会の立法裁量の行使は一連
の大法廷判決の趣旨に沿った暫時的な是正措
置として合理性を有するとし、違憲状態にあ
るとしなかったが、それまでの最高裁判例で
は、較差是正の努力を、合憲か違憲状態かの
判断の段階ではなく、違憲状態か違憲かの判
断の段階で考慮していたのを、合憲か違憲状
態かの判断の段階で考慮することとした点が
不当である。宮崎裕子裁判官の意見及び山本
庸行裁判官の反対意見は、1 対 1 が基本原則
であるとの立場に立脚した上で、本件選挙時
における区割りは違憲状態であったとし、都
道府県を単位とする議席配分を行う仕組み自
体が投票価値の較差をもたらす原因となって
おり、それに代わる方式が検討されるべきだ
と述べている。
オ　今後の取組み

近年は、衆議院議員総選挙、参議院議員通
常選挙が行われる度に、投票価値の較差を問
題とする訴訟が提起され、最高裁の判断が示
されているが、このような事態は決して好ま
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しいことではない。国会には、対処療法的な
弥縫策ではなく、投票価値の平等を恒常的に
実現する抜本的な改革が求められている。

しかし、国会は、これまで十分な対応をせ
ず、最高裁は選挙無効判決は出さないと高を
くくったかのような対応に終始している。

このことの根本には、国会が選挙で選出さ
れる国会議員で構成されており、自己利益に
関して適切な判断・対応をすることがそもそ
も難しいという問題がある。これまで、裁判
所は、国会の裁量をある程度広く認める考え
方を示してきたが、イで述べたとおり、投票
価値の較差が生じ、国民の意見が公正に国政
に反映されにくくなっている場合は、民主的
政治過程の基盤そのものに機能不全が生じて
いるのであるから、裁判所は厳格審査を行う
ことが求められるのであって、民主的基盤が
弱い司法であるがゆえに民主的過程を強化で
きると考えるべきであろう。

裁判所は、「違憲状態」の判断までは踏み
込むこともあるが、「違憲」との判断にはこ
れまでのところなかなか踏み込んでいない。
そこには、「違憲」と判断した場合、ひいて
は選挙無効判決を出した場合に、その後始末
がどうなるのかということについての躊躇が
あるようにも思われる。

しかし、最大判昭和 60 年 7 月 17 日民集
39 巻 5 号 1100 頁の寺田治郎・木下忠良・伊
藤正己・矢口洪一 4 裁判官による補足意見が

「定数訴訟の判決の内容は、憲法によつて司
法権にゆだねられた範囲内において、右訴訟
を認めた目的と必要に即して、裁判所がこれ
を定めることができる」のであり、裁判所が、
後始末に困難な問題があるからといって投票
価値の不平等の問題に背を向けることは許さ
れない。

当会としては、投票価値の不平等を是正す
る選挙制度の抜本的改革を国会に対して求め
ると同時に、違憲判決や選挙無効判決を出す
ことに対する裁判所の懸念を払拭すべく、あ
りうべき判決の内容やその効果について理論
的な研究を深めていくことが必要である。

４　当会の取組み
当会は、2013（平成 25）年に会務委員会

の内部に憲法問題 PT を立ち上げ、以後、会
内で憲法問題を研究するとともに、次頁の表
のとおり講演会を開催し会員の研鑽に努めて
きた。

私たちは、今後も委員会や勉強会等の活動
を通じて、憲法問題に対する会員の研鑽を深
めていくとともに、平和が危機に瀕している
今こそ、憲法の基本原理である恒久平和主義、
さらには立憲主義を守るための活動を、日弁
連、関弁連及び東弁とともに全力で推進して
いかなければならない。そしてなによりも、
憲法改正については、国民投票の担い手であ
る国民に正確な情報が与えられると共に、国
民の充分な理解と議論の場が必要であり、法
曹親和会としても、そのための施策も推進し
なければならない。
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年 月 講師 テーマ 備考
2014 5 阪田雅裕弁護士（元内閣

法制局長官）
集団的自衛権と憲法 拡大会務委員会

として開催
2015 5 伊藤真弁護士

田島正広弁護士
集団的自衛権や解釈改憲等の問題 法友会と共催

2015 11 長谷部恭男早稲田大学法
学学術院教授

新安保法制の問題点と法律実務家の対応 ※１

2016 10 木 村 草 太 首 都 大 学 東 京
（現・東京都立大学）教授

憲法改正をめぐる諸問題（自由民主党の
憲法改正草案及びおおさか維新の会の憲
法改正原案の検討）

※１

2017 11 宍戸常寿東京大学大学院
教授

日本国憲法施行 70 年を迎えた今、あらた
めて憲法の役割と機能を考える～「憲法
を改正する」ことの意味～

※１日本国憲法
施行 70 周年・法
曹親和会創立 70
周年記念憲法講
演会として開催

2018 11 長谷部恭男早稲田大学法
学学術院教授

憲法改正を巡る諸問題～変えるべきか、
変えざるべきか～

※１

2019 10 樋口陽一東北大学・東京
大学名誉教授

（憲）法改正の作法と没作法 ※１

2020 12 志田陽子武蔵野美術大学
造形学部教

表現・芸術・学問と行政～あいちトリエ
ンナーレから日本学術会議まで～

※２

2021 12 宍戸常寿東京大学大学院
法学政治学研究科教授

変容する社会と憲法原理～家族法・プライ
バシー・偽情報・法規制の在り方の変化など、
現在・将来へと変容する社会を考える～

※２

2022 10 青井未帆学習院大学大学
院法務研究科教授

緊急事態条項について改めて考える～緊
急事態条項の議論状況と問題点～

※２

2023 4 小林節慶應義塾大学名誉
教授

憲法破壊も憲法改悪も阻止できる！～今
日の国際情勢を踏まえ弁護士・弁護士会
は何をすべきか～

※２

2023 11 木村草太東京都立大学教
授

憲法　家族　人権～戦後家族法改正から
同性婚訴訟東京判決まで～

※２

2024 4 愛敬浩二早稲田大学法学
学術院教授

改憲問題としての緊急事態条項～議員任
期延長問題を中心に～

※２

2024 11 山本龍彦慶應義塾大学大
学院法務研究科教授

ＡＩの発展がもたらす憲法上のリスク～
欧米の関連法制を踏まえて～

※２

※１は、法友会・期成会と共催、東弁後援
※２は、法友会・期成会と共催、東弁後援、ハイブリッド形式
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第 7 章　弁護士自治
１　弁護士自治とは何か
(1) 弁護士自治の本質

弁護士自治とは、弁護士が、基本的人権の
擁護と社会正義の実現という使命（弁護士法 
1 条）を達成するための制度的保障である。
この制度的保障は、権力に干渉されないこと
によって実現される。

弁護士自治を維持・発展させるために、弁
護士及び弁護士会が国民から信頼され、支持
される存在でなければならない。

弁護士自治における自治権は、個々の弁護
士にではなく、弁護士の団体すなわち弁護士
会に認められるものである。
(2)  弁護士自治の内容

現行弁護士法は、弁護士の使命の実現のた
めに弁護士自治が不可欠であるという位置づ
けを明確にしており、その上で、以下のアか
らエのように、弁護士自治における重要な要
素（「弁護士自治の三要素」とも言われる。）
を制度として定めている。
ア  弁護士名簿への登録と資格審査

弁護士名簿登録を日弁連の所管とし（8 
条）、各弁護士会及び日弁連に資格審査会を
置き（51 条）、資格の登録・審査の機能を国
家機関から切り離している。
イ  弁護士に対する指導・監督と懲戒

個々の弁護士・弁護士法人に対しては、日
弁連又は弁護士会が指導・監督を行うものと
し（ 31 条、45 条 2 項）、行政機関ないし裁
判所の指揮監督権は及ばない。

弁護士及び日弁連にそれぞれ置かれる綱紀
委員会が、会員の綱紀保持に関する事項をつ

かさどる（70 条 2 項、3 項）とともに、弁
護士・弁護士法人に対する懲戒権は、弁護士
会及び日弁連が、それぞれに置かれる懲戒委
員会を通じて行使する（56 条 2 項、60 条、
65 条）。個々の弁護士・弁護士法人に対する
懲戒権を、行政機関ないし裁判所が有するも
のではない。
ウ  弁護士会への強制加入

弁護士であるためには、弁護士名簿に登録
され、いずれかの弁護士会に入会しなければ
ならない（8 条、9 条、36 条）。

弁護士自治が成り立つためには、強制加入
制度が当然の前提となる。弁護士の登録・資
格審査や、弁護士に対する指導・監督・懲戒
権行使を行う団体として我が国の現行の法制
度上予定されているのは、弁護士法に基づく
弁護士会及び日弁連に限られているからであ
る（もっとも、専門職団体が強制加入制度を
採っているからといって、当該団体に完全な
自治が認められるとは限らない。）。
エ  弁護士（会員）への研修

弁護士自治の三要素には直接含まれない
が、弁護士法 2 条には「弁護士は、常に、
深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法
令及び法律事務に精通しなければならない。」
と定められており、個々の弁護士の資質や技
能、倫理を保持し、高めるための研修を、弁
護士会自身が責任をもって継続して行うこと
は、弁護士自治が当然に内包するものである
と言える。
(3)  弁護士自治が認められる根拠

我が国において、弁護士会に自治権が認め
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られる根拠として、まず、弁護士が基本的人
権の擁護と社会正義の実現を使命とすること

（弁護士法 1 条）が挙げられる。基本的人権
の擁護のための活動は、国家権力と厳しく対
立することがあり、そのようなときに、弁護
士が国家権力の監督下にあっては、このよう
な使命を全うすることができない。弁護士の
十分な訴訟活動・弁護活動を保障するために、
弁護士資格の付与と監督権の行使を弁護士会
自らが担うことが必要となる。また、弁護士
は日々の活動の中で、マスメディアや巨大企
業などの社会的権力と対峙することがあり、
弁護士に対する監督や懲戒は弁護士会のみが
なしうるという弁護士自治が、社会的権力か
らの弁護士の独立性を支えるものとして機能
することも重要である。

次に、法制度の複雑化が進む現代において、
適正な裁判の実現や司法の円滑な運営には、
これを担う弁護士の資質を一定水準以上に保
持することが必要であるが、専門家の資質保
持を第三者に委ねるのは事実上困難であり、
資格審査と懲戒（及び研修）は、その専門家
の団体に委ねるのが合理的であるということ
も根拠に挙げられる。

さらに、司法においても、弁護士会に弁護
士自治が認められることによって、裁判所、
検察庁、弁護士会が相互に独立の存在となっ
てこそ、法曹三者間の相互抑制機能が果たさ
れ、民主的に司法運営が可能となるというこ
とも根拠に挙げらる。

以上の点から、弁護士自治は、弁護士個人
の利益のために存在するのではなく、基本的
人権の擁護と社会正義の実現という弁護士に
付託された使命を実現するために存在すると
いうことに、思いを致すべきである。
(4)  弁護士自治と憲法の関係

憲法上、刑事司法の分野では、国家権力か
ら被疑者・被告人を守るものとして「弁護人」
依頼権（34 条、37 条 3 項）が明記されており、
弁護人たる身分が国家から影響を受けないよ
うに保障されている必要がある。

また、「弁護士」という資格が憲法上唯一
明記されている（77 条）のは、弁護士が司
法の一翼を担う憲法上不可欠の専門職だから
である。

したがって、弁護士自治は、憲法に明記さ
れた制度でないとしても、日本国憲法に淵源
を求めることのできる重要な制度であると言
える。

もっとも、弁護士自治は憲法に明記され
た制度ではない以上、憲法を改正せずとも
弁護士法を改正して、弁護士の監督官庁を裁
判所ないし行政機関等の国家機関に定めるな
ど、弁護士自治を失わせることも可能である。
我々弁護士としては、弁護士自治はあくまで
基本的人権の擁護と社会正義の実現という使
命を実現するために存在することに思いを致
し、市民からの信頼に応える存在であるよう
に、プロフェッションとしての矜持を保ちな
がら、日々研鑽を積み、職務を誠実に遂行し
なければならない。
(5)  他の専門職（士業）との違い

弁護士も他の士業（行政書士・税理士・司
法書士・社会保険労務士・弁理士・公認会計
士）も、懲戒処分として、戒告、一定期間の
業務停止、業務の禁止や失格処分が法定され
ている点は共通している。

しかし、弁護士が他の士業と根本的に異
なるのは、監督官庁が存在しないということ
である。他の士業に対しては、各々の監督官
庁により懲戒処分その他の監督権が行使され
る。これに対して、弁護士に対しては、懲戒
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処分その他監督権を行使できるのは弁護士会
のみで、弁護士会以外の国家機関が監督権を
行使することはない。弁護士は、他の士業に
比べて、質的に異なる高度の自治が保障され
ている。

その理由としては、他の士業については、
当該士業が関わる制度の円滑な実現や運用が
根拠法の目的に掲げられているのに対し（行
政書士法 1 条「この法律は、行政書士の制
度を定め、その業務の適正を図ることによ
り、行政に関する手続の円滑な実施に寄与す
るとともに国民の利便に資し、もつて国民の
権利利益の実現に資することを目的とする」、
税理士法 1 条「税理士は（略）租税に関す
る法令に規定された納税義務の適正な実現を
図ることを使命とする」司法書士法 1 条「司
法書士は（略）その業務とする登記、供託、
訴訟その他の法律事務の専門家として、国民
の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会
の形成に寄与することを使命とする」社会保
険労務士法 1 条「この法律は、（略）労働及
び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与
するとともに、事業の健全な発達と労働者等
の福祉の向上に資することを目的とする」弁
理士法 1 条「弁理士は（略）知的財産権（（略））
の適正な保護及び利用の促進その他の知的財
産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって
経済及び産業の発展に資することを使命とす
る」公認会計士法 1 条「公認会計士は（略）
財務書類その他の財務に関する情報の信頼性
を確保することにより、会社等の公正な事業
活動、投資者及び債権者の保護等を図り、も
つて国民経済の健全な発展に寄与することを
使命とする。」）、弁護士は、弁護士法 1 条 1 
項に「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会
正義を実現することを使命とする」と掲げら

れているとおり、基本的人権の擁護を使命と
し、国家権力と対峙しても個人の権利を擁護
することもその職責の本質に組み込まれてい
ることが挙げられるであろう。

なお、懲戒制度に関する他士業との詳細な
比較については、東弁の会員サイトの「【司
法改革総合センター調査研究】弁護士と他士
業との懲戒処分制度比較」をご参照いただき
たい。 

https://www.toben.or.jp/members/iinkai/
shihou/rinsetsu/post_2.html

２　弁護士自治と弁護士会の役割
(1)  弁護士会が担う機能

弁護士会は、弁護士自治の下に、①弁護士
に対する監督・規律保持、②弁護士の相互扶
助・業務支援、③組織としての人権公益活動・
対外的意見表明、といった機能を担っている。
ア  弁護士に対する監督・規律保持

弁護士会及び日弁連のみが、弁護士に対す
る懲戒権を行使でき、弁護士を指導・監督す
る権限を有するということは、弁護士自治の
根幹をなすものである。
イ  弁護士の相互扶助・業務支援

弁護士はその業務がトラブルの解決等を伴
うことが通常であり、多くは個人事業主であ
るため、精神的な負担が大きくなり、孤独に
陥りがちである。弁護士会が個々の弁護士（特
に若手）のセーフティネットの機能を果たす
ことが求められる。

また、弁護士数の増加等に伴い、弁護士の
業務基盤、経済基盤が脆弱化している実態が
あるため、弁護士会が弁護士の業務を支援し
ていくことも重要である。

東弁では、会員サポート窓口・若手相談
室・チューター制度・弁護士業務妨害対策
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窓口など、会員をサポートするための制度が
充実している。詳しくは、東京弁護士会弁護
士不祥事防止研修教材等検討ワーキンググ
ループ編「転ばぬ先の杖～弁護士のスタート
を切った皆さんへ～」を参照いただきたい。
https://www.toben.or.jp/members/iinkai/
fushoujiboushi/book/kst.html
ウ  組織としての人権公益活動・対外的意見
表明

弁護士会は、弁護士が基本的人権の擁護と
社会正義の実現を使命とすること（弁護士法 
1 条）から、これまで様々な人権公益活動を
組織的に展開・継続し、会内でも多様な議論
を重ねた上で、各種の人権問題や社会問題等
について対外的に意見や声明を数多く発信し
ている。東弁は全国最大の単位会として、全
国の弁護士会の中でもかかる活動を主導して
いる。

これらに加え、弁護士は法律事務を独占し
ており（弁護士法 72 条）、弁護士会が率先
して市民の司法アクセスを向上していくこと
が求められるため、法律相談等の各種活動を
更に継続、発展していくことが重要である。

東弁の人権擁護活動の概要をまとめたもの
として、「憲法と人権擁護の観点から SDGs 
の実現を目指す 2022 年宣言」をご参照いた
だきたい。
https://www.toben.or.jp/message/sdgs/ 
https://www.toben.or.jp/message/
pdf/220308ikensho2.pdf

東京弁護士会のこれまでの意見書・会長声
明に関しては、下記のウェブサイトをご参照
いただきたい。
https://www.toben.or.jp/message/seimei/ 
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/
(2)  相互の密接な関連

上記の弁護士会の３つの機能（①弁護士に
対する監督・規律保持、②弁護士の相互扶助・
業務支援、③組織としての人権公益活動・対
外的意見表明）は、相互に密接に関連してい
る。

①の弁護士に対する監督・規律保持が十
全に機能し、弁護士自治が堅持されることに
よって、弁護士会は個々の弁護士のサポート
を組織的に行うことができ、セーフティネッ
トの機能を果たすことができる（②）と共に、
弁護士ひいては弁護士会に対する社会の信頼
や支持が高まり、弁護士会の人権公益活動が
より充実し、弁護士会の対外的な意見がより
社会に浸透していくことにつながる（③）。

②の弁護士の相互扶助・業務支援が充実す
ることにより、個々の弁護士が精神的にも経
済的にも基盤を安定させることができ、弁護
士で構成される弁護士会による監督・規律保
持（②）、組織的な人権公益活動（③）など
も盤石なものとなってくる。

③の組織としての人権公益活動・対外的な
意見表明が充実することにより、弁護士ひい
ては弁護士会に対する社会の信頼や支持が高
まり、弁護士会自身による弁護士に対する監
督・規律保持への社会の理解がより深まって
いくことになる（①）。組織としての活動（委
員会活動なども含む）が活性化することによ
り、弁護士同士の繋がりや交流が増え、弁護
士会自体の相互扶助、セーフティネットの機
能が高まっていくことになる（③）。

３　弁護士自治の現代的課題
基本的人権の擁護を使命とする弁護士の活

動に不可欠な弁護士自治であるが、弁護士法
を改正すれば失われることになり、外からの
脅威以上に、弁護士の意識の変化などにより
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内側から崩れるおそれがあることに目を向け
る必要がある。

なお、⑶⑷については、東弁司法改革総合
センターが 2020（令和 2）年 1 月 22 日に発
出した意見書をベースにしており、下記を参
照いただきたい。
https://www.toben.or.jp/members/iinkai/
shihou/rinsetsu/index.html  
F20200122ssc_bengoshijichi_opinion.pdf
(1)  業務基盤の脆弱化

弁護士業界全体で直視しなければならない
のは、個々の会員の業務基盤の脆弱化である。
この 20 年で弁護士数は激増したにもかかわ
らず、経済はバブル崩壊後停滞しており、個々
の弁護士の収入・所得は減少している。大ま
かに言うと弁護士全体の収入は増えていない
にも関わらず、人数は倍以上に増えたため、
弁護士の平均収入は半減しているのが実情で
ある。全世代で収入・所得は減っており、ベ
テラン中堅世代も余裕がなくなっていると言
える。

若手会員が高額の弁護士会費や会務の負担
に対して懐疑的なのも、業務基盤の脆弱化が
大きな原因であると言える。
(2)  若手弁護士の価値観やキャリアの多様
化

最近の若手弁護士は、仕事一辺倒というよ
りは、ワークライフバランスを重んじる傾向
が強くなっていると思われ、価値観も多様化
しているように見受けられる。

また、インハウスロイヤー（企業内弁護士）
は 2024（令和 6）年 6 月時点で 3,391 名（日
本組織内弁護士協会（JILA）の統計データ）
と増加の一途を辿っており、大規模事務所の
採用増により大規模事務所に属する弁護士も
増えており、組織に属する弁護士が増えてい

る。一方で、今はインハウスロイヤーであっ
たり大規模事務所に勤めていても、いずれは
独立したり中小規模の事務所で働きたいとい
う若手弁護士も多く、キャリアが流動化して
いると言える。
(3)  若手会員の意識

若手会員も多くは、弁護士自治（強制加入
制）自体が不要であるなどとは考えていない
であろう。ただ、会費は高い、会務は荷が重
い、何か新しいことに取り組もうとすると弁
護士会がストップをかけてくる、ということ
であれば、そんな弁護士会は要らない、と感
じてしまう面があるのではないか。

他方で、各所で意見を聴いてみると、会務
に積極的に参加しているか、きっかけさえあ
れば参加する意欲や問題意識が潜在している
若手会員も多いのではないかと思われる。単
に稼げればいいというのではなく、志や夢が
あって法曹を希望した人も多いはずである。
 (4)  世代間のギャップ

業務基盤の脆弱化や若手弁護士の価値観の
変化や多様化、ロースクールの導入等の背景
もあり、世代間の分断も懸念されるところで
ある。

かつての弁護士は、先輩の背中を見ていず
れも自分はあのようになるという思いがあっ
たであろうが、ロースクール世代（60 期）
以降はそのような意識は希薄なのではないか
も思われる。分断を煽るようなことは慎むべ
きであるが、例えば世代間で特定のテーマに
ついて討論をして、世代間の意識や価値観の
違いを一旦は明らかにする場も考えられる。
本音で話し合えば、例えば人権公益活動に貢
献してきたベテラン世代の弁護士の苦労など
を若手が理解するなどして、相互に相手を理
解して歩み寄るきっかけも出てくる可能性が
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ある。
(5)  弁護士自治に関する認識の問題

弁護士自治は「空気」のようなもので、あっ
て当たり前という面がある。それが無くなっ
たらどうなるか、という想像力を働かせる場
を作ることが必要である。

また、全世代で業務環境が厳しくなってい
ることも、弁護士会がより個々の会員に目を
向け、双方向の関係性を生み出すチャンスと
捉えるべきかもしれない。
(6)  弁護士自治の重要性の再確認

他方で、弁護士会が、多様な人権公益活動
など、社会でかけがえのない重要な役割を果
たしていること、そのために弁護士自治が堅
持されるべきことの意義も忘れられてはなら
ない。

そして、弁護士自治の危機は、外からの脅
威よりは、むしろ内から崩れることの方を恐
れるべきである。

これを避けるためには、会員が弁護士自治
の重要性を再確認するための方策を検討する
必要がある。

４　弁護士自治を維持発展するための
具体的な提言
(1)  会員への情報の発信・共有

東弁や日弁連は、会員向けにきめ細かい
サービスを行っているにもかかわらず、その
存在が会員に周知されていないのが実情であ
る。例えば、東弁や日弁連の会員サポート窓
口などは、弁護士法や弁護士職務基本規程の
質問や相談などを受け付けているが、そのよ
うな情報を知らない会員も多い。

情報提供のためには、「転ばぬ先の杖」な
どのパンフレット（こちらは充実した内容な
ので、新入会員のみならず全会員に紙媒体で

配布すべきである）や、会員向けホームペー
ジやメルマガ等でこまめに発信することは必
要だが、それだけでなく、寸劇形式での発表
などの企画も行うべきである。

また、東弁は、会員に関わる数多くの事
項について日々意思決定をしているが、その
意思決定や議論の過程やプロセスを会員に可
能な限り開示していくように努力すべきであ
る。守秘義務に反しない限り、各種委員会の
議事概要を会員向けホームページにアップし
ていく施策などが考えられる。

相談窓口にしても、相談事例を周知するな
どすれば、利用率も高まると思われる。
(2)  会員向けの研修

会員向けの研修は極めて重要だが、会員
各自が多様な意見に接して自分で思考を深め
ることに重きを置くべきであり、単に一方通
行の講義ではなく、一定のテーマや事例につ
いて、双方向、多方向で議論する機会を設け
るべきである。特に東弁は、2012（平成 24）
年度よりクラス別研修を行っているが、2024

（令和 6）年度より、司法改革総合センター
の弁護士自治 WG がテキストや設問解説を
作成し、複数回のトライアル研修による議論
を経て、弁護士自治をテーマにしたクラス別
研修を 1 コマ設けて実施することとなってい
る。弁護士自治の歴史や意義について簡単に
講義をした後、弁護士自治が問題となる複数
の事例を設定して、新入会員、担任・副担任
全員で議論するものである。研修の内容につ
いては、各年度で行われた議論を踏まえて
アップデートされていくべきであり、かかる
取り組みを法曹親和会としても積極的に後押
しすべきである。

さらに、研修所やロースクールでも、東弁
が弁護士を講師として派遣して、「弁護士自
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治」についてその歴史や意義についてプログ
ラムを設けることも検討されるべきである。
法曹になる前から、早期に弁護士自治の意義
を理解してもらうことには意味がある。フラ
ンスでもそのような取り組みがされていると
のことであり、参考になる。

また、弁護士自治をテーマにした動画を作
成し、会員サイトにアップすることも検討さ
れてよい。東弁は 2021（令和 3）年 9 月より、
東弁紹介動画である「正義はどこに」をテロッ
プなどを付けて分かりやすい形でリニューア
ルして YouTube で公開している。
https://www.youtube.com/
watch?v=TFN3Yme9YXA
(3)  忌憚のない議論の場を設けること

弁護士自治に対する意識を高めるために
は、議論を呼びそうなテーマ、世代間で意見
が分かれそうなテーマについて、会内討論を
行い、これをネットで中継して、その場にい
ない会員がチャットなどでリアルタイムでコ
メントをできるようにして、コメントが当日
の議論にも反映されるような仕組みを設ける
ことを検討すべきである。

多くの会員が業務多忙であるため、時間・
場所の制約を超えてなるべく多くの会員が議
論に参加できる場が設けられるのがよい。

また、世代間のギャップを埋める方策とし
て、例えば倫理研修は世代別に行われている
が、異なる世代が同じ場で参加して議論でき
るようにすることも考えられる。
(4)  記憶の共有

フランスの弁護士会は、過去の歴史をモ
ニュメント等で目に見える形で残して、「記
憶を共有」しているとのことである。「弁護
士（会）の歴史を見える化」することは、弁
護士自治の意識の醸成には大切である。

東弁は、2021（令和 3）年度より、東弁歴
史研究会（通称「REKIKEN」）を発足させ、
LIBRA「東弁今昔物語」の連載や先進会員
のインタビュー動画などに精力的に取り組ん
でいる。

2030（令和 12）年 6 月 29 日には、東弁
は創立 150 周年を迎える。2023（令和 5）年
度には、東弁内で東京弁護士会百五十年史プ
ロジェクトチームが発足し、「東京弁護士会
百年史」の後継たる「東京弁護士会百五十年
史」の編纂、先進会員のインタビュー、史料
室設置の検討を進めている。かかる動きを会
内上げて後押ししていくことも必要である。
(5)  弁護士会が「会員を守っている」意識
の醸成

懲戒というと、個々の弁護士が所属弁護士
会から何らかの処分を受けることがイメージ
されがちだが、弁護士会が懲戒権を独占して
いるのは、権力（公的・社会的問わず）や各
種勢力からの圧迫から、個々の弁護士を守っ
ている側面もある。弁護士会以外の組織が弁
護士を懲戒できないことにも大きな意味があ
る。その点がもっと強調されてもよいのでは
ないか。

例えば、仮に弁護士会以外の組織（裁判所、
法務省や検察庁などの国家機関）が懲戒権を
有するとした場合、我々弁護士の活動に具体
的にどのような影響があるのかの思考実験を
行い、会員間で議論することには意味がある。

フランス弁護士会は、「弁護士会が弁護士
を守っている」という意識が強いと言われて
おり、日本の弁護士会も見習うべき点はある
と思われる。
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５　不祥事・業務広告問題・非弁提携
問題と弁護士自治
(1)　問題の状況

近時、国際ロマンス詐欺案件など、誤導誤
認させる疑いが強い広告を弁護士が行って、
多数の詐欺被害者から不相応な着手金を収受
したものの被害回復が殆ど図られない、その
背後では非弁業者が主導しているという事態
が多発している。弁護士自治の観点からする
と、弁護士会としては、弁護士自治を十全に
機能させてかかる被害の防止に努めていかな
ければならないし、市民の信頼を得ていくこ
とが弁護士自治の堅持につながることも肝に
銘じるべきである。

なお、上記問題に関しては、LIBRA2024
年 6 月号「弁護士業務の落とし穴〈第 2 弾〉」、
LIBRA2021年3月号「弁護士業務の落とし穴」
が参考となる。
(2)　会員に対する監督・規律保持

弁護士会としては、上記のような業務広告
問題・非弁提携問題を孕んだ会員の不祥事に
対応し、市民への被害を奉仕していくために
は、弁護士に対する監督・規律保持（上記１
⑵ア ( ｱ )）の観点から、会内での啓蒙や周知、
市民窓口の充実（情報を収集し、早期に対象
会員への指導を行って芽を摘む）、悪質な事
案であれば会立件による懲戒申立てを果敢に
行うこと、被害回復のために臨時相談窓口を
設けるなどの活動が重要である。
(3)　会員に対するサポート・支援

　会員が非弁提携業者に取り込まれないよ
うにするためには、会員向け相談窓口を充実
させたり、クラス別研修や新進会員活動委員
会等の横のつながりを活かして、会員が気軽
に相談ができる場を会内に設けることが肝要
である。また、この問題の根底には会員の業

務基盤の脆弱化があり、会員の経済的自立を
サポートするために、会としても業務支援の
活動をより推進していくべきである。弁護士
自治は会員を守っている側面があり、「あな
たを一人にしない」東弁であることが大切で
ある。

６　ゲートキーパー問題、年次報告書
提出と弁護士自治

2003（平成 15）年、OECD 諸国等による
政府間会議として設置された「金融作業部会」

（FATF）が、金融機関に対する疑わしい取
引の金融情報機関への報告義務の勧告を改正
し、専門職にまで拡大した。日本政府はこれ
を受けて、弁護士に対しても、不動産売買等
の一定の取引について、依頼者の行う「疑わ
しい取引」を政府の金融情報機関に通報する
義務と、通報の事実を依頼者に秘匿する義務
を課する制度（いわゆる「ゲートキーパー制
度」）の立法を目指した。

これらの政府の動きに対し、日弁連や各単
位会は弁護士の報告義務等の立法化を阻止す
る活動を展開し、日弁連第 57 回定期総会の

「弁護士から警察への依頼者密告制度（ゲー
トキーパー制度）の立法化を阻止する決議」 
においても「弁護士は、人権擁護のためには、
国家権力の過ちも臆することなく正すことが
できなければならない。そのために、弁護士
は政府機関から独立し、監督を受けない職業
として位置づけられており、同時に弁護士会
にも高度の自治が認められている。」と述べ
られた。

これらの弁護士会の活動の結果、FATF
の勧告を受けて制定された犯罪収益移転防止
法では、疑わしい取引の届出義務について、
弁護士・その他士業は同義務の対象外とされ



法曹親和会　99

た。さらに、本人特定事項の確認義務につい
ては、司法書士等の士業に対しては同法に基
づく当該義務が課されたが、弁護士による本
人特定事項の確認、取引記録等の保存に相当
する措置、取引時確認を的確に行うための措
置については、司法書士等の例に準じて日弁
連の会則の定めるところによる、監督は日弁
連が行う、とされた（その結果、現在では、
弁護士には年次報告書の提出が義務付けられ
ている。）。日弁連や各弁護士会の精力的な取
り組みにより、弁護士自治の基盤を堅持しつ
つ、犯罪に使用されるような疑わしい行為の
防止という公益目的にも応える制度設計が実
現できたと言える。

他方で、これからも弁護士自治が適正に機
能していることを対外的に示し、市民の信頼
を盤石なものとしていくために、年次報告書
の提出など、個々の弁護士が果たすべき職責
があることに思いを致す必要がある。
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Ⅰ　司法制度の諸課題   　　　　　　　　　　　　　　　
　１　法曹人口問題
　２　法曹養成問題
　３　刑事司法改革
　４　裁判官制度改革
　５　民事司法改革
　６　司法のＩＴ化

Ⅱ　司法を取り巻く諸問題
　１　憲法問題
　２　災害復興支援、原発事故問題と新型コロナ感染

症への対応
　３　日本司法支援センター
　４　隣接士業との業際問題
　５　裁判外紛争解決制度（ＡＤＲ）／オンライン紛

争解決制度（ＯＤＲ）問題
　６　法律業務の国際化
　７　行政訴訟制度改革

Ⅲ　司法制度と弁護士
　１　弁護士自治
　２　弁護士倫理
　３　弁護士研修
　４　若手会員支援と弁護士の活動領域の拡大
　５　組織内弁護士
　６　日弁連と立法提言
　７　弁護士の情報セキュリティ

Ⅳ　人権の擁護
　１　子どもの人権
　２　高齢者・障がい者の人権
　３　外国人の人権
　４　性的指向・性自認と人権
　

　５　犯罪被害者の支援
　６　医療と人権
　７　消費者問題
　８　民暴被害者の救済
　９　公害・環境問題
１０　個人情報保護と人権
１１　公益通報者の保護
１２　少年司法
１３　死刑
１４　再審法改正に向けた取り組み

Ⅴ　リーガルサービスの充実
　１　司法アクセス
　２　公設事務所問題
　３　弁護士費用保険（権利保護保険）
　４　中小企業支援
　５　法教育
　６　離婚及びこれに関連する家族法の見直し

Ⅵ　弁護士会の運営に関する課題
　１　会員サービスについて

　　（１）弁護士業務妨害対策
　　（２）会員サポート窓口
　　（３）会員サービスの拡充

　２　広報活動の充実・強化
　３　会財政の現状と課題
　４　会務活動の充実化
　５　男女共同参画の推進
　６　多摩支部問題
　７　関弁連
　８　市民窓口
　９　職務の適正化

Web版政策綱領掲載項目
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編集後記

　法曹親和会は、毎年弁護士会内外の諸課題について、分析と意見をまとめ、政策綱領として当会
のホームページ (http://hososhinwa.com/) に発表しています。本冊子「重要課題と私たちの取組み
2025」は、こうした諸課題のうち特に重要と考えられる 7 つの課題を取り上げたものです。
　当会の政策綱領は、それぞれの課題に精通した当会会員が原稿を執筆し、当会会務委員会政策綱
領部会において検討を重ねた上で編纂したものです。
  いずれの論稿も最新の情報に基づく平易な解説を心掛けており、各課題の現在の議論状況を把握
していただけるものと考えております。
　執筆をご担当いただいた会員や細かい事務作業を担っていただいた執行部の皆様には、お忙しい
中、多大な労力を注いでいただき深く感謝申し上げます。
　今後も法曹親和会では、様々な課題に対する時宜を得た議論を進めてまいります。当会の政策綱
領が、皆様方にとって道標の一つとなれば幸いです。

執筆協力者（敬称略）
第１章 河井匡秀
第２章 本澤陽一（ＩＴ化対策ＰＴ所属）
第３章 中野雄太
第４章 西村健、大塚康貴
第５章 吉川愛、北村聡子、本多広高、高橋未紗
第６章 棚橋桂介（憲法問題ＰＴ所属）
第７章 堂野達之

法曹親和会会務委員会
政策綱領部会

                                                       　　 部会長　　木 村 英 明






